
違法に支出した政務活動費の額は＼

　

８万２１３０円の２分の１であ

る４万１０６５円 である。

ｂ

　　

Ｃ １，５ 」 ５８０

　

違法に支出した政務活動費の額は、 １８万７６５０円の２分の１で

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

ある９万３８２５円である。

ｃ

　　

Ｃ １５一 ５

　

７

　

９

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　

，

　

証拠 （甲１３の５） 及び弁論の全趣旨によれば、 戸塚議員は、 ノー

　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

トパ ソコ ン代金９万０８０６円のうち、 １万３５６９円分につい は

ポイ ントカードを利用 し、 ８０００円分については金券を利用し、 残

額の６万９２３７円につき政務活動費を充当したことが認められる。

　

そうすると＼

　

９万０８０６円の２分の１である４万５４０３円の限

度で政務活動に資する備品等に係る費用と認めるのが相当であるから、

　　　　

－

　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　　　　　　　　　

，

戸塚議員について違法に支出した政務活動費の額は、 会派まちだ市民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

クラブが支出額として計上した６万９２３７円から、 政務活動費を充

も

　

１

　　

ｒ

　

ー

　

ー

　　

，

　　　　　　　　　　　

．

　　　　

，
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，

　　　　

．
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．

　　　　

」

　　　

＝

　　　　　　　　　　　　

，

　　　

、′

　

餌

　　　　　　　　　

」

　　　　　　　　　　　　

ク ラ ブが 支出額と して計上 した６万９２３７円から、 政務活動費を

　　　

Ｉ５

　　　　　　　　

当 す る こ と が 許 さ れ る ４ 万 ５ ４０３円を控除した金額 （２万３８ ３４

円） である。

　　　　

回り

　

会派まちだ市民クラブの違法支出額につい、てのまとめ

　　　　　

会派まちだ市民クラブが政務活動費として交付を受けた金額のうち、 町田

　　　　　

市に不当利得として返還するべき義務を負う金額は、 別紙１－１ 「会派まち

２ｏ

　　　　　

だ市民クラブ総括表」 の⑥ 「返還請求額」 欄記載のとおりであり、 各項目ご

　　　　　

との違 法支 出額は、 各項目の 「違法支出額」 欄記載のとおりである。

　　　

４

　

争 点 ２ －３ （会派自民党に係る支出の本件各使途基準適合性等） について

　　　　　　　　　　　　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

（１） 鉄道賃に係る支出

　　　　

ア

　

Ｊ １‐４ 一３３から４，２ま で

２５

　　　　　　　

，証拠 （甲８の１） 及 び弁論の全趣 旨によれ ば、 Ｊ１４一３３から４２ま

　　　　　

での各支出の領収書の発行時間は、 午後１１時４２分から午前０時３２分

　　　　　　　　　　　　　

１４７



まで、 午前４時５７分から午前７時０９分までとなっていることがそれぞ

れ認められる。

　

原告らは、会派自民党が上記各支出の目的を「会議」又は「打ち合わせ」

　

としていることを踏まえ、 上記のような早朝からの会議や深夜まで続く会

議は考え難いことから私的使用である旨主張するが、 会議や打合せが長引

いて午前０時前後になることや、 会議や打合せに先立つ準備や調査のため
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
に公共交通機関を利用して早めに向かうことが通常あり得ないとはいえ

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

ない。そのほか、原告らの上記主張立証を踏まえても、上記各支出につき、

政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的

　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」

な事実の主張立証がされたとはいえず、 改正前使途基準に適合していない

支出であるとは認められない。

　

‐

　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

イ

　

Ｊ １ ５ 一 ３７から４４まで

　

原告らは、 上記各支出について目的の記載がないこと、 調査を行った形

　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

跡がないこと等を根拠に改正前使途基準に違反する支出であると主張す

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
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・
，

　　　　　

．
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・

　　　

，

　　

．
」

　　　　　

，

　　

，

　

改正前使途基準において鉄道賃の目的を明らかにすることは求められて

いないところ、 原告らの上記主張立証を踏まえても、 上記各支出につき、

政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的

　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

な事実の主張立証がされたとはいえず、 改正前使途基準に適合していない

１０

１５

支出であるとは認められない。２０

　　　　　　　

ウ

　

Ｊ １ ６ 一 ２ ４から３９ま で、 ４ ４、 ４ ９

　　

．

　　

．

　

．

　

ノ

　　　　　　　　

原告らは、 上記各支出について、 目的が不明であること、 早朝に発券さ

　　　　　　　

，れていること等を根拠に改正後使途基準に適合しない支出であると主張す

　　　

．

　　　　　

る。

　　　　　　　

・

　

Ｌ

　　

２５

　　　　　　

上記ア及びイで説示したのと同様、原告らの上記主張立証を踏まえても、

　　　　　　　　

上記各支出につき、 政務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかがわ

１４８



せる一般的、
．外形的な事実の主張立証がされたとはいえず、 改正後使途基

準に適合していない支出であるとは認められない。

エ

　

Ｊ １６ 一 ４０から４３ま で、 Ｊ１６ 一 ４５から４８まで

　

原告 らは、 Ｊ１６一４０から４３ま で、 Ｊ１６一４５から４８までの各

　

支出について‘

　

政党活動を目的とするものであり、 改正後使途基準に違反

　

する旨主張するが、 原告らの上記主張立証を踏まえても、 上記各支出が政
、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　

／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

党活動を目的とする支出であるとは認められず、 そのほか、 政務活動との

　

間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張

　

主張立証がされたとはいえないから、 改正後使途基準に適合していない支

　

出である，とは認められない。

オ

　

Ｊ １ ７ 一 ３７３から３７５ま で、 ３８０ からＪ３８８まで

　　

原告らは、 上記各支出につきミ 目的が不明であること、 遠方かつ政治活

　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

動であること、 土曜日かつ観光スポットであること等を根拠に改正後使途

　

基準に違反する支出であると主張するが、原告らの上記主張立証を踏まえ

　

ても、上記各支出につき、政務活動との間の合理的関連性を欠くことをう

　

かがわせる一般的、外形的な事実の主張立証がされたとはいえず、改正後

　

使途基準に適合していなし＼支出であるとは認められない。

力

　　

Ｊ １７ 一 ３７６から３７ ９ ま で

　　　

・

　　

原宿キらは、上記各支出につき、遠方への泊りがけの旅行と推認されるが、

　

渡辺議員は当時けがをしており、 出張できる状況ではなかった旨主張する。

　

証拠 （甲１１の１、 甲６７の１及び２） によれば、 渡辺議員は平成２９

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

年４月２３日及び２４日に名古屋におけるタクシｒ代 （Ｊ１７一２０、 ２

　

１） を費用として計上していること、 同年４月１５日付けの渡辺議員のブ

　

ログに 「先日、 階段で足を滑らし転倒し、 背中を強打し、 背中側の肋骨を

四本以上骨折してしまいま した。」、「病院を二つまわり診察を受けました

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

が、 レントゲンで見る限り、 四本以上はボキッと骨折。 角度を変えればも

－

　　　　　　　

５

１０

１５

２０

２５

１４９



う何本かは骨折している可能性も、、、、 とのことも」、「コルセット固定と強

い痛み止め、 胃薬、 の処方を頂き、 後は安静にとのこと－。 強い痛み止めを

飲んでやっと５センチほどづつ動けます。 もちろん、 咳、 くしゃみ、 腕を

動かす事も出来ず、 寝返り、 呼吸ですら激痛を伴います。」、「御約束して

いた皆様、 申し訳ありません。 急いで全力で復旧回復し活動を再開させた

　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　

‘
いです。」 との文章が掲載されており、 同年５月９日付けの同議員のプロ

　

、 ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

・グには、「みなさんご無沙汰してました。 肋骨５本７箇所骨折から、 ２０

日間たちました。 だいぶ痛みも減り活動出来るようになりました。 本日は

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　

－

視察で、 朝から日野市役所を訪れてＩＣＴ教育について教えて頂きまし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
た。」、「福岡へ、、、、、、、 ご心配やご迷惑をお‐かけした皆様、 申し訳ありま

せんでした。 また激励を頂いた皆様、 ありがとうございました。 頑張りま

す。」 との文章が掲載されていることが認められる。

　

渡辺議員の上記ブログの記載を前提にすると、 渡辺議員は平成２９年４

月１５日より前に転倒して骨折し、 同日に肋骨４本以上の骨折が明らかと

なり、 同月 ２０日頃に肋骨５本７箇所骨折と判明し、 同年５月９日には痛

みが減り活動できるようになったということができる。 同年４月１５日当

時、 強い痛み止めを飲んでやっと５センチほどずつ動けるという状態であ

ったのが （同日のブログの記載）、 同月 ２３，日ない し２４日に泊りがけで

名古屋に出張できる状態になるとはおよそ考え難く、 また、 東京都内にお

いても鉄道で移動できる状態にあったとも考え難いところ、 名古屋への調

査に係る報告書等が提出されたと認めるに足りる証拠はない。 そうすると、

　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

上記鉄道賃 （Ｊ１７一３７ ６ ～ ３ ７９） 及びタクシー代 （Ｊ１７一２０、

２１） については、 そもそも渡辺議員が支出したものではないことをうか

　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
がわせる一般的、 外形的事実が主張立証されているといえるのに対し、 被

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

告又は会派自民党はこれを覆す適切な立証をしていない。

　

したがって、 上記各支出はいずれも改正後使途基準に適合していない支

１０

１５

２０

２５

１５０



　　　　

１．↓

　

ノ

　

－

　　　　　

ｉ・

　

ー］

　　　　　　　　

二

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

「

　

▼
　

　　　　　　　

　

　

　　　　　　

　　　　　

　　　　　　

　　　　　

出であると認められる。

　　　　

（２） 有料道路通行料に係る支出 （Ｊ１４－１～１７、 Ｊ１５－１～２４、 ＪＩ

　　　　

．

　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

′

　　　　

７ － ３ ８ ９ ～ ３ ９６）

　　　　　　

証拠 （甲８の１、 甲９の１、 甲１１の１） 及 び弁論の全趣 旨によれ ば、 上

５

　　　　

記各支出は、 いずれも渡辺議員が 「現地視察」、「現地調査」、「会議」 を目的

　　　　　

と し，て支出 したものであると認 められる。

　　　　　　

原告らは、料金所等から推測される行き先や時間帯、時期等を根拠に私的

　　　　　

目的である旨主張するが、 原告の同主張立証を踏まえても、 上記各支出につ

　　　　　

き、 政務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形

Ｉｏ

　　　　　

的な事実の主張主張立証がされたとはいえないから、本件各使途基準に適合

していない支出であるとは認められない。

　　　　　　　

（３） タク シー 代に係 る支出

　　　　　

ア

　

深夜又 は早朝のタク シー利用 に係る支 出 （Ｊ１４一１８～２１、 Ｊ１５

　　　　　

一 ２ ５、 ２ ７ ～ ３ ４、 Ｊ １ ６ － １ ～ ６、 １ ０、 １ １、 Ｊ １ ７ 一 ２ ２、 ２８）

，５

　　　　　　

げ） Ｊ １ ４ 一 １ ９、 ２ ０、 Ｊ １ ５ 一 ２ ５、 ２ ７、 ３０から３３ま で、 Ｊ１

　　　　　

６ － １、 ２、 １ ０

　　　　　

＼

　　

証拠 （甲８の１、 ９の１、 １０の１） 及 び弁論の全趣 旨によれ ば、 上

　　　　　　

記各支出は、 午前１時台から午前５時台にタクシーを利用したものであ

　　　　　　

ること、 各領収書には 「現地視察」、「現地調査」、「会議」、「打合せ」 等

２ｏ

　　　　　　　

の目的が記載されていること （ただし、 Ｊ１６－１については目的の記

載がない。） が認められるところ、上記時間帯において、上記各目的によ

るタクシー利用が必要となることは通常は考え難いのに対し、 被告又は

会派自民党は上記時間帯にタクシー利用が必要となったことについての

具体的な事情等の主張立証をしていない。

　

したがって、 上記各支出は、 政務活動との間の合理的関連性を欠き、

本件各使途基準に適合していない支出であると認められる。

２５

１５１



　

”） Ｊ １ ４ 一 １ ８、 ２ １、 Ｊ １ ５ － ２・８、 ２ ９、 ３４、 Ｊ１６１３から６

　　

ま で、 １ １、 Ｊ １７一２ ２、 ２ ８

　

’

　　　

‐

　　　

証拠 （甲８の１、 ９の１、 １０の１、 １１の１） 及 び弁論の全趣 旨に

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　

よれ ば、 Ｊ１４－１８及び２１は、「現地調査」 を目的とする午前６時台

　　

の利用、 Ｊ１５一２ ８、 ２ ９、 Ｊ１６－３ から６ま で、 １１は、 「会議ｊ

　　

を目的とする午前０時台、 午前６時台、 午前７時台及び午後１１時台の

　　

利 用、 Ｊ １ ５ － ３４は、「会合」 を目的とする午前０時台の利用、 Ｊ１７

　　

一 ２ ２及び２８は、「打合せ」を目的とする午後１１時台の利用であるこ

　　

とが認められるところ、 上記各目的につき、 上記各時間帯にタクシーを

　　

利用することが政務活動との間の合理的関連性を欠くとはいい難く、 原

　　

告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出につき、 政務活動との間の合

　　

理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張主張

　　

立証がされたとはいえない。

　　　

したがって、 上記各支出は、 本件各使途基準に適合していない支出で

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

あるとは認められない。

イ

　

町田市外のタクシー会社の利用に係る支出 （Ｊ１４一２２‘～ ３ ２、 Ｊ１

５ 一 ３ ５、 ３ ６、 Ｊ １ ６ 一 １ ２ ～ ２ ３、 Ｊ １ ７ 一 ２ ０、 ２１）

げ） 証拠 （甲８の１、 甲９の１、 甲１０の１、 甲１１の１） 及び弁論の全

　

趣旨によれば、 上記各支出 （ただしＪ１７一２０、 ２１を除く。） につい

　

ては、 町田市外のタクシー会社を利用していることが認められるが、 前

　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

へ

　

説示のとおり、 議員の活動の範囲は広く、 市外において政務活動を行う

　

ことも当然に想定され、 そのほかの原告らの主張立証を踏まえても、 上

　

記各支出について政務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかがわ

　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

せる一般的、 外形的な事実の主張立証がされたとはいえない。

　　

したがって、 上記各支出が本件各使途基準に適合していない支出であ

　

るとは認められない。

１５

２０

２５

１５２



　　　　　　

”） Ｊ１７－２０、 ２１については、 上記（１）力で説示したとおり、 いずれ

　　　　　　　

も改正後使途基準に適合していない支出であると認められる。

　　　　　

ウ

　

元日のタク シー利用 に係る支出．（Ｊ１６－７～９、 Ｊ１７一５ ３、 ５４）

　　　　　　　

証拠 （甲１０の１、 甲１１の１） 及 び弁論の全趣 旨によれ ば、 Ｊ１ ６－

５

　　　　　　

７ 及 び ８ は 平 成 ２９年１月１日に 「市民相談」 目的で、 Ｊ１６－９は同月

　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　

２ 日午前０時２分に 「打合せ」 目的で、 Ｊ１７一５３及び５４は同月１日

　　　　　　

に 「打 合 せ」 目的でそれぞれタクシーが利用されたものであることが認め

　　　　　

ら れ る。

　　　　　　　

一般的に、 新年の抱負や目標などを述べる目的の会合や打合せが元日に

Ｉｏ

　　　　　　

開かれることは否定できず、 議員としての立場でそのような会合や打合せ

　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

・

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　

に参加することが、 政務活動との間の合理的関連性を欠くとはいえない。

　　　　　　

そのほか、 原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出について政務活動

　　　　　　

との間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる」般的、 外形的な事実の

　　　　　

主張立証がされたと はいえない。

　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　

．

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

ｒ

Ｉ５

　　　　　　　

したがって、 上記各支出が改正後使途基準に適合していない支出である

　　　　　　

と は 認 められない。

　　　　　

エ

　

定例会議期間中（最終日を含むら） のタクシー利用に係る支出（Ｊ１７－

　　　　　

１ ～ ９、 ２ ３ ～ ２ ７、 ２ ９ ～ ５２）

　　　　　　

原告らは、上記各支出について、定例会議期間中のタクシー利用であり、

２０

　　　　　　

ま た、 同日にタク シー を利用 しているものもあること から、 第三者利用が

１

　

疑われる旨の主張をする。

　　　　　　

定例会議期間中のタクシー利用や同日の複数回利用が直ちに政務活動と

　　　　　　

の間の合理的関連性を欠くことにつながるものではなく、 そのほか、 原告

　　　　　

らの主張立証を踏まえても、 上記各支出につき、 政務活動との間の合理的

２５

　　　　　　

関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張立証がされ

　　　

たと はいえない。

１５３



　　　　　　　

したがって、 上記各支出が改正後使途基準に適合していない支出である

　　　　　

とは認められない。

　　　　

オ

　

選挙活動との関連性が指摘されている支出 （Ｊ１５一２６、 Ｊ１７一１

　　　　　　

０ ～ １ ９、 ５ ５ ～ ８ ２、 、３ ３ ７、 ３ ３８）

５

　　　　　　　

原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出が選挙活動目的でされたも

　　　　　

のと認めるに足りず、 そのほか、 政務活動との間の合理的関連性を欠くこ

　　　　　　

とをうかがわせる一般的、外形的な事実の主張立証がされたとはいえない。

　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　

したがって、
’上記各支出が本件各使途基準に適合していない支出である

　　　　　　

と は 認 め ら れ な い。
・

，ｏ

　　　

（４） 燃料費に係る支出
′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

ア

　

渡辺議員 に係る支出（Ｊ１４一９ ８ ～ １ ２ ６、Ｊ１５一１７ ９ ～ １ ９ ７、

　　　　　　

Ｊ

　　　　　　　

‐１ ６ 「 ２８ ８ ～ ２ ９ ２、 ３ ５ １
，
～ ３６ ８、 Ｊ１７ 一 ４ ０ ４ ～ ４ ０ ７、 ５

０ ３ ～ ５ ２５）

　　　　　　

げ） 本会議中の給油に係る支出 （Ｊ１４－１０９）

Ｉ５

　　　　　　　　

証拠 （甲８の１） 及 び弁論の全趣 旨によれ ば、 Ｊ１４一１０９は、 議

　　　　　　

会開催日の午前１０時３１分に給油されていることが認められ、 渡辺議

　　　　　　

員以外の者が給油したことが推認されるから、 政務活動との間の合理的

　　　　　　

関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張立証がさ

　　　　　　

れたといえる。 これに対し、 被告又は会派自民党はこれを覆すに足りる

２０

　

，

　　　　　

主張立証をしないから、 上記支出は改正前使途基準に適合していないも

　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　　　　　

のと認 めるのが相 当である。

　　　　　

”） 同日給油に係る支出

　　　　　　　

ａ

　

証拠 （甲８の１） 及 び弁論の全趣 旨によれ ば、 ①Ｊ１４一９８及び

　　　　　　　

９ ９、 ②Ｊ１４一１０２及び１０３、 ③Ｊ１４一１０４及び１０ ５、
．

２５

　　　　　　　　

④ Ｊ １ ４ 一 １ １ ０ 及 び １ １ １、 ⑤ Ｊ １ ４ 一 １ ２５及び１２６、 ⑥Ｊ １

　　　　　　　

５ 一 １ ８ １ 及 び １ ８２は、 各同じガソリンスタンドで、、ほぼ同一時刻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１５４



に給申したものであることが認められる。

ｂ

　

会派自民党は、 渡辺議員は政務活動のために複数人で移動する必要

・がある場合や、 荷物を移動さ－せる必要がある場合に複数台の車両を使

用していた旨の主張をするところ、 政務活動のために複数台の車両を

必要とする場合が存することはあり得るが、 上記各支出について政務

活動のために複数台の車両を使用したと認めるに足りる証拠はない。

　

そうすると、 上記①から⑥までの支出は、 いずれかについては第三

者の利用したものであると認められるところ、 本件全証拠によっても

いずれの支出が議員の利用したものであるかを認めるに足りないが、

少なくとも低い方の支出額分については議員が利用した支出と認める

ことができる。 したがって、 金額が低い方の支出 （Ｊ１４一９９、 １

０ ２、 １ ０ ４、 １ １ ０、・１ ２ ６、 Ｊ１５一１８１） については、 政務

活動との間の合理的関連！性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的

な事実の主張立証がされているとはいえず、 改正前使途基準に適合し

ていない支出であるとは直／ちには認められず、金額が高い方の支出（Ｊ．

１ ４ 一 ９ ８・ １ ０ ３・ １ ０ ５・ １ １ １・ １ ２ ５・ Ｊ１ ５‐１ ８ ２）、につ

いては改正前使途基準に適合していない支出であると認めるのが相当

である。

　

上記ｂにおいて改正前使途基準に適合していない支出であるとは認

められないとした部分 （Ｊ１４一９９、 １ ０ ２、 １ ０ ４、 １ １ ０、 １

２６、 Ｊ１５一１８１） について、 上記ａの給油状況に加え、 渡辺議

員の使用した車両が政務活動のためのみに使用されていたと認めるに

足りる証拠がないことからすれば、 渡辺議員の使用した車両は、 政務

活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、

　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐′

私的活動のためにも用いられていた蓋然性が高い。 そして、 上記各支

出のうち政務活動費を充当ずることが相当である額は、 被告又は会派

１０

１５

Ｃ

２０

２５

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ
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１５

２・Ｏ

２５

　　　

自民党が渡辺議員の車両の具体的な使用実態を主張立証しないことに

　　　

鑑み、 その２分の１と認めるのが相当であり、 残り２分の１の額は改

　　　

正前使途基準に適．合していないものであるから、 政務活動費を充当す

　　　

ることは許されない。

　

・

　　

（ウ） 上記げ）及び”）以外の給油に係る支出

　　　

上記各支出は、 近接日の給油、 燃料費の支払状況の違い、 ガソリン種

　　

の違い等の原告らの主張立証を踏まえても、 渡辺議員以外の第三者の給

　　

油に係る支出とまでは認めるに足りず、 そのほか、 政務活動との間の合

　　

理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張立証

　　

がされたとはいえない。

　

・

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　

一方、 上記”）ｃと同様の事情により、 上記各支出のうち政務活動費を

　　　　　　　

，

　　　

，

　　　　　　

，
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

充当することが許される額は、 その２分の１と認めるのが相当であり、

　

残り２分の１の額については本件各使途基準に適合していないものであ

　　

るから、 政務活動費を充当することは許されない。

イ

　

松岡議員に係る支出 （Ｊ１４一１２７ ～ １，６ ２、 Ｊ １ ５ 一 ２ ８ ６ ～ ３ １

　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

．

３、 Ｊ １ ６ 一 ２ ２ ０ ～ ２ ６ ７、 Ｊ １ ７ 一 ４ ０ ２、 ４ ６ ３ ～ ４ ７ ７、 ５ ５７）

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

げ） 本会議中の給油に係る支出 （Ｊ１４一１４２、 Ｊ １ ７ 一 ４ ０２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　

，

　　

証拠 （甲８の１）‐及び弁論の全趣旨によれば、 ①Ｊ１４一１４２ は、

　　

議会開催日‐（．午前１０時開会、 午後４時３２分散会） の午後１時４０分

に給油されていること、 ②Ｊ１７一４０２は、 議会開催日の午後０時３

２分に給油されていることがそれぞれ認められ、 いずれも松岡議員以外

の者が給油したことが推認されるから、 政務活動との間の合理的関連性

を欠くことをうかがわせる÷般的、 外形的な事実の主張立証がされたと

いえる。 これに対し、 被告又は会派自民党は，これを覆すに足りる立証を

しないから、 上記各支出は本件各使途基準に適合していないものと認め

るのが相当である。
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鞘

　

上記げ）以外の支出

　　

上記各支出は、 近接日の給油等の原告らの主張立証を踏まえても、 松

　

岡議員以外の第三者の給油に係る支出とまでは認めるに足りず、 そのほ

　

か、 政務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、，

　

外形的な事実の主張立証がされたとはいえない。

　　

上記各支出の給油状況に加え、 松岡議員の使用した車両が政務活動の

　

ためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠がないことからすれば、

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　

松岡議員の使用した車両は、政務活動のためだけではなく、後援会活動、

　

政党活動その他の政治活動、 私的活動のためにも用いられていた蓋然性

　

が高い÷ そして、 上記各支出のうち政務活動費を充当することが許され

　

る額は、 被告又は会派自民党が松岡議員の車両の具体的な使用実態を主

　

張立証しないことに鑑み、 その２分の１と認めるのが相当であり、 残り

　

２分の１の額については本件各使途基準に適合していないものであるか

　

ら

　

政務活動費を充当することは許されない。

　

佐藤伸一郎議員に係る支出（Ｊ１４一１６３ ～ １６ ９、２ ６ ０ ～ ２ ８ ８、

Ｊ１５ －，１ ５ ７ ～ １ ７ １、 ３ １ ４ ～ ３ ３３、 Ｊ１６一２７６、 ２ ９ ３ ～ ３

０ ８、 Ｊ １ ７ 一 ３ ９ ８、 ４ ０ ０、 ４ ４ １ ～ ４ ５９）

　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

上記各支出は、 近接給油、 ガソリン種の違い等の原告らの主張立証を踏

まえても、 佐藤伸一郎議員以外の第三者の給油に係る支出とまでは認める

に足りず、 そのほか、 政務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかが

わせる一般的、 外形的な事実の主張立証がされたとはいえない。

　

上記各支出の給油状況に加え、 佐藤伸一郎議員の使用した車両が政務活

　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

動のためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠はないことからす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　

‐

れば、 佐藤伸一郎議員の使用 した車両は、、政務活動のためだけではなく、

後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のためにも用いられて

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　

：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

いた蓋然性が高い。 そして、 上記各支出のうち政務活動費を充当すること

１０

・５

　　　　　

ウ

２５

１５７



　　　　　　

が許される額は、 被告又は会派自民党が佐藤伸」郎議員の車両の具体的な

　　　　　　

使用実態を主張立証しないことに鑑み、 その２分の１と認めるのが相当で

　　　　　　

あり．、 残り２分の１の額は本件各使途基準に適合していないものであるか

　　　　　　

ら、 政務活動費を充当することは許されない。

５

　　　　　

エ

　

長村議員 に係る支 出 （Ｊ１４一１７ ０、 １ ７ １、 ２ ８ ９ ～ ３ ０６、 Ｊ１

　　　　　　

５ 一 １ ９ ８ ～ ２ ２０、Ｊ １６－３６ ９ ～ ３ ９４、Ｊ１ ７ － ４ ０３、４ １ ０、

　　　　　

４ １ ４、 ４ ８ ９、 ４ ９ ０、 ４ ９ ８、 ４ ９ ９、 ５ ０ １、 ５ ４ ２ ～ ５ ５５）

　　　　　　

げ） 本会議中の給油に係る支出 （Ｊ１７一４０３）

　　　　　　　　

証拠 （甲１１の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出は、 議会開

Ｉｏ

　　　　　　　

催日の午後２時５１分に給油されていることが認められ、 長村議員以外

　　　　　　　

の第三者が給油したことが推認されるから、 政務活動との間の合理的関

　　　　　　

連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張立証がされ

　　　　　　

たといえる。 これに対し、 被告又は会派自民党はこれを覆すに足りる主

　　　　　　

張立証をしないから、 上記支出は改正後使途基準に適合していないもの

－５
、

′

　　　　

と認 めるのが相当 である。

　　　　　

”） 同日給油に係る支出 （Ｊ１４一１７０、 １ ７ １、 Ｊ １ ５ 一 １ ９ ８、 １

　

，

　　

９ ９）

，

　　　　　　　　　

，

　

．

　　

．

　　　　　　　

ａ

　

証拠 （甲８の１、 甲９の１） 及 び弁論 の全趣 旨によれ ば、 ①Ｊ１４

　　　　　　　

一 １ ７ ０及 び１７１、 ②Ｊ１５」１９８及び１９９は、 それぞれ、 同

２０

　　　　　　　　

じガソリ ンスタ ン，ドで、 ほぼ同一 時刻 に給油 していることが認 められ

　　

，

　　　　　　　

る。

　　　　　　　　

会派自民党は、 上記①について、 一台の車両について給油する際に

　　　　　　　　

プ リ ペ イ ドカ ー ドの残高がなくなったためレシートが２枚に分かれた

　　　　　　　

ものである旨主張するところ、 甲８の ”こよれば、 Ｊ１４－１７０は

２５

　　　　　　　　

ガソリ ン５． １４リ ッ トルに係 る支出、 Ｊ１４一１７１はガソリ ン２

　　　　　　　

１． ７１リ ッ トルに係 る支出であることが認 められ、 Ｊ１４一１７０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１５８



の給油量が少量であり、 かつ・、 上記給油量の合計が２６． ８ ５リ ット

ルであるところ、 長村議員の他の給油における１回当たりの量が３０

リットルを超えることもあること（甲８の１、甲９の１）か，らすれば、

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

．

　　　　　　　　　　

・

一台の車両についての給油に係る支出であるとしても不自然ではない。

　

上記②について は、 甲９の１によれ ば、 Ｊ１５－１９８はガソリン

２ ０． ３３リットルに係る支出、 Ｊ１５一１９９はガソリ ン１０． ２

０リットルに係る支出であることが認められ、 上記給油量の合計が３

０． ５３リットルであることからすれば、 上記①と同様、 一台の車両

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

についての給油に係る支出であるとしても不自然ではない。

‐ したがって、 上記①及び②の支出について、 会派自民党の上記主張

を一概に排斥することはできず、 いずれも複数台の給油に係る支出で

あると認めることはできない。

　

一方、 上記各支出の給油状況に加え、 長村議員の使用した車両が政

務活動のためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠はないこと

　　　　　　

′

　　　　　　　　　

，．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

，．
からすれば、 長村議員の使用した車両は、 政務活動のためだけではな

く、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のためにも用

　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

いられていた蓋然性が高い。 そして、
１上記各支出のうち政務活動費を

充当することが許される額は、 被告又は会派自民党が長村議員の車両

の具体的な使用実態を主張立証しないことに鑑み、 その２分の１と認

めるのが相当であり、 残り２分の１の額は改正前使途基準に適合して，・

いないものであるから、 政務活動費を充当することは，許されない。

上記げ）及び”）以外の支出

上記各支出は、 近接日の給油等の原告らの主張立証を踏まえても、 長

１０

　

‘

　

て

　

，
ｒ．

　　　　　　　　

ｂ
　

　　

　

　　

　

　　

　

　　　　　　

　

１．

　　　　

Ｌ」

　　　　

１５

（ウ）

　　

，村議員以外の第三者の給油に係る支出とまでは認めるに足りず、 そのほ

か、 政務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、

外形的な事実の主張立証がされたとはいえない。

２５

１５９



　　　　　

上記”）ｂと同様の事情により、 上記各支出のうち政務活動費を充当す

　　　　

ることが許される額はその２分の１と認めるのが相当であり、 残り２‐分

　　　

の１の額は本件各使途基準に適合していないものであるから、 政務活動

　　　

費を充当するごとは許されない。

　　

オ

　

岩瀬議員に係る支出 （Ｊ１４一１７２ ～ １ ９ ８、 Ｊ １ ５ 一 ２４ ０ ～ ２ ６

　　　

８、 Ｊ １ ６．－ ２７ ７ ～ ２８ ７、 ３ ２ ６ ～ ３ ５ ０、 Ｊ‐１ ７一３９７、 ３ ９ ９、

４０ ９、 ４ １ １ ～ ４ １ ３、 ４ １ ５ ～ ４ ４０）

げ） 本会議中の給油に係る支出 （Ｊ１７一３９７）

　　

証拠 （甲１１の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｊ１７－３９ ７，は、

・

　

議会開催日の午後１時３８分に給油されていることが認められ、岩瀬議

　　　　　　　　　　　　

．

　　

・

　

員以外の第三者が給油したことが推認されるから、 政務活動との間の合

　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

・

　

理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、外形的な事実の主張立証

　

がされたといえる。 これに対し、 被告又は会派自民党はこれを覆すに足

　

りる主張立証をしないから、 上記支出は改正後使途基準に適合していな

　

いものと認めるのが相当である。

”） 上記げ）以外の各支出

　　

上記各支出につき、 原告らの主張立証を踏まえても、 政務活動との間

　

の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張

立証がされたとはいえない。

　

一方、 上記各支出の給油状況に加え、 岩瀬議員の使用した車両が政務

活動のためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠はないことから

すれば、 岩瀬議員の使用した車両は、 政務活動のためだけではなく、後

援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のためにも用いられて

いた蓋然性が高い。 そして、 上記各支出のうち政務活動費を充当するこ

とが許される額は、 被告又は会派自民党が岩瀬議員の車両の具体的な使

用実態を主張立証しないことに鑑み、 その２分の１と認めるのが相当で

ｌｏ

１５

２０

　

，

　　　　　　

‐

１６０



　　

あり、 残り２分の１の額は本件各使途基準に適合していないものである

　　

から、 政務活動費を充当することは許されない。

力

　

石川議員に係る支出 （Ｊ１４一１９９、 Ｊ １ ５一 ２ ２ １ ～ ２ ２４、 Ｊ１

　

７ 一 ４ ７ ８ ～ ４ ８５）

　　

上記各支出につき、 原告らの主張立証を踏まえても、 政務活動との間の

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

′

　

合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張立証

　

がされたとはいえない。

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

ｒ方、 上記各支出の給油状況に加え、 石川議員の使用した車両が政務活

　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．」

　

動のためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠はないことからす．

　

れば、 石川議員の使用した車両は、 政務活動のためだけではなく、 後援会

　

活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のためにも用いられていた蓋

‐ 然性が高い。 そして、 上記各支出のうち政務活動費を充当することが許さ

　

れる額は、 被告又は会派自民党が石川議員の車両の具体的な使用実態を主

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　

＼

　

張立証しないことに鑑み、 その２分の１と認めるのが相当であり、 残り２

　

分の１の額は本件各使途基準に適合していないものであるから、 政務活動

費を充当することは許されない。

キ

　

藤田議員に係る支出 （Ｊ１４一２０′０ ～ ２ １ ４、 Ｊ １ ５ 一 ２６ ９ ～ ２ ８

５、 Ｊ １ ６ 一 ３ ０ ９ ～ ３ ２５、 Ｊ‐１ ７ 一 ５ ２ ６ ～ ５ ４ １、 ５５６）

　

上記各支出につき一 原告らの主張立証を踏まえても、 政務活動との間の

合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張立証

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

がされたとはいえない。

　

一方、 上記各支出の給油状況に加え、 藤田議員の使用した車両が政務活，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
動のためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠はないことからす

れば、 藤田議員の使用した車両は、 政務活動のためだけではなく、 後援会

　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のためにも用いられていた蓋

然性が高い。 そして、 上記各支出のうち政務活動費を充当することが許さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１６１

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　

、

　　　　　　

＝

～，

　　

‐

　

ｔ

　　　　　　　　　　　　

，、

　　　　

１５

２０

２５



　

れる額は、 被告又は会派自民党が藤田議員の車両の具体的な使用実態を主

張立証しないことに鑑み、 その２分の１と認めるのが相当であり、 残り２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

分の１の額については、 本件各使途基準に適合していないものであるから、

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

政務活動費を充当することは許されない。

ク

　

木目田議員に係る支出．（Ｊ１４一２１５～２３ ０、 Ｊ １ ５ － ２ ２ ５ ～ ２

　

３ ９、 Ｊ‐１ ６ 一 ４ ２ １ ～ ４ ３０、 Ｊ１７ 一 ４ ８ ６ ～ ４ ８ ８、．４ ９．１ ～ ４ ９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

，

７、 ５ ０ ０、 ５ ０ ２、 ５ ５８）

　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

上記各支出につき、 原告らの主張立証を踏まえても、 政務活動との間の

合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張立証

がされたとはいえない。

　

一方、 上記各支出の給油状況に加え、 木目田議員の使用した車両が政務

活動のためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠はないことから

すれば、 木目田議員の使用した車両は、 政務活動のためだけではなく、 後

　

．

　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のためにも用いられてい

　

，

　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

た蓋然性が高い。 そして、 上記各支出のうち政務活動費に充当することが

許される額は

　

被告又は会派・自民党が木目田議員の車両の具体的な使用実

態を主張立証しな，いことに鑑み、 その２分の，１と認めるのが相当であり、

残り２分の１の額については本件各使途基準に適合していないものであ

るから、 政務活動費を充当することは許されない。

　

市川議員に係る支出 （Ｊ１４一２３ １ ～ ２ ５ ９、 Ｊ １ ５ 一 １ ７ ２ ～ １ ７

８、 ３ ３ ４ ～ ３ ５ ３・ Ｊ１６一２６ ８ ～ ２ ７ ５、 ３ ９ ５ ～ ４，１ ４、 ４ １ ６

～４ ２ ０、 Ｊ １ ７ 一 ４ ６ ０ ～ ４ ６ ２），，

　

上記各支出につき、 原告らの主張立証を踏まえても、 政務活動との間の

合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張立証

がされたとはいえない。

　

一 方、－上記各支出の給油状況に加え、 市川議員の使用した車両が政務活

１０

’′

　　　　　

１

　　

，

　　　　

１５

２０

　　　　　　

ケ

２５

１６２



　　　　　　　　　

動のためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠はないことからす

　　　　　　　　　

れば、 市川議員の使用した車両は、 政務活動のためだけではなく、 後援会

　　　　　　　　　

ト 活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のためにも用いられていた蓋
′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　

．

　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　

．

　　　　

・

　　　　　　　　　

然性が高い。 そして、 上記各支出のうち政務活動費に充当することが許さ

　　　　

５

　　　　　　

れる額は、 被告又は会派自民党が市川議員の車両の具体的な使用実態を主

　　　　　　　　　　

張立証 しないことに鑑み、 その２分の１と認 めるのが相ｒ当であり、 残り２

　　　　　　　　　

分の１の額については本件各使途基準に適合していないものであるから、

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　

’

　　　　　　　　　

政務 活動費を充当する こと は許されない。

　　　　　　　

（５） 駐車場代に係る支出

　　　　

Ｉｏ

　　　　　　

上記３（５）の説示と同様、 本件各使途基準における 「駐車場代等」 に該当す

　　　　　　　　　

るためには、 政務活動との間に合理的関連性があり、 必要性が認められる必

　　　　　　　

・ 要 が あ る。

　　　　　　　　　

ア

　

夜間又 は早朝の利用 が指摘さ れている支 出 （Ｊ，１４一６ ８ ～ ７２）

　　　　　　　　　　

、 げ） Ｊ１４－６ ８ ～ ７ １、 ７ ３、 ７４

　　　

Ｉ５

　　　　　　　　

証拠（甲８の１）及 び弁論の全趣 旨によれ ば、上記各支出については、

　　　　　　　　　　

午後６時台から午前０時台までの間に利用 したものであることが認めら

　　　　　　　　　　

れるところ、 上記時間帯の駐車場の利用が、 通常の市民からの市政相談

　　　　　　　　　　

や現地調査のために利用 したものと して不 自然であるとはいえないこと、

　　　　　　　　　

・ 原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出につき、 政務活動との間の

　　　

２ｏ

　　　　　　　

合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張立

　　　

一

　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　

●

　　　　　　

」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　

Ｌ 証がされたとは認め難いことからすれば、 上記各支出が改正前使途基準

　　　　　　　　　　

に適合 していない支 出であるとは認められ ない。

　　　　　　　　　

”） Ｊ１４ 一７２

　　　　　　　　　　　

証拠 （甲８の１） 及 び弁論の全趣 旨によれ ば、 平成２６年１２月４日

　　　

２５

　　　　　　　

午 後 １ ０ 時 ０３分から同月５日午前１時１７分までの間、 駐車場代とし

　　　　　　　　　　

て上記支出がされたものであり、 その領収証には 「現地視察」 の印が押

　　　　

ｒ

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　

．
１６３

　　　

．

　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　

，

　　

，



　　

されていることが認められる。 しかし、 通常の現地視察において、 午前

　

－

　　

１時１７分までの駐車を要することは通常は考え難く、 被告又は会派自

　　

民党は上記時間帯に駐車場の利用が必要となりたことについての具体的

　　

な事情等の主張立証をしない。 したがって、 上記支出は、 政務活動との

　　

間の合理的関連性を欠き、 改正前使途基準に適合していない支出である

　　

と認められる。

イ

　

短時間 （３０分未満） の駐車が指摘されている支出 （Ｊ１５・５１、 ５

　

７ ～ ５ ９、 ６ ３、 ７ ８、 １ １ ４、 １ ４ ５、 Ｊ：１ ６ 一 ９ １、 １ ２．９、 ２ ０ ９、

　

２ １ ３、 ２ １ ４、 Ｊ１ ７ 一 １ １ １、 １ １ ２、 ２ ３５、 ２６ ５、 ２ ８ １、 ２

′９ １、 ３ ２ ７、 ３ ５４）

　

短時間の会議、 打合せ、 現地調査は、 その内容次第では不可能なもので

はなく、 原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出が政務活動との間に

合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証さ

れたとはいえない。 したがって、 上記各支出が本件各使途基準に適‐合して

いない支出であるとは認められない。

　

なお、 後記ウ以下で検討するもののうち、 上記要素の指摘が併せてされ

ているものの、 原告らが本件各使途基準に適合していない具体的な事情を

主張立証していないものについては、 同様の理由により、 上記要素を根拠

に本件各使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

　

スポーツ施設の私的利用が指摘されている支出

　　　　　　

ｌｏ

１５

２０

　　　　　

ウ

げ） Ｊ１４一６２

　

原告らの主張立証を踏まえても、 木目田議員がプロバスケットボール

ＢＪリーグを観戦するために上記支出をしたと認めるに足りず、 そのほ

か、 上記支出と、 政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわ

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

せる一般的、 外形的事実の主張立証があるということはできないから、

上記支出は改正前使途基準に適合していない支出であるとは認められな

２５

１６４



し、
０

”） Ｊ１４一６ ５

　　　　　　　　

証拠 （甲８の１、 甲９１） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出は、

　　　　　　　

佐藤伸一郎議員 が、 平成２７年３月１５日、 町田市民球場において開催

５

　　　　　　

＼

　

されていた町田市少年野球春季大会に藤田議員とともに来賓として出席

　　　　　　　

した際のものであることが認められ、，町田市少年野球春季大会に来賓と

　　　　　　　

して出席した行為は議員としての活動との間に合理的関連性を有するか

　　　　　　　

ら、 上記支出は改正前使途基準に適合していない支出であるとは認めら

　　　　　　　

れ な い。

，。

　　　　

（ウ） Ｊ１５－１１６

　　　　　　　　

証拠 （甲９の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出は平成２８年

　　　　　　　

４ 月 ６日のものであるが、 平成２７年度の政務活動費として計上された

　　　　　　

も の で あ る。

　　　　　　　　

改正前条例８条は、 政務活動費の交付を受けた会派は、 その年度にお

　　　

．
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

Ｉ５

　　　　　　　

いて交付を受けた政務活動費の総額から、 当該会派がその年度において

　　　　　　　

市政に関する調査研究活動、 広報広聴活動等に要する経費として支出し

　　　　　　　

た総額を控除して残余があるときは、 当該残余の額に相当する額の政務

　　　　　　

活動費を返還しなければならない旨を定めており、このことからすれば、

　　　　　　　

交付を受けた政務活動費の総額から控除することが許される政務活動費

２ｏ

　　　　　　　

は、当該年度において支出 したもののみである，と解するのが相当 である。

　　　　　　　　

したがって、 上記支出は平成２７年度の政務活動費には該当しない。

　　　　　　

に） ペスカ ドーラ町田 （フットサルクラブ） の試合観戦目的と指摘されて

　　　　　　　　　　　　　

い る 支 出 （Ｊ １ ５一一１ １ ７・ １ １ ９・ １ ２ １・ １ ３ １・ １ ３ ２・ １ ３ ４・

　　　　　　　　　

１ ３ ５、 Ｊ １６ 一 １ ５ ４、 １ ５ ７、 １ ６ ０、 １ ６ ５，、 １ ７ ２ ～ １ ７４、

　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

２５

　　　　　　　

・ ７ ６・ Ｊ１７一３２ ８・ ３３２） について

　　　　　　　　　　

ａ

　

佐藤伸一郎議員 に係る支出 （Ｊ１６一１７ ２ ～ １ ７ ４、、 １ ７６）

１６５



　

証拠 （甲１０の１、 甲８８、 ９３） 及び弁論の全趣旨によれば、 佐

藤伸一郎議員は、 ①平成２９年１月 ７日午後３時から開催されたペス

カ ド÷ラ町田の試合観戦のために、 同日午後３時２０分から午後４時

４４分まで町田市立総合体育館第２駐車場を利用してＪ１６一１７３

を支出したこと、 ②同月２２日午後４時３３分から午後６時１５分ま

で同体育館第１駐車場を利用してＪ１６－１，７４を支出したところ、

同日午後４時３０分から同体育館でペスカドーラ町田の試合（２９節）

が開催されていたこと、 ③同年２月１２日午後４時０４分から午後６

時３２分まで同体育館第２駐車場を利用してＪ１６一１７６を支出し

，たところ、 同日午後４時から同体育館でペスカ ドーラ町田の試合 （３

２節） が開催されていたことがそれぞれ認められる。

　

．なお、 証拠 （甲１０の１、 甲８８） によれば、 佐藤伸÷郎議員は、

平成２８年１２月１８日午後３時５６分から午後５時４８分まで町田

市立総合体育館第２駐車場を利用してＪ１６－１７２を支出したこと

が認められるが、 平成２８年度のペスカ ドーラ町田の試合日程表の２

４節には「１２／１１ （日） １６：００」、 ２５節には 「１２／１１ （日）

１ ６ ： ３０」 と記載され、 ２５節の日程の上に手書きで赤色の 「×」

が付され、 その上に 「１８」 と記入されており、 ２４節と２５節はい

ずれも同体育館で実施されたが対戦相手が異なることからすれば、 ２

４節と２５節が同一日であるとは考え難く、 日にちの誤記であると思

われるところ、 曜日が 「（日）」 となっていること、 ２５節は１２月１

８日であるとする原告らの主張に対して被告又は会派自民党が積極的

　　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

に争っていないことからすれば、 １８日の誤記であると認めるのが相

当である。
ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

以上のとおり、 佐藤伸「郎議員は、 Ｊ１６一１７３についてはペス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　

，
カ ドーラ町田の試合観戦のために支出したものであり、 Ｊ１６一１７

１０

Ｉ５

　　

，
．
・

　　　　　

２０

２５

　　　　　　

１６６



　　

２、 １ ７ ４、 １ ７６についても、 ペスカ ドーラ町田の試合の時間帯に

　　

支出されたものであることからすれば、 ペスカ ドーラ町田の試合観戦

　　

のために支出したことがうかがわれ、 いずれも私的利用目的であるこ

　　

とが推認されるのに対し、 被告又は会派自民党は上記時間帯に政務活

　　

動のために駐車場の利用が必要となったことについての具体的な事情

　　

等の主張立証をしないことからすれば、 上記各支出は、 政務活動との

　　

間の合理的関連性を欠き、 改正後使途基準に適合しない支出であると

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

認 められる。

　

ｂ

　

その他 の支出 （Ｊ１５一１１７、 １１９、 １２１、 １３１、 １３ ２、

　　

１ ３ ４、 １ ３ ５、 Ｊ １ ６ 一 １ ５ ４、 １５ ７、 １ ６ ０、 １ ６ ５、 Ｊ１７

　

，一 ３ ２ ８、 ３ ３２）

　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　

　

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

原告らの主張立証を踏まえても、 ペスカ ドーラ町田の試合観戦のた

　　

めに上記各支出がされたと認めることはできず、 そのほか、 上記各支

　　

出が政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　

ー

　　

外形的事実の主張立証があるということはできない。

　　　

したがって、 上記各支出が本件各使途基準に適合していない支出で

　　

あるとは認められない。

㈲

　

若林議員に係る支出 （Ｊ１５一１３６、
ー
Ｊ １ ６ 一 １ ８ ３）

　　　　　

ａ

　

Ｊ１ ５ 一 １ ３ ６

　　

証拠 （甲９の１、 甲４ ７、 ４８の１・２） 及び弁論の全趣旨によれ

　　

ば、 若林議員が、 平成２７年１２月 ６日８時５７分から１０時４３分

　

までの間、 町田市立室内プール駐車場利用のために上記支出をしたこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

と、 同日は町田市立室内プールにおいて第７８回日本スイミングクラ

　

ブ協会関東支部マスターズスイミングフェスティバルが開催され、 １

　　

１ ８ チ ー ム、 ６ ８４名が参加したこと、 若林議員は町田市水泳協会に

　

所属するスイミングコーチでもあることがそれぞれ認められる。

１０

１５

２０

２５

１６７



　

上記事情を考慮すれば、 上記各支出について、 政務活動との間に合

理的関連性を欠くことがうかがわれるのに対し、 被告又は会派自民党

は、 これを覆す適切な立証を行わない。

　

したがって、 上記支出は改正前使途基準に適合していない支出であ

ると認められる。

ｂ

　　

Ｊ

　

‐１ ６ 一 １ ８ ３

　　　　　　　　

証 拠 （甲 １ ０ の １、 ４８の３） 及び弁論の全趣旨によれば、 若林議

　　　　　　　

員 が 平 成 ２８年１１月 ２０日午前８時３１分から午前１１時２５分ま

　　　　　　　

で町田市立屋内プール駐車場を利用し、 同日、 同プ」ルにおいてイン

・ｏ

　　　　　　　　

ターナ ショ ナル・ スポーツネッ トワーク杯 が開催 されたことが認 めら

　　　　　　　

れることからすれば、 若林議員が同杯への参加のために上記支出をし

　　　　　　　

たと認めるのが相当である。 そして、 同杯への参加は・ 私的利用目的

　　　　　　　

であることが推認されるところ、 被告又は会派自民党は、 上記推認を

　　　　　　　

覆すに足りる立証を しない。

Ｉ５

　　　　　　　　　

したがって、 上記支出 は改正後使途基準に適合 していない支出であ

　　　　　　　　

る と 認 められる。

　　　　　　

防） 岩瀬議員に係る支出 （Ｊ１５－１３７、 Ｊ １ ６ － １ ５０）

　　　　　

ａ

　　

Ｊ １５ 一 １ ３７

　　　　　　　　

証 拠 （甲 ９ の １ゞ甲４４）及び弁論の全趣旨によれば、岩瀬議員が、

２ｏ

　　　　　　　

平 成 ２８ 年 ２月 １ ４日に町田市立総合体育館内のレストランで開催さ

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

， 二

　

，

　　　　

ｒ

　　　　　　　

れた成瀬鞍掛ス ポーツ広場３０周年記念式典に出席するため、 同日午

　　　　　　　

後 ２ 時 ３５分から午後５時３７分までの間、 同体育館第１駐車場を利

　　　　　　　

用 して上記支出を したこと、 同式典において は、 関係者のあいさつや

　　　　　　　

元マラソン選手の講演があった，ことがそれぞれ認められる。

２５

　　　　　　　　　

岩瀬議員の上記行為は、 議員としての活動との間に合理的関連性を

　　　　　　　

有し、 政務活動に該当することから、 上記支出は改正前使途基準に適

　　　　　　　　　　　　　　

１６８



合していない支出であるとは認められない。

ｂ

　　

Ｊ １ ６．－ １ ５ ０

　　　　　　　　　　　

一

　　　　　　　　　

証 拠 （甲 １ ０ の １、 甲 ８ ６の３、 甲９０） 及び弁論の全趣旨によれ

　　　　　　　　

ば、 岩瀬議員が町田市青少年の日のスポーツ柔道大会に参加した際に

５

　　　　　　　　

上記支出をしたことが認められ、 同大会の参加は、 私的利用目的であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、●

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　

ることが推認されるところ、 被告又は会派自民党は、 上記推認を覆す

　　　　　　　　

に 足 り る 立 証 を し な い。

　　　　　　　　　

したがって、 上記支出は改正後使途基準に適合しない支出であると

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　

認 め ら れ る。

，ｏ

　　　　　　

鞘

　

長村議員 に係る支 出 （Ｊ１５一１３ ８、 Ｊ １ ６ 一 １ ４ １、 １ ４ ５ ～ １

　　　　　　

４ ７）

　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　

証 拠 （甲 ９ の １、 甲 １ ０ の １、 甲 １ １ の ３、，甲 ４ ３、 甲８６の２・３）

　　　　　　　

及び弁論の全趣旨によれば、 長村議員は、 ①町田市ソフトボール連盟の

　　　　　　　

会長と して平成２８年３月 ５日午後５時３０分からサン町田旭体育館の

Ｉ５

　　　　　　　

多目的室で開催され た 町田市ソフ トボール連盟の平成２７年度定期総会

　　　　　　

に 出席 するため、 同日午後 ５時０５分から午後８時までサン町田旭体育

　　　　　　

， 館・ 町田中央公園駐 車場を利用 してＪ１５一１３８の支出をしたこと、
．

　　　　　　

②町田市ソフトボール連盟女子チーム代表者会議に出席するためにＪ１

　　　　　　　

６ｒ１４１の支出を したこと、 ③町田市ソフトボール連盟の研修会に出

ｏ

　　　　　　　

席 す る た め に Ｊ １ ６ 一 １ ４ ５の支出をしたこと、 ④町田市ソフトボール

　　　　　　

連 盟 の 平 成 ２８年度定期総会に参加するためにＪ１６一１４６の支出を

　　　　　　　

したこと、 ⑤町田市ソフトボール連盟の理事会等に参加するためにＪ１

　　　　　　　

６ 一 １ ４ ７の支出をしたことがそれぞれ認められる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　

長村議員の上記各行為は、 議員としての活動との間に合理的関連性が

２５

　　　　　　　

あることが否定できず、 政務活動に該当することから、 上記各支出は本

　　　　　　

件各使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

１６９

　　　　　　



抄） Ｊ１６一１４ ０

　　　　　　　　

原告らは、 上記支出は佐藤伸一郎議員がソフトボール代表者会議に参

　　　　　　　　

加した際のもので、あると主張するが、 原告らの主張立証を踏まえても、

　　　　　　　

上記各支出と、 政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせ

５

　　　　　　　

る一般的、 外形的事実の主張立証があると いうことはできない。

　　　　　　　　

したがって、 上記各支出は改正後使途基準に適合していない支出であ

　　　　　　　

る と は 認 められない。

　　　　

妨

　

Ｊ １ ６ 一 １ ５ ３

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　

原告らの主張立証を踏まえても、 若林議員が東日本少年少女レスリン

Ｉｏ

　　　　　　　

グ大会前日準備のために上記支出がされたと認めることはできず、 その

　　　　　　　

ほか、 上記支出と、 政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかが

　　　　　　　

わせる一般的、外形的事実の主張立証があるということはできないから、

　　　　　　　

改正後使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

　　　　　　

） Ｊ１６一１６ ６、 １ ６ ９、 １ ７０

Ｉ５

　　　　　　　　

原 告 らの主張立証 を踏ま えても、 町田市柔道連盟５０周年記念大会参

　　　　　　

加のために上記各支出がされたと認めることはできず、 そのほか、 上記

　　　　　　　

各支出と、 政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる－

　　　　　　

般的、 外形的事実の主張立証があるということはできないから、 改正後

　　　　　

， 使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

２。

　　　　　

粉

　

Ｊ １ ７ 一 ３ ３１

　　　　　　　

証 拠 （甲 １ １ の １、 甲 ９４） 及び弁論の全趣旨によれば、 渡辺議員が

　　　　　　

テコンド←大会を観戦するために上記支出をしたことが認められ、 私的

　　　　　　

利用目的であることが推認されるところ、 被告又は会派自民党は、 上記

　　　　　　

推認 を覆すに足りる立証を しない。

２５

　　　　　　　

・ したがって、 上記支出は、 改正後使途基準に適合 していない支出であ

　　　　　　

る と 認 め ら れ る。

１７０



　

＆） その他の支出 （Ｊ１４一６３、 ６ ４、 Ｊ １ ５ 一 １ １ ８、 １ ２ ０、 １ ２

　　　

２ ～ １ ３ ０、 １ ３ ３、 １ ３．９、 Ｊ １６ 一 １ ３ ８、 １ ３ ９、 １ ４ ２ ～ １ ４

　　

４、 １ ４９、 １ ５ １、 １ ５２、 １ ５

　

５＼

　

１ ５６、 １ ５

　

８、 １５９、 １ ６

　　　

１ ～ １ ６＼４、 １ ６ ７、 １６ ８、 １ ７ １、 １ ７ ５、 １．７ ７ ～ １ ８ ２、 Ｊ１

　

７ 一 ３ ２ ９、 ３ ３０） ・

　

．

　

原告らの主張立証を踏まえても、 スポーツ施設の私的利用により上記，

　　

各支出がされたと認めることはできず、 そのほか、 上記各支出と、 政務

　　　　　　

－、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」

　　　　　　　　　　

，

　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事

　　　　　　　　

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　

　

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

実の主張立証があるというごとはできないから、 上記各支出は本件各使

　

途基準に適合していない支出であるとは認められない。

エ

　

病院の私的利用目的と指摘されている支出 （Ｊ１４－７５ ん ７ ９、 Ｊ１

５ 一 １ ４ ０ ～ １ ４ ２、 Ｊ１ ６ ・ １ ８ ４ ～ １ ９ ６、 Ｊ １ ７ 一 ３ ３３、 ３ ３４）

　

証拠 （甲８の１、 甲９の１、 甲１１の１） 及び弁論の全趣旨によれば、

上記各支出は病院の駐車場に駐車した際の支出であると認められるところ、

病院の駐車場に駐車した場合は、 受診や見舞いなど、 私的利用目的である

　

ことが推認されるから、 政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうか

がわせる一般的、 外形的事実が主張立証されたといえる。

　

会派自民党は、 Ｊ１４一７９につき、 渡辺議員が、 町田市にはなかった

ガンマ線放射線治療について重量子線治療ができるがんセンターとして神

奈川県立がんセンターを訪問した際の支出である旨主張するところ、 同主

張に係る事実を一概に排斥することはできないから、 上記推認は覆された

と認めるのが相当である。

　

他方、 会派自民党は、 上記各支出のうち、 Ｊ１４－、７９以外のものにつ

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

いて、病院は一般的に医療法人や医療関係者への調査、 意見交換等が行わ

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　

・
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　

ノ

れる場所であり、 付近の現地調査等のために利用されることもある等の主

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｊ

張をするが、 実際に医療法人や医療関係者への調査、 意見交換等のために，

１０

二ｉ÷キ
１５

２０

２５

１７１



　　　　　　

上記各支出が，されたと認めるに足りる的確な証拠は見当たらず、 上記推認

　　　　　

を覆すに足りない。

　　　　　　　

，した が っ て、 Ｊ １ ４ 一 ７９は改正前使途基準に適合しない支出であると

　　　　　　

は認められないが、 上記各支出のうちＪ１４一７９以外のものについては

５

　　　　　　

本件各使途基準に適合しない支出であると認められる。

　　　　　

オ

　

政党の事務所等付近の駐車に係る支出

　　　　　　

げ） 自民党町田総支部付近の駐車場利用に係る支出（Ｊ１４一４７ ～ ４ ９、

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　

Ｊ １ ５ － ７ ０ ～ ７ ７

　

７ ９ ～ ９ ２、 Ｊ １ ６，－ ５ ９ ～ ６ ２、
、７ ５～８ ０、

　　　　　

９ ９、 Ｊ １ ７ 一 ８ ３ ～ ８ ９、 ９ １ ～ １ ０６）

ｌｏ

　　　　　　　　

証 拠 （甲 ２ １、 甲 ５ ４ の １ ・ ２、 甲 ５ ６、 甲８ ６ の ２ ・ ３、 甲 ９ ０、

　　　　　　　

９ ５、１０４）及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出は、自民党町田

　　　　　　　

総支部付近の駐車場を利用したものであること、 上記各支出のうち、 Ｊ

　　　　　　　　

１ ４ 一 ４ ７から４９ま で、 Ｊ １ ５ 一 ７ ０、 ７ １、．７ ４、 ７ ５、 ７ ７、 ７

　　　　　　　　

９、 ８ ３ から８．９ま で、 ９・１、 ９２、 Ｊ １６一５ ９、 ６ ０、 ６ ２、 ７ ７、

１５

　

．

　　

・

　　　

７ ８、 ８ ０、 ９ ９、．Ｊ １ ７ － ８ ５、 ８ ８、 ８ ９、 ９ １、 ９９から１０１

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　

ま で、 １ ０ ５については、その駐車時間帯に、自由民主党の連絡協議会、

　　　　　　

、 通常総会、 自民党町田総支部役員会等が開かれていたことが認められる。

　　　　　　　

ａ

　　

Ｊ １ ４ 一 ４ ７ ～ ４ ９、 Ｊ‐１ ５ 」 ７ ０、 ７１ミ ７ ４、 ７ ５、 ７ ９、 ８

　　　　　　　　　

３ ～ ８ ９、 ９ １、 ９ ２、 Ｊ１６ － ５ ９、 ６ ０、 ７ ７、 ７ ８、 ８ ０、 ９

ｏ

　　　　　

，

　　　

９、 Ｊ １ ７ 一 ８ ５、 ９ １、 ９ ９ ～ １ ０ １

　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　

・
ｒ

　　　　　　　　

証 拠 （甲 ８ ６ の ２ ・ ３、 甲 ９０） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｊ１

　　　　　　　　

５ 一 ８ ３、 ８ ７・
、 ８ ８、 Ｊ １ ６ 」 ７７については長村議員が自民党町

　　　　　　　

田総支部役員会等に出席 し、 Ｊ１６一５ ９、 ６０については岩瀬議員

　　　　　　　

が同役員会等に出席したことが認められるものの、 それ以外の支出に

５

　

．

　　　　　　

ついては、 当該議員 が同役員 会に参加 していたことを認めるに足りる

　　　　　　　

証拠はない。 また、 仮に参加していたとしても、 市議会が会派により

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１７２



運営されるものであることに照らすと、 市議会における会派としての

意見や方針決定を検討する前提として、 会派の各議員の所属する政党

の活動内容等を把握することの必要性及び有用！性は高いから、 自民党

の役員会等に出席することが、 政務活動との間に合理的関連性を有さ

ないと直ちにいうことはできず、 そのほか、 原告らの主張立証を踏ま

えても、 同各支出と政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうか

がわせる一般的、 外形的事実が主張立証できているとはいえない。

　

したがって、 上記各支出については、 本件各使途基準に適合してい

ない支出であるとは認められない。

． Ｊ１ ５ 一 ７２、 ７ ３、 ７ ６、・７ ７、 ８０から８２ま で、 ８ ９、 ９ ０、

Ｊ１ ６ ・ ６ １、 ７ ５、 ７６・ ７９‘

　

Ｊ １ ７ 一 ８ ３、 ８ ４、 ８ ６、 ８ ７、

９２から９８ ま で、．
１ ０２から１０４ま でミ １０ ５、 １ ０ ６．

　

上記各支出については、 当該議員が政党活動のために駐車場代を支

出したと認めるに足りる証拠はなく、 そのほか一 原告らの主張立証を

踏まえても、 同各支出と政務活動との間に合理的関連性を欠くことを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

うかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証できているとはいえない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 二

から、本件各使途基準に適合し・ていない支出であるとは認められない。

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

Ｊ １６一６２

　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

甲１０の１によれば、 上記支出に係る領収証に使用目的が記入され

ていないことが認められ、そのほかの原告らの主張立証を踏まえても、

政務活動との間に合理的関連性があると認めるに足りないから、 上記

支出については、 改正後使途基準に適合していない支出であると認め

ら れ る。

　　　　　　　　　　

，

　　　　　

，

　　

，

　　

，

ｌｏ

　　　　　　　　　

ｂ

　

　　　　　　　

　

　　　　

１５

２０

ｄ

　　

Ｊ １ ７一８ ８＼

　

８ ９

　　　

，

佐藤伸一郎議員が、 タイムズ町田旭町駐車場を、 ①平成２９年９月

７日午後６時０７分から午後７時２４分まで（Ｊ１７一８８）、②同日

２５

１７３



　　

午後４時５７分から午後７時２９分まで （Ｊ１７一８９） 利用したと

　　

して計上するものであるところ、 駐車時間帯が重なっているため、 同

　　

一人の利用であるとは認め難く、少なくともいずれか一方については、

　　

佐藤伸一郎議員の政務活動との間に合理的関連性を有するものとはい

　　

えない。 本件全証拠によっても、 上記のいずれを佐藤伸一郎議員が利

　　

用したか認めるに足りる証拠はないが、 少なくとも低い方の支出金額

　　

については佐藤伸一郎議員が支出したと認められるから、 支出金額の

　　

低いＪ１７－８８を佐藤伸一郎議員による支出、 Ｊ１７－８９を佐藤

　　

伸一郎議員以外の第三者による支出として、 政務活動との間に合理的

　　

関連性を欠き、 改正後使途基準に適合していない支出であると認める

　

」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

、．ｒ

　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
，

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４

　

のが相当である。

　　　　　

、

　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

”） 自民党三多摩総支部及び立川グランドホテル付近の駐車場利用に係

．’る支出 （Ｊ１４一４ ３、～ ４ ５、 Ｊ
．１ ５ 一 １ １ １、 Ｊ １ ６ 一 １ ２ １ ～ １ ２

　

，３、 Ｊ １ ７ － ３ ３ ５、 ３ ３６）

　　　　　　　　

，

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

証拠 （甲２１、 ５６、 ９５） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出

は、 自民党三多摩総支部及び立川グランドホテル付近の駐車場を利用し

たものであること、 上記各支出の利用時間帯に、
′立川グランドホテル等

で自由民主党三多摩議員連絡協議会等が開催されたことがそれぞれ認め

　　　　　　　　　　　

　

　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

られるが、 当該議員が上記協議会等に参加していたことを認めるに足り、

る証拠はない。 また、 仮に参加していたとしても、 市議会が会派により

運営されるものであることに照らすと、 市議会における会派としての意

見や方針決定を検討する前提として、 会派の各議員の所属する政党の活

　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・、

　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　

・

動内容等を把握することの必要性及び有用性は高いから、 自民党の協議

会等に出席することが、 政務活動との間に合理的関連性を有さないとは

いえず、 そのほか、 原告らの主張立証を踏まえても、 同各支出と政務活

　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　

，
動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実

１０

１５

２５

１，７４



が主張立証できているとはいえない。

　

したがって、 上記各支出については、 本件各使途基準に適合していな

　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
い支出であるとは認められない。

岩瀬議員に係る支出 （Ｊ１６一１２４ ～ １ ２８）

ａ

　　

Ｊ １ ６ 一 １ ２ ４、 １ ２６

　

証拠 （甲８６の３、 甲９０） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｊ１６－

　

１ ２４は、 岩瀬議員が、 参議院議員候補者の中川まさはる （以下 「中

川」という。）の事務所開きに参加するために支出したものであること、

Ｊ１６一１２６は中川の決起集会に参加するために支出したものであ

ることを認めることができ、 これらは、 政務活動との間に合理的関連

・性を欠くことをうかがわせる事実に該当する。 これに対し、 被告又は

　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　

．

　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

会派自民党においてこれを覆す適切な立証を行っているとはいえない

，から、，上記各支出は、 改正後使途基準に適合していない支出であると

認められる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　

●

　　

、

ｂ

　　

Ｊ １６ －、１ ２ ５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

原告らの主張立証を踏まえても、 上記支出と政務活動との間に合理

的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証で

きているとはいえないから、 改正後使途基準に適合していない支出で

　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　

，
あるとは認められない。

（ウ）

，

　　　　　

５

；ｉｒ，．－ｉ
ｆ

　

　

　 　

　

　

　

　

　

　

　
　

　　　　　　

　

　　　　

１５

２ｏ

　　　　　　　　

ｃ

　　

Ｊ １６ 一 １ ２ ７

　　　

，

　

．

　

本件全証拠によっても、 岩瀬議員が中川の緊急選挙対策会議のため

に上記支出をしたものであると認めることはできず、 原告らの主張立

　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
証を踏まえても、 同支出と政務活動との間に合理的関連性を欠くこと

をうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証できているとはいえな

いから、 改正後使途基準に適合していない支出であるとは認められな

，
し、

。

２５

１７５



ｄ‐

　

Ｊ １６ 一 １ ２ ８
．

　　　　　　　　

，

　　　

証拠 （甲２１、 １００、 １０１） によれば、 平成２８年７月１４日

　　

は東京都知事選挙の告示日であったこと、 同日午後４時３０分から立

　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　

’

　　

川駅北ロ伊勢丹前で同選挙の自民党候補者の街頭演説会が行われたこ

　　

と、 岩瀬議員が同日午後４時０６分から午後５時３５分までの間、Ｐ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

Ｊ柴崎町第４に駐車したこと、岩瀬議員のブログの同月部分には、「参

　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

議院選挙、 東京都知事選挙の遊説などのお手伝い！」、「東京都知事選

　　

挙三多摩第一声立川駅北ロヘ」 等の記載があることが認められ、 これ

　　

らからすれば、 同日、 東京都知事選挙の自民党候補者の街頭演説会の

　　

手伝いのために上記支出をしたことが認められる。 このことは、 政務

　　

活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる事実に該当する。

　　

これに対し、 被告又は会派自民党においてこれを覆す適切な立証を行

　　

っているとはいえないから、 上記各支出は、 改正後使途基準に適合し

　　

ていない支出であると認められる。

は） Ｊ１６－１３２

　

，本件全証拠によっても、 若林議員が中川の個人演説会のために上記支

　　　

　

　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

出をしたものであると認めることはできず、 原告らの主張立証を踏まえ

　

ても、 上記支出と政務活動との間に合理的関連性を欠く．ことをうかがわ

　

せる一般的、 外形的事実が主張立証できているとはいえないから、 改正

　

後使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

㈲

　

Ｊ１ ７一９０

　

． 本件全証拠によ・っても、 佐藤伸一郎議員が、 衆議院解散についての小

　

倉まさのぶ衆議院議員からの状況説明を受けるために上記支出をしたも

　

のであると認めることはできず、 原告らの主張立証を踏まえても、 同支

　

出と政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、

外形的事実が主張立証できているとはいえないから、，改正後使途基準に

１０

１５

　　　　　　

は）

２０

２５

１７６



　

適合していない支出であるとは認められない。

力

　

早朝のチラシまき目的の駐車と指摘されている支出 （Ｊ１４一５０ ～ ６

　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

　

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

１、 Ｊ １ ５ ・ ９ ３ ～ １ ０ ４、 １ ０ ８、 Ｊ １６ 一 １ ０ ３ ～ １ ０ ５、 １ ０ ７ ～

　

１
．２０）

　

原告らは、 上記各支出について、 早朝のチラシまき等政党活動のための

支出である旨主張するが、 実際にチラシまき等の活動が行われたことを認

めるに足りる証拠はない。 仮に、 チ，ラシまき等の街頭活動のための駐車で

あったとしても、 街頭活動は、 議員が、 個人として市政報告や自らの理念

等の発信目的等で行う場合には広く市民からの意見を聞く場又は聞く契

機となるから、 政務活動に該当しないとはいえない。

　

本件において、 街頭活動を政党として行っていたと認めるに足りる証拠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

はなく、 そのほか上記各支出と政務活動との間に合理的関連性を欠くこと

をうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証されたとは認められず、 本

件各使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

　

選挙活動への利用目的と指摘されている支出

げ） Ｊ１６一６ ５、 ６ ７、 ７ ０

　　

証拠 （甲１０の１、 甲２１、 ５ ５、 ８６の３）及び弁論の全趣旨によ

　

れば、長村議員は、自民党町田総支部における参議院選挙対策会議のた

　

めに上記各支出をしたことが認められ、 このことは、 政務活動との間に

　

合理的関連性を欠くことをうかがわせる事実に該当するひこれに対し、

　

被告又は会派自民党においてこれを覆す適切な立証を行っているとは

　

いえないから、上記各支出は、改正後使途基準に適合していない支出で

　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　

・

　

あると認められる÷

稀

　

佐藤伸一郎議員のシバヒロ駐車場利用 （Ｊ１７一１０９、 １ １ ０、 １

　

１ ３ ～ ２ ３３）

　　　　　　

１０

１５

　

、

　　　　

キ

２０

２５

ａ

　　

Ｊ １７一・１１３から１２６ま で、 １２９から２３３まで

　　　　　　　　　　　　　　　　

１７７



　　　　　　　　　　

原告らは、都議会議員選挙投票日の２か月前からの佐藤伸一郎議員

　　　　　　　　　　

のシバヒロ駐車場利用について、 選挙対策に向けた政党活動目的であ

　　　　　　　　　

るという趣旨の主張をするが、 原告らの主張立証を踏まえても、 選挙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．・

　　　　　　　　　　　　　

’．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

ｒ

　　　　　　　　　

活動目的の支出であると認めるに足りず、‐上記各支出と政務活動との

　　

５

　　　　　　　　

間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、外形的事実が主

　　　　　　　　　

張立証されたとは認められず、改正後使途基準に適合していない支出

　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　

で あ る と は 認 め ら れ な い。

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

ｂ

　　

Ｊ１７ 一 １ ０ ９、 １，１ ０、 １ ２－７、 １ ２ ８

　　　　　　　

′

　　

原告らは、 上記各支出のうち、 Ｊ１７一１０９及 び１１０、 Ｊ１７

　

一 １ ２７及び１２８がそれぞれ同日駐車であることが不自然である

　

旨を主張するが、議員の活動が広範なものに及ぶことからすれば、 同

　

日に複数回駐車することが直ちに不自然であるとはいえない。原告ら

　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

のその他の主張立証を踏まえても、上記各支出と政務活動との間に合
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　

理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、外形的事実が主張立証

　

されたとは認められず、改正後使途基準に適合していない支出である

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　

● ．

　　　　

・

　　　　　　　　　　

１

　

とは認められない。

その他の支出（Ｊ１６一６３、 ６ ４、 ６ ６、 ６ ８、．６ ９、 ７ １ ～ ７ ４、

Ｊ１ ７ 一 ２３ ８ ～ ２ ４ ３・ ２４ ５・ ２４ ７ ～ ２ ５ ２・ ２５ ４・ ２ ５８～

　　　　　　　　　　　　

ハ

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

′

　　　　　　

・

　　　　

＼

　　　　　　

●

　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・，

　　　　　　　　　　

．

　　　　

・

２６

　

２、
．２ ６８、 ２ ６

　

９、， ２

　

７ ８、 ２

　

７

　

９、 ２ ８

　

２、 ２８３、 ２

　

９ ３、

２９４、 ３ ０ ０ ～ ３ ０ ２、 ３ ０ ４、 ３ ０ ５、 ３ ０ ７、 ３ ２ ０ ～ ３ ２６）

　

原告らは、選挙活動目的で上記各支出がされた旨主張するが、原告ら

　　

‐

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　

．

の主張立証を踏まえても、選挙活動目的で上記各支出がされたと認める
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

に足りず、そのほか上記各支出と政務活動との間に合理的関連性を欠く

ことをうかがわせる一般的、外形的事実が主張立証されたとは認められ

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

ない。 したがって、上記各支出が改正後使途基準に適合していない支出

であるとは認められない。

１０

１、５

（ウ）

２０

２５

１７８ｒ



ク

　

その他の支出

げ） Ｊ１４ 一６６

　　　　

原告らは、 上記支出は郷友会町田支部の通常総会に参加したもので

　　

， ある旨主張するが、 原告らの主張立証を踏まえても、 上記支出が同総

　　　

会に参加した際に支出したものであると認めるに足りない６

　

したがっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

て、、上記支出が改正前使途基準に適合していない支出であるとは認め

　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　

‐・

　　

ら れ な い。

　　　

”） Ｊ １４ 一８８

　　　　　　　　

証拠（甲８の１、甲２１）及び弁論の全趣旨によれば、上記支出は、

Ｉｏ

　　　　　　　　

木 目田議員がオク ト÷バーフェスタ を視察するためのものであること

　　　　　　　

が認められ、 イベントの視察は、 政務活動との間に合理的関連性を有

　　　　　　　

すると認めるのが相当 である。

　　　　　　　　

原告らは、 上記駐車時間が１５分という短時間であることを指摘す

　　　　　　　

るが、 １５分であっ てもイ ベ ン トを視察することは可能であるから、

Ｉ５

　　　　　　　　

原告らの上記指摘を踏まえても、 改正前使途基準に適合していない支

　　

出であるとは認められない。

け） Ｊ１５－１０５から１０７まで

　

証拠 （甲９の１、 甲３８） 及び弁論の全趣旨によれば、 藤田議員がゴ

ムパーク多摩境を、 ①平成２８年１月２５日午前６時３０分から午前６

時４０分まで（Ｊ１５ふ１０５）、②同月２６日午前６時３６分から午前

８時０４分まで（Ｊ１５一１０６）、③同年２月１２日午前６時２５分か

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

ら午前７時５８分まで （Ｊ１５一１０７） それぞれ利用したとして上記

各支出を政務活動費として計上したこと、 同年１月２５日の藤田議員の

　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

ブログに自転車で移動した旨の記載があることが認められる。

前説示のとおり、 短時間であっても政務活動を行うことは可能である

ものの、 上記①は午前６時３．０分から午前６時４０分までの早朝の利用

２０

２５

１７９

　　　　　　　　　　　　　　　　

，



　

であり、 通常人と書類のやりとりや打合せをすることが想定される時間

　

帯とはいえず、 また、 上記時間‐帯に現地調査を行うことを要した特別の

　

事情も見当たらない。 同日の藤田議員のブログにおいて自転車で移動し

　

た旨の記載があることについて被告又は会派自民党から何らの説明がな

　

いことも併せて考慮すると、 上記①については、 藤田議員が支出したも

　

のであるといえるかについて疑問があるから、 改正前使途基準に適合し

　

ていない支出であると認められる。

　　

これに対し、 上記②及び③については、 原告らの主張立証を踏まえて

　

も、 上記各支出と政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわ

　

せる「般的、 外形的事実が主張立証されたとは認められず、 改正前使途

　

基準に適合していない支出であるとは認められないｄ，

購） Ｊ１５一１４ ３、 １ ４ ４

　　

証拠（甲９の１、甲２１＼）及び弁論の全趣旨によれば、上記各支出は、

‘

　

本会議開催日の午前６時台又は７時台から午後６時台まで、 町田市役所

　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

付近のタイムズ森野２丁目駐車場を利用した際のものであり、 上記各支

　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

出の領収証には 「会議」 の印が押されていることが認められる。

　

仮に議員が本会議に出席するために上記各支出をしたのであれば、 そ

れは議会活動のための支出に該当し、 政務活動のための支出とは認めら

れない。 被告及び会派自民党は、 議員の秘書などが政務活動のために駐

車をすることがあり得る旨主張するが、 具体的な事情に係る主張立証を

　

しないことからすれば、 同主張を採用することはできない。

　

したがって、 上記各支出が改正前使途基準に適合していない支出であ
／

　　　　　

●

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

ると認められる。

１５

２０

㈲

　

Ｊ１５一１４ ７、 １ ４ ８

２５

　　　　　　　　

原告 らは、 上記各支 出は東京 ドームで開催されたボク シングの試合の

　　　　　　

観戦のためのものである旨主張するが、原告らの主張立証を踏まえても、

１８０



　

上記各支出がボクシングの試合観戦のためのものであると認めるに足り

　

ず、 その他政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一

　

般的、 外形的事実が主張立証されたとは認められないから、 改正前使途

　

基準に適合していない支出であるとは認められない。

防） 消防団の行事への参加が指摘されている支出 （Ｊ１５・４５、 Ｊ１６

一 ５ ７、 Ｊ １ ７ 一 ２ ３－６、 ３１３、 ３１４）

１０

１５

２０

２５

　　

原告らは、 上記各支出は町田市消防団出初式への参加のためのもので

　

ある旨主張するが、 原告らの主張立証を踏まえても、 上記支出が同出初

　

式への参加のためのものであるとは認められない。 また、 仮に同出初式

　

に参加するためのものであったとしても、 消防団の活動の視察は政務活

　

＼動との間に合理的関連性を有することが否定できないから、 本件各使途

　

基準に適合していない支出であるとは認められない。

鞘

　

Ｊ１６一５８

　　　　　　　　　　

．

　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　

ノ

　　

原告らは、 上記支出は、 東京２０２０オリ ンピック ・パラリ ン ピック

　

フラッグツアー歓迎セレモニー参加のためのものである旨主張するが、

　

原告らの主張立証を踏まえても、 上記支出が同セレモニー参加のための

　

ものであるとは認められない。 その他政務活動との間に合理的関連性を

　

欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証されたとは認め

　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

られないから、 上記支出が改正後使途基準に適合していない支出である
▼とは認められない。

抄） Ｊ１６一２１９

　

証拠 （甲１０の１、 ２１、 甲８６の３、 甲１２８） によれば、 平成２

　

９年２月 ２５日午後３時から午後４時まで町田郷友会の新年会において

下田市長の講演 「下田市再興目指して」 が、 午後４時３０分から賀詞交
‐歓会が千寿閣で行われたこと、 上記支出は、 同日午後２時２９分から午

後６時３１分まで千寿閣駐車場を利用したことによるものであることが

１８１



　

それぞれ認められるところ、 本件全証拠によっても当該議員が上記の会

　

に参加するために上記支出をしたとは認めるに足りない。 また、 仮に上

　

記会に参加するために支出したとしても、 上記会は、 下田市長による講

　

演や、 意見交換が想定されていることからすれば、 政務活動との間の合

　

理的関連性を欠くともいい難い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

したがって、 上記支出が改正後使途基準に適合していない支出である

１とは認められない。

妨

　

その他の支出 （Ｊ１４－４６、 ６ ７、 ８ ０ ～ ８ ７、 ８ ９ ～ ９ ７、 Ｊ１５

　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　

． ４ ６ ）^５ ０、 ５ ２ ）^５ ６、 ６ ０ ）^６

　

２・ ６ ４ ）^６

　

９、 １ ０ ９ゞ １１０、

　

１ １ ２へ

　

１ １ ３、 １ １ ５、 １ ４ ６、 １ ４ ９ ～ １ ５ ６、 Ｊ１６一５ ０ ～ ５

　　

６、 ８ １ ）^９ ０、 ９２ ｝^９ ８、 １ ０ ０ ）^１０

　

２、 １ ０６、 １
、
３ ０、 １ ３

　　

１、
． １ ３ ３ ～ １ ３ ７．、 １ ９ ７ ～ ２ ０ ８、 ２′１ ０ ～ ２ １ ２ ・ゞ ２ １ ５ ～ ２ １

　

８、 Ｊ１ ７ 一 １ ０ ７、 １ ０ ８、 ２ ３ ４、 ２ ３ ７、
．２ ４ ４、 ２４ ６、 ２ ５

． ３、 ２ ５ ５ ～ ２ ５７、 ２６ ３、 ２ ６ ４、 ２６ ６、 ２ ６，７、 ２７０ ～ ２ ７

７、 ２ ８ ０、 ２ ８４ ～ ２ ９ ０、 ２ ９２、 ２９ ５ ～ ２ ９ ９、 ３ ０ ３、 ３ ０

　

６、 ３０８ ）^３ １２、 ３ １５ ）^３ １９、 ３

　

３

　

９ ）^３

　

５

　

３、 ３

　

５

　

５ ）^・３

　

７

，
２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出につき、 政務活動との間

の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張

立証がされたとは認め難く、 上記各支出は本件各使途基準に適合してい

ない支出であるとは認められない。

１三 一 １・

　　　 　

　

　　

１５

２０

　　　

（６） 資料購入費に係る支出

ア

　

一般新聞の購読に係る支出 （Ｊ１４一３０７ ～ ３ １ ３、 Ｊ １ ５ － ３ ５４

～３６３、 Ｊ１６－４ ３ １ ～ ４ ３ ９、 Ｊ １ ７ 一 ５ ５ ９ ～ ５ ６６）

　　

上記３（６）アげ）ａのとおりミ 一般新聞の購読は、 市政に関連する政務活動

　

としての必要性及び合理性が認められるというべきであり、 同時に複数の

２５

＼１８２



新聞社の一般新聞を購読している場合についても、 同じく必要性及び合理

性が認められる。

げ） Ｊ１４一３０８

　

上記支出について、 証拠 （甲８の２） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｊ

　

１ ４ － ３ ０８については、 佐藤伸一郎議員を宛名とする平成２６年８月

分の読売新聞の領収書 （３６０７円） のみが提出されていることが認め

　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

，られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

会派自民党は、 ①事務処理の負担を減らすために１か月の領収書のみ

の提出で足りる旨議員間での申合せをしたこと、 ②平成２７年度から平

成２９年度までにおいて同じ新聞社から同じ新聞を継続して購読してい

ることが、 平成２６年度においても１２か月分継続的に支出しているこ

との裏付けになるとして、 平成２６年４月から平成２７年３月ま，での読

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

●，

　　

．

　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

売新聞の購入費に政務活動費を充当することが許されるべきであると主

　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

張 す る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　

上記①については、 本件条例７条において、 政務活動費に係る領収書

の提出が必要とされているところ、 当該申合せは議員間の事実上のもの

にすぎず、 本件条例７条の義務を免除する効果を生じさせるものではな

い。 そうすると、 Ｊ １４一３０８については、 １１か月分の購読料を支

出したことを証する領収書が存在せず、 領収書を徴することが困難な場

合に領収書の代わりに提出を認められている会派代表者の支払証明書

　

（改正前規則１０条）が提出されたと認めるに足りる証拠もない。また、

佐藤伸一郎議員が平成２７年度から平成２９年度まで読売新聞を購読し

ていたことから平成２６年度も継続して購読していたことが認められる

ともいえないから、 上記②を採用することもできない。 したがって、 平

成２６年度の１１か月分の読売新聞購読料に政務活動費を充当すること

は許されず、 領収書がある平成２６年８月分の支出 （３６０７円） の限

　　　

１０

’

　　　

１５

２０

２５

１８３



　

度においてのみ政務活動費を充当することが許されるにとどまり、 会派

　

自民党の計上金額４万３２８４円との差額３万９６７７円は政務活動費

　

への充当が許されない。

”） Ｊ１４一３１０

　　　　　　　　　　　　

．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

Ｊ１４一３１０については、 収支報告書に添付されたのは平成２６年

．４月分の産経新聞の領収書

　

，（３０３４円。 甲８の２） のみであっ たが、

、本件訴訟係属中に丙Ｃ１ （平成２６年４月から平成２７年３月までの産

経新聞の領収書） が提出された－ことにより、 平成２６年度における１２

か月分の支出の立証がされたといえ、 その全額について政務活動費を充

当することが許される。・１０

（ウ） 上記げ）及びの以外の支出

　

．

　　

証拠 （甲８の２、 甲９の２、 甲１０の２、 甲１１の２） によれば、 上

　

記各支出は、 会派自民党の議員が一般新聞の購読料として支出したもの

　

であることが認められるから、 本件各使途基準に適合していない支出で

　

あるとは認められない。

　

機関誌 「倫風」 に係る支出 （Ｊ１４一３１４、 Ｊ１５ｒ３６４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

．

　　　　　　　　　　　　　

ノ

　

証拠 （甲８の２、 甲９の２、 丙Ｃ８の１及び２） 及び弁論の全趣旨によ

れば、 実践倫理宏正会の機関誌 「倫風」 の令和元年７月号には、「ハラス

メントのない社会のために」、「「見守り」「待ち」「寄り添う」 子育て」、「民

主制と立憲君主制」 等の記事が、 令和４年１１月号には、「再生医療の現

状と展望」、「お金以外で繋がる社会～共生社会を作る利他の心～」 等の記

事がそれぞれ掲載されていたことが認められ、「倫風」 を発行している団

体の関心を反映する観点からの社会生活における問題点に関する内容と

いえることからすると、 その購読には、 市政に関連する政務活動としての

必要性及び合理性が認められるというべきであるから、 上記各支出は、 改

正前使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

１５

イ

２０

′

　　　　　

２５

１８４

　　

，



｛７） 広報費に係る支出

ア

　

意見広告に係る支出 （Ｊ１４一３１５～３１８、 Ｊ１５一３６ ５ ～ ３ ６

８、 Ｊ １ ６ 一 ４ ４ ０ ～ ４ ４ ２、 Ｊ １ ７ 一 ５ ６ ７ ～ ５ ６９）

げ） 上記３（７）ウげ）と同様、 意見広告に係る支出については、 当該会派とし

　

ての意見を広報する一環としての意見広告の範囲を超えていなければ、

‐，本件各使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

”） 証拠 （甲８の３、 甲９の３、 甲１０の３、 甲１１の３） 及び弁論の全

　

趣旨によれば、 上記各支出は、 会派自民党が意見広告代として武相新聞

　

及び町田ジャーナルに支出－した費用であること、 平成２６年度及び平成

　

２ ７年度の意見広告 （Ｊ１４一３１５～３１ ８、 Ｊ１５一３６ ５ ～ ３６

　

８）は、「地域に根ざした町田市議会自由民主党会派

　

・多摩都市モノレ

　

ール、 小田急多摩線の早期延伸！

　

・ ２ ０ ２，０年東京 オリ ンピック ・パ

　

ラリンピックのキャンプ地誘致！

　

・中心市街地の活性化推進！」等（「・

　

教育費、学校配当予算の確保！」 が付加されているものもある。） との内

ｌｏ

ｔ・

　

－

　　　　

１

　　

１

　

　　

　　　　　　

　

Ｉ５

　　　　　　　

容 で あ る こ と、 平 成 ２８年度の意見広告（Ｊ１６一４４ ０ ～ ４ ４ ２）は、

　　　　　　

上記に、「・妊娠、 出産、 子育てへの切れ目のない支援の実現！」が付加

　　　　　　

されたものであること、 平成２９年度の意見広告 （Ｊ１７一５６ ７ ～ ５

　

６９） は 「地域に根ざした町田市議会自由民主党会派

　

町田の未来に責

任を持ちます。」との内容であることがそれぞれ認められ、その内容が会

派自民党としての意見を広報する一環としての意見広告の範囲を超えて

いるとはいえない。

　

以上からすれば、 本件各支出は、 本件各使途基準に適合していない支

出であるとは認められない。

２０

イ

　

Ｊ１５一３６９、（動画撮影代）

証拠 （甲９の３） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｊ１５一３６９の領収証

には、「￥１０， ０００－

　

但

　

動画撮影代として」との記載があることが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１８５



　　　　　　

認められ、 また、 当該動画の内容を明らかにする証拠はない。

　　　

‐

　　　　

本件各使途基準における 「広報費」 とは、「会派の調査研究活動、 議会活

　　　　　　

動及び市の施策について市民に報告し、 広報するために要する経費」 であ

　　　　　　

り、動画撮影代は典型的な政務活動費に該当するものとはいい難く、また、

５

　　　　　　

上記動画撮影代が上記 「広報費」 に該当すると認めるに足りる証拠はない

　　　　　　

から、 上記支出は改正前使途基準に適合していない支出であると認めるの

　　　　　

が 相 当 で あ る。

　　　　　

ウ

　

Ｊ １ ５ 一 ３ ７０・’（平成２８年３月分から８自分のＨＰ管理費）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

・

　　　　　　

げ） 改正後条例８条は、 政務活動費の交付を受けた会派は、 その年度にお

Ｉｏ

　　　　　　　

いて交付を受けた政務活動費の総額から、 当該会派がその年度において

　　　　　　

政務活動に要する経費として支出した総額を控除して残余があるときは、

　　　　　　

当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない旨を

　　　　　　

定める。 同条の規定からすれば、 基本的に、 当該年度以外の年度に支出

　　　　　　

することは予定しておらず、 債務が次年度に発生するものであるものの

５

　　　　　　　

当該年度に前払をした金額を当該年度の政務活動費として充てることは、

　　　　　　

上記残余額の返還義務を免れるために意図的にそのような処理をしたな

　　　　　　

どの特段の事情がある場合を除き、 改正後条例８条の趣旨に反するもの

　　　　　　

ではないというべき である。

　　　　　

の

　

証拠 （甲９の３） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｊ１５一３７０は若林

　　　　　　

議員 が支出 したもの であり、 その平成 ２８年３月 ２日付けの レリ ツシュ

　　　　　　

株式会社の領収書には、「￥１６， ２００一 ・但し

　

ウェブサイ ト更新業

　　　　　　

’務委託契約 （２０１６年０３月．～ ０８自分）

　

上記正に領収いたしまし

　　　　　　

た。」 との記載があること、若林議員は、 同会社に対するウェブサイ ト更

　　　　　　

新業務委託契約 の平成 ２７年３月分から８自分までの費用 （１万６２０

　　　　　　

０円） を同年４月 １３日付けで、 同年９月分から平成２８年２月分まで

　　　　　　

の 費 用 （１ 万 ６ ２００円） を同年８月２５日付けで支払ったことがそれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１８６



ぞれ認められる。

　　　

上記認定事実によれば、 若林議員は、 ３月から８月までと９月から翌

　　

年の２月 ま でと いう６か月ごとに上記契約の対価を支払っていることが

　　

認められ、 また、 Ｊ １５一３７０の支出については平成２８年３月分の

　　

費用も含まれることからすれば、 平成２７年度の残余金の返還義務を免

　　

れるために意図的に前払をした金額を同年度の政務活動費に充てたとは

　

認められない。

　　　

した が っ て、 Ｊ １ ５ － ３ ７０の支出は、 改正後条例８条の趣旨に反す

　　

るものではなく、 平成２７年度の政務活動費に充てることが許されない

　　

ものではない。

エ

　

松岡議員に係る支出 （Ｊ１７一５７ ０、 ５７１）

　　

証拠 （甲１１の３） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｊ１７一５７０につい

ては封筒代４万３３００円 （４． ３３円×１万部）、 Ｊ１７一５７１０こつい

・ては議会報告の印刷代１３万９３８０円 （３． ０９円×４ 万５０００部）

　

として松岡議員が支出したものであること、 Ｊ１７一５７０の支出に係る

領収書の品名には 「【印刷物】長形３号封筒 ｖｅｒ４，３

　

１ ０ ０ ０ ０ 部」 と の

　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

記載があり、Ｊ１７一５７１の支出に係る領収書の品名には「【印刷物】議

会報告Ｎｏ，１５

　

一４５０００部」 との記載があること、 松岡報告書 （甲１１

の ３・４ ３ ５ ～ ４ ３８頁）には、「本年度（中略）も宜しくお願い致します！」

との記載の後に「風薫る季節になりまし，た。」 との記載があること、平成２

　

９年１０月 ５日に発送された印刷物の領収書の品名には「【印刷物】議会報

告Ｎｏ．１５． １

　

１５００部」 との記載があること、 松岡議員が印刷した議

　

会報告を全て配布し終わると、 最新号を再度印刷して配布していたことが，

それぞれ認められる。

　

上記認定事実によれば、 上記各支出は松岡報告書の印刷代及びその封筒

代であることが認められ、 原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出と

１５

２０

２５

１８７



　

政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的

　

事実が主張立証できているとはいえない。

　　

したがって、 上記各支出は改正後使途基準に適合していない支出である

　

とは認められない◆

オ

　

岩瀬議員に係る支出 （Ｊ１７一５７ ２、 ５ ７ ３、 ５ ８３）

　

げ） Ｊ１７一５ ７ ２、 ５ ７３

　　

証拠 （甲１１の３、 丙ＣＩＩ） 及び弁論の全趣旨によれば、 岩瀬議員

　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

・

　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・－

　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　

●・

　

が平成２９年５月１０日に切手を８２００円分、 同月１１日に切手を８

　　

２ ００円分購入したこと、 領収書綴りの上記各領収書の下部には 「見本

　

は別紙参照（市政レポート２０１８号）」と手書きで記載されていること、

　

′

　

市政 レポー ト２０１８年号は平成３０年１月 ２５日頃、 市政レポート２

　

０１７年号は平成２９年３月 ２９日頃に各印刷されたことがそれぞれ認

　

められる。

　　

上記切手が平成２９年５月に購入されたものであることからすると、

　

それが平成３０年１月 ２５，日に印刷された市政レポート２０１８年号に

　

使用されたとは考えにくいところ、 会派自民党は、 上記切手は平成２９

　

年３月 ２９日頃に印刷された市政レポート２０１７年号のために使用さ

　

れたものであって、 領収書綴りの上記手書きの記載は誤記である旨主張

　

しており、 上記認定事実に照らせば、 会派自民党の上記主張には相応の

　

合理性があり、 一概に排斥することはできない。

　　

したがって、 上記各支出が改正後使途基準に適合していない支出であ

　

るとは認められない。
・

”） Ｊ１７一５８３

　

ａ

　

上記３（７）エと同様、 報告書等の印刷代については、 その記載内容等

　　

を踏まえて本件各使途基準の定める広報費に該当するか否かを検討し、

　　

選挙に向けての得票活動に係る記載がある場合には、 その記載内容に

１０

１５

１８８



　　　

応じ、 その一部又は全部につき改正後使途基準に適合していない支出

　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

であると認めるのが相当である。

　　

ｂ

　

証拠 （甲１１の３） 及び弁論の全趣旨によれば、 会派自民党は、 岩

　　　

瀬議員の市政レポート２０１８年号の印刷代２９万１６００円に政務

　　　

活動費を充当したこと、 上記市政レポートには、「いわせ和子は、 ３期

　　　

１２年間、（中略）多くの市民の皆様からの信頼と大きな期待に応える

　　

ｒべく、町田市の更なる発展に向け、全力で仕事に取り組んできま した。」

　　　

との記載があるものの、 市議会議員選挙の得票活動に係る記載は見当

　　　

たらないことがそれぞれ認められる。

　　　　

したがって、 原告らの主張立証を踏まえても、 上記支出と政務活動

　　

との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実

　

・

　

が主張立証されたとは認められず、 改正後使途基準に適合していない

　　　

支出であ，るとは認められない。

力

　

渡辺議員に係る支出 （Ｊ１７一５７‐４、 ５ ８９）

　

証拠（甲１１の３、甲７８）及び弁論の全趣旨によれば、会派自民党は、

渡辺議員の市政報告チラシの印刷代１７万３５１０円 （支出日，平成２９

年１１月１６日） 及び８万２３０５円 （支出日・平成３０年１月 ２６日）

に政務活動費を充当したこと、 同チラシには、 渡辺議員のプロフィールや

町田市議会での実績紹介のほかにＹ衆議院議員のコメントとして、「渡辺げ

んたろうさんを推薦します！」、「渡辺げんたろうさんは、 ふるさと町田へ

、の愛情に溢れた実行力ある議員です。 市民の安全と安心を守るため、 消防

団等充実強化法に基づく条例改正などでも、 ともに連携してきました。 」

れからも、 町田市の発展に不可欠な議員だと確信しています。 また、 誠実

で正義感の強い人柄も自信をもって推薦できます。 皆様の応援をよろしく

お願いします。」と記載されているこ，と、渡辺議員の平成２９年１１月 ２１

日のブログには、「自宅に『市政報告』 のチラシが大量に届きました。（中

１５

２０

２５

１８９



　　　　　　　　　　

略）町田市では来年２月に４年に１度の市長・市議会議員選挙があります。

　　　　　　　　　　

頑張っ て配布 し支持をお願 い してま いりま す。」との記載がされたことがそ

　　　　　　　　　　

れぞれ認められ、 これらを踏まえると、 上記チラシは、 市議会議員選挙の

　　　　　　　　　

得票活動 に係るものであると認めるのが相当 である。

　　　　

５

　　　　　　　

上記認定事実によれば、 上記各支出と政務活動との間に合理的関連性を

　　　　　　　　　

欠くことをうかがわせる」般的、 外形的事実が主張立証されたといえ、 こ

　　　　　　　　　

れに対し、 被告又は会派自民党においてこれを覆す適切な立証を行ってい

　　　　　　　　　

ないから、 上記各支出は改正後使途基準に適合していない支出であると認

　　　　　　　　

め ら れ る。

ｉｏ

　　　　　

キ

　

三遊亭議員 に係 る支出 （Ｊ １７一５７５）

　　　　　　　　　　

証拠 （甲１１の３） 及び弁論の全趣旨によれば、 会派自民党は、 三遊亭

　　　　　　　　　

議員 の通信 チラ シ （はるかぜ２４号。 平成２
＼
９年ＩＩ月号） の印刷代とし

て１５万２２８０円を支出し、 １３万７０５２円を広報費として計上した

こと、 同通信チラシの発行は会派自民党であり、 その内容において得票活

動に係る記載が特段見当たらないことが各認められる。

　

上記認定事実に鑑みれば、 原告らの主張立証を踏まえても、
′上記支出と

政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的

事実が主張立証されたとは認められず、 改正後使途基準に適合していない

支出であるとは認められない。

　

若林議員に係る支出 （Ｊ１７一５７６、 ５ ８４）

　

証拠 （甲１１の３） 及び弁論の全趣旨によれば、 若林議員は、，平成２９

年１２月６日に議会報告の印刷費等のために．２８万３３０３円 （うち５４

０円は振込手数料）、平成３０年２月 ７日に議会報告の印刷代等のために２

８万１１４３円 （うち５４０円は振込手数料） を各支出したこと、 同議会

報告には、 １枚目冒頭に 「波乱の衆議院議員選挙終わる！

　

！」 との表題が

大きく印字されており、「ＬＯ月２２日は第４８回衆議院議員選挙でした。

１５

２０

　　　　　　

ク

２５

１９０



１０

１５

２０

２５

　

、突然の解散風から、 突然の新政党立ち上げ等、 目まぐるしい動きにあっと

　　

いう間の１か月間でありました。（中略） 来年の２月には、 町田市も市長・

　

・ー市議会議員選挙があります。 政治は安定をしているからこそ政策がスムー

　

， ズに実行され、 着実に成果を生むものであると考えます。 今後とも、 皆様

　　

からのご意見・ご要望をいただき、 政策の実現に取り組んでまいりま す。

　　

引き続き、ご支援ご協力よろしくお願いいたします。」、「７月に東京都議会

　

議員選挙、１０月には衆議院議員選挙がありました。（中略）選挙による判

　　　　　　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

断は、 政局によるものではなく、 ４年間の任期を全うし，てから政策による

　

判断の下、選挙が行われることが本来の姿であると感じます。」、「先の第４

　　

１

　　　　　　

．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　

，

　　

８回衆議院議員選挙において、 私も応援していた （中略） が３期目の当選

　　

をされました。 引き続き総務大臣政務官を務めます。 皆様のご支援ありが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／

　

（とうございました。」 との記載があることが各認められる。

　　

上記認定事実によれば、 上記議会報告は、
′政党活動を含む選挙活動が主

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

たる目的であると認めるのが相当であり、 上記各支出と、 政務活動との間

　　　　　　　　　　　　　

・

　

．

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　

に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証

　

されているといえる。 これに対し、 被告又は会派自民党においてこれを覆

　

す適切な立証が行われているとはいえないから、 上記各支出は、 改正後使

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

途基準に適合していない支出であると認めるのが相当である。

， ケ

　

木目田議員に係る支出 （Ｊ１７－５７ ７ ～ ５８ ２、 ５ ８．５）

　　

証拠 （甲１１の３） 及び弁論の全趣旨によれば、 木目田議員が市政報告

，チラシ代等として上記各支出をしたこと、 同市政報告において、 木目田議

員の議会等の活動報告のほかに、 平成２６年２月の市議会議員選挙で初当

選してから４年がたとう としてい，ること及び平成３０年２月の市議会議員

選挙の日程が記載されており、「市政報告送付のご案内」と題する書面にお

いて、「私木目田英男の町田市議会議員の１期目任期満了を前に、この４年

間に行ってきた仕事や議会での質問の一部についてご報告申し上げたくご

１９１



案内を送付させていただきます。（中略）市政報告とともに、私自身の今ま

での実績、 これから目指すところなどを記載いたしましたリーフレットも

同封させていただいております。 是非ともご高覧賜り、 お知り合いの方に

も町田市議会議員・木目田英男をご紹介賜りますようよろしくお願い申し

上げます。」「お知らせ

　

町田市議会議員選挙の日程が決まりました。

　

平

成３０‐年２月 １８日（中略）投票日２月 ２５日（日）」との記載があること

が認められる。

　

上記認定事実によれば、 上記市政報告には、 平成３０年２月の町田市議

会議員選挙に向けての得票活動の一環であることをうかがわせる記載があ

り、 上記各支出と、 政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわ

せる一般的、 外形的事実が主張立証されているといえる。 これに対し、 被

告又は会派自民党においてこれを覆す適切な立証が行われているとはいえ

ない。 したがって、、 上記各支出は、 改正後使途基準に適合していない支出

　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼
であると認められる。

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

石川議員に係る支出 （Ｊ１７一５８ ６、 ５ ８ ７）

　

，

　

証拠 （甲１１の３） 及び弁論の全趣旨によれば、 石川議員は、 平成３０

年１月３１日、 市議会報告 （平成３０年２月 号） の印刷代等－として１２万

４ ７４０円を、 同年２月 ５日、 チラシ郵送代として１４万１０２８円をそ

れぞれ支出したこと、 同市議会報告には石川議員の活動内容が記載されて

いるところ、 市議会議員選挙の得票活動に係る記載は見当たらないことが

それぞれ認められる。

　

上記認定事実によれば、原告らの主張立証を踏まえても、上記各支出と、

政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる－般的、 外形的

事実が主張立証されているとはいえない。 したがって、 上記各支出が改正

後使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

長村議員に係る支出 （Ｊ１７一５８８）

１０

１５・

　　　　　　　　　

コ

サ

１９２



　　

証拠 （甲１１の３） 及び弁論の全趣旨によれば、 長村議員は、 平成３０

　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

年３月 １４日、 市政報告チラシの印刷代等として４９万２４８０円を支出

　

したこと、 同市政報告には、 長村議員のプロフィールや平成２６年３月か

　

ら平成２９年１２月までの活動内容の記載があるところ、 市議会議員選挙

　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

の得票活動に係る記載は見当たらないことがそれぞれ認められる。 その他、

　

原告らの主張立証を踏まえても、 上記支出と、 政務活動との間に合理的関

　

連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証されている

　

とはいえない。 したがって、 上記各支出が改正後使途基準に適合していな

　

い支出であるとは認められない。

） 通信運搬費に係る支出

ア はがき代等の支出

　

げ） Ｊ１４一３１９

　

，

　　

原告らが主張する二重計上の事実を会派自民党が認めていることから、

　　

上記支出に政務活動費を充当することは許されない。

　

”） 大量のはがき、 切手の購入が指摘されている支出 （Ｊ１４一３２０～

　

３ ２４、 Ｊ １ ５ 一 ３ ７ １ ～ ３ ７６）

　　

上記各支出につき、 原告らの主張立証を踏まえても、 政務活動との間の

　

合理的関連性を欠くことをうかがわせる÷般的、 外形的な事実の主張立証

　

がされたとはいえず、 上記各支出が改正前使途基準に適合してい．ない支出

　

であるとは認められない。

イ

　

若林議員の通信費に係る支出 （Ｊ１５－３７ ７、 Ｊ １ ６ 一 ４ ４６）

　

証拠 （甲９の４、 甲１０の４） によれば、 若林議員が平成２７年度及び

平成２８年度に実際に支出した通信費の金額は、 別表ＪＩ－１及び別表Ｊ

　

Ｉ－２の各「議員の実際の支出金額」欄のとおりであることが認められる。

　

一方、 若林議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに足り

る証拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動のためだ

，。

　　　

｛８）

ｉ三．
１
一

１９３



　

けではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のために

使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 若林議員が通信費とし

　

て支出した金額の２分の１ （別表ＪＩ－１及び別表ＪＩ－２の各 「裁判所

の認定する適法支出額」 記載の金額） の限度で本件各使途基準に適合して

いる支出であると認めるのが相当であり、 会派自民党が政務活動費を違法

に充当した額は、 別表ＪＩ－１及び別表ＪＩ－，２の各 「裁判所の認定する

，違法支出額」 欄記載のとおりと認めるのが相当である。

ウ

　

三遊亭議員の通信費に係る支出 （Ｊ１５一３７ ８、 ３ ７ ９、 Ｊ １ ７ ・ ６

４ １） ．

　　　

，

　　　　　　　　

ー

　

証拠 （甲９の４、 甲１１の４） によれば、 三遊亭議員が平成２７年度及

び平成２９年度に実際に支出した通信費の金額は、 別表Ｊ２ １ １ － １、，
．別

表Ｊ２－１－２及 び別表Ｊ２－２の 「議員の実際の支出金額」 欄のとおり

であることが認められる。

　

一方、 三遊亭議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに足

　　　　　　　　　　　

　

りる証拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動のため

だけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のため

に使用されてい，た蓋然性が高いこと等を考慮すると、 三遊亭議員が通信費

として支出した金額の２分の１ （別表Ｊ２－１－１、 別表Ｊ ２ － １ － ２ 及

び別表Ｊ２１２の各 「裁判所の認定する適法支出額」 記載の金額） の限度

で本件各使途基準に適合している支出であると認めるのが相当であり、 会．

派まちだ市民クラブが政務活動費を違法に充当した額は、 別表Ｊ２ － １ －

１、 別表Ｊ２－１１２及び別表Ｊ２－２の各 「裁判所の認定する違法支出

額」 欄記載のとおりと認めるのが相当である。

佐藤伸一郎議員の通信費に係る支出 （Ｊ１５一３８ ０ ～ ３ ８９、 Ｊ１７

一 ６ ３ ３ ～ ６ ４０）

証拠 （甲９の４、 甲１１の４） によれば、 佐藤伸一郎議員が平成２７年

　　　　　　　

１０

１５

エ

２５

１９４



度及び平成２９年度に実際に支出した通信費の金額は、 別表Ｊ３－１及 び

別表Ｊ３－２の 「議員の実際の支出金額」，欄のとおりであることが認めら

れ る。

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

一方、 佐藤伸一郎議員の通信機器の使用実態についで客観的に認定する

　

に足りる証拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動の

　

ためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動の

　

ために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 佐藤伸一郎議員

　

が通信費として支出した金額の２分の１ （別表Ｊ３－１及び別表Ｊ ３ － ２

　

の各 「裁判所の認定する適法支出額」 記載の金額） の限度で本件各使途基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
↓準に適合している支出であると認めるのが相当であり、 会派自民党が政務

　

活動費を違法に充当した額は、 別表Ｊ３－１及び別表Ｊ３－２の各 「裁判

　

所の認定する違法支出額」 欄記載のとおりと認めるのが相当である。
オ

　

松岡議員の通信費に係る支出 （Ｊ１５一３９ ０ ～ ４ ０ ５、 Ｊ １ ６ 一 ４ ４

３、 ４ ４ ４、 Ｊ １ ７ － ６ ４ ２ ～ ６ ４７）

　　

証拠 （甲９の４、 甲１０の４、 甲１１の４） によれば、 松岡議員が平成

　

２７年度から平成２９年度までに実際に支出した通信費の金額は、別表＼Ｊ

　

４１１から別表Ｊ４－４までの 「議員の実際の支出金額」 欄のとおりであ

　

ることが認められる。・

前 携帯電話料金に係る支出

　　

松岡議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに足りる証

　

拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動のためだけ

　

ではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のために

　

使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 松岡議員が携帯電話

　

料金分として支出した金額の２分の１の限度で本件各使途基準に適合し

　

ている支出であると認めるのが相当である。

”） 固定電話利用料金に係る支出

　　　　

１０

　　

　　

　

　

　

　　　　

１５

２０

１９５

　　　　

′

　　

１



　　　

証拠 （甲１８５の１・２） 及び弁論の全趣旨によれば、 松岡議員は、

　　

平成２６年と平成３０年の選挙期間中、 本件電話番号の回線を後援会事

　　

務所に移していたことが認められるが、 上記各支出は平成２７年度及び

　　

平成２８年度並びに平成２９年度のうち４月分から９自分までのもので

　　

あり、 選挙期間中のものではないから、 選挙目的で利用されたものとは

　　

直ちには認められない。 他方、 松岡議員が本件電話番号の回線を選挙活

　　

動に用いている期間がある以上、 自宅用に本件電話番号以外の回線の契

　　

約をしていたこと （丙Ｃ４） を踏まえても、 当該期間以外にも、 政務活

　　

動以外、 すなわち、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動に用いてい

　

ｒ

　

た蓋然性が高く、 そうすると、，松岡議員が固定電話利用分として支出し

　

Ｌ，

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三

　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

ｔ

　　

‐

　　　　　

′

　　

た金額の２分の１の限度で本件各使途基準に適合している支出であると．

　

認めるのが相当である。

　

（ウ） 小括

　　　

上記各支出のうち、，会派自民党が政務活動費を違法に充当した額は、

　

別表Ｊ４－１から別表・Ｊ４－４までの各「裁判所の認定する違法支出額」

　

欄記載のとおりと認めるのが相当である。

力

　

市川議員の通信費に係る支出 （Ｊ，１５一４０ ６、 Ｊ １ ６ 一 ４ ４５）

　

証拠 （甲９の４、 甲１０の４） によれば、 市川議員が平成２７年度及び

平成２８年度に実際に支出した通信費の金額は、 別表Ｊ５－１及び別表Ｊ

　

５－２の 「議員の実際の支出金額」 欄のとおりであることが認められる。

　

一方、 市川議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに足り

　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

る証拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動のためだ

けではなく、後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のために

使用されていた蓋然性が高いこと，等を考慮すると、 市川議員が通信費とし

て支出した金額の２分の１・（別表Ｊ５「１及び別表Ｊ５－２の各 「裁判所

の認定する適法支出額」 記載の金額） の限度で本件各使途基準に適合して

　　　　

１Ｏ

　

　

　

　　

　

　　　　

１５

２０

２５

１９６

　　　　　　　　　　　　　　　

′



　　　　　　

いる支出であると認めるのが相当であり、 会派自民党が政務活動費を違法

　　　　　　

に充当 した額は、 別表Ｊ５－１及び別表Ｊ５－２の各 「裁判所の認定する

　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　

．

　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　

違法支出額」 欄記載のとおりと認めるのが相当である。

　　　　　

キ

　

藤田議員の通信費に係る支出 （Ｊ１５一４０ ７、 Ｊ １ ６ 一 ４ ４ ７、 Ｊ１

５

　　　　　　

７ 一 ６ ４９）

　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　

証拠 （甲９の４、 甲１０の４、 甲１１の４） によれば、 藤田議員 が平成

　　　　　　

，
２ ７年度から平成２９年度までに実際に支出した通信費の金額は、別表Ｊ

　　　　　　

６ － １ か ら 別 表 Ｊ６－３までの 「議員の実際の支出金額」 欄のとおりであ

　　　　　　

る こ と が 認 められる。
・

Ｉｏ ，

　　　　　

方、 藤田議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに足り

　　　　　

る証拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動のためだ

　　　　　

けではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のために

　　　　　

使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 藤田議員が通信費とし

　　　　　

て支出した金額の２分の１ （別表Ｊ６－１から別表Ｊ６－３までの各 「裁

５

　　　　　　

判所の認定する適法支出額」 記載の金額） の限度で本件各使途基準に適合

　　　　　

している支出であると認めるのが相当であり、 会派自民党が政務活動費を

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　

違法に充当した額は、 別表Ｊ６－１から別表Ｊ６－３までの各 「裁判所の

　　　　　

認定する違法支出額」 欄記載のとおりと認めるのが相当である。

　　　　

ク

　

木目田議員の通信費に係る支出 （Ｊ１５一４０ ８、 ４ ０ ９、 Ｊ １ ６ ・ ４

　　　　

５ ２、 ４ ５ ３、 Ｊ １ ７ 一 ６ ０ ０ ～ ６ ３ ２）

　　　

‐

　　　　　

′
げ） 証拠 （甲９の４、 甲１０の４、 甲１１の４） によれば、 木目田議員が

　　　　　　

平 成 ２７年度から平成２９年度までに実際に支出した通信費の金額は、

　　　　　　

別 表 Ｊ ７－１－１ から別表Ｊ７－３までの 「議員の実際の支出金額」 欄

　　　　　　

のとおりであることが認められる。

　　　　　　　

証 拠 （甲 ９ の ４、 甲 １ ０ の ４、 甲 １ １ の ４、 甲 １ ８６） 及び弁論の全

　　　　　　

趣旨によれば、 上記通信費は、 木目田議員が支出した１つの固定電話料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１９７



　　　　　　　

金を計上したと認めるのが相当であり、木目田議員が支出した２つの固

　　　　　　　

定電話料金が計上されている旨の原告らの主張を採用することはでき

　　　　　　

なし・
。

　　　　　　　　

ま た、 証拠 （甲９の４、 甲１０の４、 甲１１の４） によれば、 会派目

５

　　　　　　　

民党 は、 木目田議員 の通信費について、 平成２７年度は携帯電話端末機

　　　　　　　

購入代金の分割金を控除していたが、 平成２８年度及び平成２９年度は

　　　　　　　

これを控除せずに計上したことが認められる。 前説示のとおり、 改正前

　　　　　　　

運用指針から改正後運用指針に改定された際に、携帯電話機１台分につ

　　　　　　

いては政務活動費として計上することが許されるようになったことか

ｌｏ

　　　　　　　

ら、 平 成 ２８年度以降はその限度の支出であれば改正後使途基準に適合

　　　　　　

′していないとはいえず、 平成２８年度及び平成２９年度の上記計上が違

　　　　　　

法であるとはいえない。

　　　　　

”） 一方、 木目田議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに

　　　　　　

’足りる証拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動の．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　

１

　　　

，
５

　　　　　　　

ためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動

　　　　　　

のために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 木目田議員

　　　　　　

が通信費として支出した金額の２分の１ （別表Ｊ７－１－１から別表Ｊ

　　　　　　

７、－３までの各 「裁判所の認定する適法支出額」 記載の金額） の限度で

　　　　　　

本件各使途基準に適合している支出であると認めるのが相当であり、 会

　　　　　　

派自民党が政務活動費を違法に充当 した額は、 別表Ｊ７－１１１から別

　　　　　　

表 Ｊ ７－３までの各 「裁判所の認定する違法支出額」 欄記載のとおりと

　　　　　

認めるのが相当 である。

　　　　

ケ

　

岩瀬議員の通信費に係る支出 （Ｊ１５一４１０～４２，１、 Ｊ １ ６ 「 ４ ５

　　

、

　

１、 Ｊ １ ７ 一 ５ ９ １ ～ ５ ９９）

　　　　　　

証拠 （甲９の４、 甲１０の４、 甲１１の４） によれば、 岩瀬議員が 平成

　　　　　

２７年度から平成２９年度までに実際に支出した通信費の金額は、 別表Ｊ

Ｉ９８



　

８－１から別表Ｊ８－３までの 「議員の実際の支出金額」 欄のとおりであ

　

ることが認められる。

　　

一方、 岩瀬議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに足り

　

る証拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動のためだ

　

けではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のために

　

使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 岩瀬議員が通信費とし

　

て支出した金額の２分の１ （別表Ｊ８－１から別表Ｊ８－３までの各 「裁

判所の認定する適法支出額」 記載の金額） の限度で本件各使途基準に適合

　

してい，る支出であると認めるのが相当であり、 会派自民党が政務活動費を

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
違法に充当した額は、 別表Ｊ８－１から別表Ｊ８－３までの各 「裁判所の

認定する違法支出額」 欄記載のとおりと認めるのが相当である。

　　　

・

コ

　

渡辺議員の通信費に係る支出 （Ｊ１５一４２ ２、 ４ ２’３、 Ｊ １ ６ 一 ４ ４

９、 ４ ５ ０、 Ｊ １ ７ 一 ６ ４８）

， 証拠 （甲９の４、 甲１０の４、 甲１１の４） によれば、 渡辺議員が平成

　

２７年度から平成２９年度までに実際に支出した通信費の金額は、 別表Ｊ

　

９」１－１から別表Ｊ９，－３までの 「議員の実際の支出金額」 欄のとおり

であることが認められる。

　

一方、 渡辺議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに足り

る証拠ないし事情は見当たらず、当該通信機器の使用が政務活動のためだ

けではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のために

使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 渡辺議員が通信費とし

て支出した金額の２分の１ （別表Ｊ９－１ー１から別表Ｊ９－３ま での各

　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

「裁判所の認定する適法支出額」 記載の金額） の限度で本件各使途基準に

適合している支出であると認めるのが相当であり、 会派自民党が政務活動

費を違法に充当した額は、 別表Ｊ９ － １－１ か ら別 表Ｊ ９－ ３ま での各

　

「裁判所の認定する違法支出額」 欄記載のとおりと認めるのが相当である。

１５

２０

１９９



サ

　

長村議員の通信費に係る支出 （Ｊ１５一４２４、 Ｊ １ ６ 一 ４４８）

　

証拠 （甲９の４、 甲１０の４によれば、 長村議員が平成２７年度及び平

成２８年度に実際に支出した通信費の金額は、 別表ＪＩＯ－１及び別表Ｊ

　

ＩＯ－２の各 「議員の実際の支出金額」 欄のとおりであることが認められ

る。

　

一方、 長村議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに足り

る証拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動のためだ

けではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のために

使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 長村議員が通信費とし

て支出した金額の２分の１ （別表ＪＩＯ－１及び別表ＪＩＯ－２の各 「裁

判所の認定する適法支出額」 記載の金額） の限度で本件各使途基準に適合

している支出であると認めるのが相当であり、 会派自民党が政務活動費を

違法に充当した額は、 別表ＪＩＯ－１及び別表ＪＩＯ－２の各 「裁判所の

認定する違法支出額」 欄記載のとおりと認めるのが相当である。

　

石川議員の通信費に係る支出 （Ｊ１ｆ７一５９０）

　

証拠 （甲１１の４） によれば、 石川議員が平成２９年度に実際に支出し

た通信費の金額は、 別表ＪＩＩの 「議員の実際の支出金額」－欄のとおりで

あることが認められる。

　

一方、 石川議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに足り

る証拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動のためだ

けではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のために

使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 石川議員が通信費とし

て支出した金額の２分の１（別表ＪＩＩの「裁判所の認定する適法支出額」

記載の金額） の限度で改正後使途基準に適合している支出であると認め．る

のが相当であり、 会派自民党が政務活動費を違法に充当した額は、 別表Ｊ

．１１の 「裁判所の認定する違法支出額」 欄記載のとおりと認めるのが相当

１０

１５

　　　　　　

・シ

２００



　　　　　

で あ る。

　　　　

、ス

　

複数の議員の電話代とされている支出等 （Ｊ１４・３２ ５ ～ ３３１）

　　　　　　

げ） Ｊ１４一３２５

　　　　　　　　

証拠 （甲８の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出の内訳は、 平

５

　　　　　　　

成 ２ ７年４月３０日付けで会派自民党が作成した支払証明書に記載され

　　　　　　　

ている内訳、 すなわち、 佐藤伸一郎議員６万０７６３円 （１万０３１８

　　　　　　

円、 ９６３０円、 １万０１１３円、 １万２００２円、 ９２７７円

　

９ ４

　　　　　　　

２ ３円の計６か月分）、藤田議員１８万円（１万５０００円×１２か月）、

　　　　　　

， 長村議員１８万円 （１万５０００円×１２か月） であると認められる。

ｌｏ

　　　　　　　

ａ

　

佐藤伸一郎議員 に係 る支出

　　　　　　　　　

佐藤伸一郎議員については、 上記のとおり、 支払証明書に具体的な

　　　　　　　

金額が記載されていることから、 支払証明書作成時に何らかの裏付け

　　　　　　　

があっ たことが推認される。 一方、 その支 出の内容を認めるに足りる

　　　　　　　　

証拠が ないことに加 え、 平成２７年度及び平成２９年度の佐藤伸一郎

Ｉ５

　　　　　　　　

議員 の通信費は、 別表Ｊ３－１及び別表Ｊ３－２のとおり、 平成２７

　　　　　　　

年度 が１０か月 で合計、７万７８７８円（１か月平均約７７８８円）、平

　　　　　　　

成 ２ ９年度が８か月で合計５万７５１４円（１か月平均約７１８９円）、

　　　　　　　　

両年度 の１、か月 平均約 ７５２２円｛（７万７８ ７８円十５万７５１４

　　　　　　　　

円） ÷・１ ８ か月｝ となるところ、 佐藤伸一郎議員の平成２６年度の支

２ｏ

　　　　　　　　

出 額 は １ ７ ５５円から４４８０円高く、 同年度に，おいては政務活動費

　　　　　　　

に該当しない携帯電話機購入費の分割代等が含まれていた可能性を否

　　　　　　　

定でき ない。 そこで、 本件 において は、 平成 ２７年度及び平成２９年

　　　　　　　

度の１ か月 の平均約 ７ ５．２２円を基準に、 ６か月分である４万５１３

　　　　　　　　

２円の限度で政務活動費に該当．し得る通信費と認めるのが相当である。

５

　　　　　　　　　

また、 佐藤伸一郎議員の上記通信機器の使用実態にぅいて客観的に

　　　　　　　

認定するに足りる証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０１



　

が政務活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治

活動のために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 ２分

の１の限度で改正前使途基準に適合するものと解するのが相当である。

　　

したがって、 佐藤伸一郎議員の平成２６年度分の通信費の支出は、

　

２万２５６６円 （４万５１３２円×１／２）の限度で改正前使途基準に

適合していると認めるのが相当であり、
’６万０７６３円との差額であ

，る３万８１９７円については政務活動費に充当することは許されない。

ｂ 藤田議員に係る支出

　

藤田議員については、 １８万円 （１万５０００円×１２か月） が通

信費として計上されているところ、 上記支出の内容を認めるに足りる

証拠がないことに加え、 平成２７年度から平成２９年度までの藤田議

員の通信費は、 別表Ｊ６－１から別表Ｊ６－３までのとおり、 平成２

７年度は合計６万０９５２円（６か月。１か月 平均約１万０１５９円）、

平成２８年度は合計１０万０８４８円 （１２か月。 １か月平均８４０

４円）、 平成２９年度は合計５万７１１８円 （７か月。 １か月平均約８

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　　

′
１６０円）、上記３年度の１か月平均は約８７５７円（２１万８９１８

円÷２５か月） であり、 また上記３年度において１万５０００円を超

えた支出をした月が見当たらないことからすると、 上限である１万５

０００円を基準とした１８万円について政務活動費に該当し得る通信

費として認めることは相当ではなく、 上記３年度の１か月平均約８７

５７円を基準とした１０万５０８４円を超える部分については政務活

動費に該当し得る通信費として認めることはできない。

　

他方、 藤田議員の上記通信機器の使用実態について客観的に認定す

るに足りる証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用が政務

活動のためだけではなく、後援会活動、 政党活動その他の政治活動の

ために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 上記１０万

１０

１５

２０

　　

，

２５

２０２



５０８４円の２分の１の限度で改正前使途基準に適合している支出で

あると認めるのが相当である。

　

したがって、 藤田議員の平成２６年度分の通信費の支出は、 ５万２

５４２円の限度で改正前使途基準に適合していると認めるのが相当で

あり、 １８万円との差額である１２万７４５８円については政務活動

費を充当することは許されない。

　

長村議員に係る支出

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

長村議員については、 １８万円 （１万５０、００円×１２か月） が通

信費として計上されているところ、 長村議員の支出した通信費の内訳

を認めるに足りる証拠はないが、 別表ＪＩＯ－１，及び別表ＪＩ Ｏ － ２

のとおりの長村議員の平成２７年度及び平成２８年度の通信費の支出

は、 平成２７年度が１２か月で１７万８０１２円 （１か月平均約１万

４８３４円）、平成２８年度が１２か月で１８万７４．２７円（，１か月平

均約１万５６１９円） と１万５０００円前後であり、 また、 平成２６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

年度に近接する平成ｒ２７年４月から同年１２月までの９か月間連続し

て１万５０００円を超えていることからすれば、長村議員については、

上限である１万５０００円を基準とした１８万円を、 政務活動費に該

当し得る通信費と認めるのが相当である。

　

他方、 長村議員の上記通信機器の使用実態について客観的に認定す

るに足りる証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用が政務

活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動の

ために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 ２分の１の

限度で改正前使途基準に適合するものと解するのが相当である。

　

したがって、 長村議員の平成２６年度分の通信費の支出は、 ９万円

の限度で改正前使途基準に適合していると認めるのが相当であり、 １

８万円との差額である９万円については政務活動費に充当することは

１０

１５

２０

２５

２０３



ｄ

１０

１５

２０

２５

許されない。

小括

　　

上記ａ からｃま でのとおり、 Ｊ１４ ３２５の違法な支出は、 合計

　　

２ ５万５６５５円（佐藤伸一郎議員３万８１９７円、長村議員９万円、

　

藤田議員１２万７４ ５８円） となる。

”） Ｊ１４ 一３２６

　

証拠 （甲８の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出の内訳は、 平

成２７年４月 ３０日付けで会派自民党が作成した支払証明書に記載され

　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　

′

　

ている内訳、 すなわち、 佐藤伸一郎議員２万０３９８円 （１万１１７０

　

円、 ９ ２２８円の計２か月分）、若林議員１８万円（１万５００ ０円×１

　

２か月）、 三遊亭議員１８万円 （１万５０００円×１２か月）、 岩瀬議員

１万３２１８円 （３７４５円、 ３１６０円、 ３１５４円、 ３１５９円の
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　

●
．

計４か月分） であると認められる。

　

ａ

　

佐藤伸一郎議員に係る支出

　　

上記げ）ａで判示したとおり、 佐藤伸一郎議員については、 平成２７

　

年度及び平成２９年度の１か月の平均約７５２２円を基準に、 ２か月

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　

分である１万５０４４円の限度で政務活動費に該当し得る通信費と認

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

・
・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　

１

′

　　

めるのが相当 であり、 また、 その２分の１である７５２２円の限度で

　

改正前使途基準に適合していると認めるのが相当であり、 ２万０３ ９・

　

８円との差額である１万２８ ７６円については政務活動費を充当する

　

ことは許されない。

ｂ 岩瀬議員に係る支出

　　

岩瀬議員については、 上記のとおり、 支払証明書に具体的な金額が

　

記載されていることから、 支払証明書作成時に何らかの裏付けがあっ

　

たことが推認される。 また、 岩瀬議員の平成２７年度から平成２９年

　

度までの通信費は、 別表Ｊ８－１から別表Ｊ８－３までのとおりであ

２０４



り、 平成２７年度及び平成２８年度の固定電話利用料金は２５００円

台から３６００円台の範囲で推移しているところ、 平成２６年度の岩

瀬議員に係る計上金額もおおむねその範囲内であることから、 計上額

である合計１万３２１８円を、 政務活動費に該当し得る通信費と認め

るのが相当である。

　

一方、－岩瀬議員の上記通信機器の使用実態について客観的に認定す

るに足りる証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用が政務

活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動の

ために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 その２分の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

１である６６０９円の限度で改正前使途基準に適合している支出であ

ると認めるのが相当であり、 １万３２１８円との差額である６６ ０９

円については政務活動費を充当することは許されない。，

．若林議員に係る支出

　

若林議員については、 １８万円 （１万５０００円×１２か月） が通

信費として計上されているところ、 上記支出の内容を認めるに足りる

証拠がないことに加え、 平成２７年度及び平成２８年度の若林議員の

通信費は、 別表ＪＩ－１及び別表ＪＩ－２までのとおり、 平成２７年

度は合計１１万７８９６円 （１２か月。 １か月平均約９８２５円）、 平 ‐

成２８年度は合計１０万０６２９円 （１２′か月。 １か月平均８３８６

円）、上記両年度の１か月平均は約９１０５円（２１万８５２３円 ÷２

４か月） であること、 両年度において１万５０００円を超えた月は見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

当たらないことからすると、 上限である１万５０００円を基準とした

　　　　　　　　　　　

　

１８万円の支出があったとは認め難く、 上記両年度の１か月平均約９

１０５円を基準とした１０万９２６０円の限度で政務活動費に該当し

得る通信費と認めるのが相当である。

一方、 若林議員の上記通信機器の使用実態について客観的に認定す

１Ｏ

Ｃ

１５

２５

２０５



るに足りる証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用が政務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

活動のためだけではなく、 後援会活動、，政党活動その他の政治活動の

ために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 その－２分の

１である５万４６３０円の限度で改正前使途基準に適合している支出

であると認めるのが相当であり、 １８万円との差額である１２万５３

７０円については政務活動費を充当することは許されない。

　

三遊亭議員に係る支出

　

三遊亭議員については、 １８万円 （１万５０００円×１２か月） が

通信費として計上されているところ、 上記支出の内容を認めるに足り

る証拠がないことに加え、 三遊亭議員の通信費は、 平成２７年度は別

表Ｊ２－１及び別表Ｊ２－１－２のとおり合計１０万９６００円 （１

２か月。 １か月平均約９１３３円） であること、 平成２９年度は別表

Ｊ２－２のとおり６ 万７０８０円（１２か月。１か月平均５５９０円）

であること、 平成２７年度及び平成２９年度において１万５０００円

を超えた月は見当たらないことからすると、 上限である１万５０００

　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
円を基準とした１８万円の支出があったとは認め難く、 固定電話利用

料金と携帯電話利用料金が含まれる平成２７年度の１か月平均約９１

３３円を基準とした１０万９５９６円の限度で政務活動費に該当し得

る通信費と認めるのが相当である。

　

一方、 三遊亭議員の上記通信機器の使用実態について客観的に認定

するに足りる証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用が政

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
務活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動

のために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 その２分

の１である５万４７９８円の限度で改正前使途基準に適合している支

出であると認めるのが相当であり、 １８万円との差額である１２万５

２０２円については政務活動費を充当することは許されない。

　

ｄ
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１５

＼

　　

；

　　　　　　

２０

２５

２０６



ｅ

　

小括

上記ａ からｄま でのとおり、 Ｊ１４一３２６の違法な支出は、 合計

２７万００５７円－（佐藤伸一郎議員１万２８７６円、，岩瀬議員６６０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
９円、 若林議員１２万５３７０円、、 三遊亭議員１２万５２０２円） と

なる。

（ウ） Ｊ１４一３２７

　　　　　　　

証拠 （甲８の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出の内訳は、 平

　　　　　　

成 ２ ７年４月 ３０日付けで会派自民党が作成した支払証明書に記載され

　　　　　　

ている内訳、 すなわち、 岩瀬議員 ２万６８８８円 （３５５８円、 ３１５

１０

　　　　　　

・ ３ 円、 ３．３ ９ ４ 円、 ３／３７１円＼３１８５円、 ３１２６円、 ３７４６円、

　　　　　　　　　

３ ３５５円の計８か月分） であると認められる。

　　　　　　　　　　

上記”）ｂと同様の理由 で、 岩瀬議員 につ いて は、 計上額である２万６

　　　　　　　　　

８ ８８円を政務活動費に該当し得る通信費と認めるのが相当であり、 ま

　　　　　　　　　

た、 そ の ２ 分 の １ で あ る １ 万 ３４４４円の限度で改正前使途基準に適合

　　

Ｉ５

　　　　　　　

している支出であると認めるのが相当 であり、 ２万６８８８円との差額

　　　　　　　　

‐ で あ る １ 万 ３ ４４４円については政務活動費を充当することは許されな・

　　　　　

，

　　　　　　　　

し、
。

　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　

、

　　　

回

　

Ｊ １ ４ 一 ３ ２８

　　　

証拠 （甲８の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出の内訳は、 平

　　

成 ２７年４月 ３０日付けで会派自民党が作成した支払証明書に記載され

　　

ている内訳、 すなわち、 市川議員９万８９３８円 （１万１１２８円、 １

　　

万 ２ ４７５円、 １万１５９８円、 １万１１ ７０円、 １万４７０３円、 １

　　

万 １ ３ ９１円、 １ 万１４７３円、 １万５０００円の計８か月分） である

　　

と認められ、‐支払証明書に具体的な金額が記載されていることから、 支

２０

２５

　　　　　　　

払証明書作成時に何らかの裏付けがあったことが推認される。

一方、 その支出の内容を認めるに足りる証拠がないことに加え、 平成

　　　　　　　　　　　　　　

２０７



２７年度及び平成２８年度の市川議員の通信費は、 別表Ｊ５－１及び別

表Ｊ５」２のとおり、 平成２７年度が１０万９６５１円 （１２か月。 １

か月平均約９１３８円）、平成２８年度が６万８５２３円 （８か月。‘１か

月平均約８５６５円）、両年度の１か月平均が約８９０９円となるところ、

市川議員の平成２６年度の上記支出額は２２１９円から６０９１円高く、
’

　

●

　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　

ｒ

　　　　

′

同年度においては政務活動費に該当しない携帯電話機購入費の分割代等

が含まれていた可能性が否定できない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

本件においては、 平成２７年度及び平成２８年度の１か月の平均約８

９０９円を基準に、 ８か月分である７万１２７２円の限度で政務活動費

，に該当し得る通信費と認めるのが相当である。

　

また、 市川議員の上記通信機器の使用実態について客観的に認定する

に足りる，証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動

　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　

、

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　

，

のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動のために

　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 その２分の１である

３万５６３６円の限度で改正前使途基準に適合している支出であると認

めるのが相当であり、 ９万８９３８円との差額である６万３３０２円に

ついては政務活動費を充当することは許されない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
‐

　

Ｊ １４一３２９

　

証拠 （甲８の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出の内訳は、 平

成２７年４月 ３０日付けで会派自民党が作成した支払証明書に記載され

ている内訳、 すなわち、 市川議員３万６４ ２６円 （９６４９円、 ８９６

　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

５円、 ８９１８円、 ８８９４円の計４か月 分）、松岡議員５万６９７０円

（１万５０００円×２か月、 １万２４ ７８円、 １万０６０８円、 ３８８

４円の計５か月分）．であると認められる。

ａ・ 市川議員に係る支出

　

市川議員については、 上記のとおり、 支払証明書に具体的な金額が

１０

　

　　　　　

　

　　　　

１５

２０

２５

２０８



　　　　　　　

． 記載されていることから、 支払証明書作成時に何らかの裏付けがあっ

　　　　　　　　　

たことが推認される。 そ して、 上記 ）のとおり、 市川議員の平成２７

　　　　　　　　

年度の通信費 は１か月 平均約 ９１３８円であったところ、 市川議員の

　　　　　　　　

上記支出額はおおむねその前後であることから （一番高い９６４９円

　

５

　　　　　　　　

についても差額は５１１円にと どまる。）、 計上額である３万６４２６

　　　　　　　

・

　

円を政務活動費に該当し得る通信費と認めるのが相当である。

　　　　　　　　　

他方、 市川議員の上記通信機器の使用実態について客観的に認定す

　

　

　　　　　　　　　　　　

　

　

　　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　

　

　　　　　　　

　

　

　

　　　　　

　

　

　

　　　　　　　　

るに足りる証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用が政務

　　　　　　　　

活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動の

，１ｏ

　　　　　　　　

ために使用 されていた蓋然性が高いこと等 を考慮すると、 その２分の

　　　　　　　　

１ で あ る １ 万 ８２１３円の限度で改正前使途基準に適合している支出

　　　　　　　　

であると認 める のが相当であり、 ３万６４ ２６円との差額である１万

　　　

－

　　　　　

８ ２１３円については政務活動費を充当することは許されない。

　　　　　　

ｂ 松岡議員 に係 る支出

．５

　　　　　　　　

松岡議員については、 上記のとおり、 支払証明書に具体的な金額が

　　　　　　　　

記載されていることから、 支払証明書作成時に何らかの裏付けがあっ

　　　　　　　　

たことが推認される。 ま た、 松岡議員 の平成２７年度から平成２９年

　　　　　　　

度ま での通信費 は、 別表Ｊ４－１から別表Ｊ４－４までのとおりであ

　　　　　　　　

り、 携帯電話利用 料金は８０００円台から１万４０００円台 （平成２

２ｏ

　　　　

ｇ
年９自分は２万円台）、固定電話チリ用料金は２５Ｏｏ円台から４ＯＯ

　　　　　　　　

０円台であるところ、 平成２６年度の松岡議員に係る上記計上金額も

　　　　　　　

おおむねその範囲内であることから、 計上額である合計５万６９７０

　　　　　　　

円を、 政務活動費に該当し得る通信費と認めるのが相当である。

　　　　　　　　

他方、 松岡議員の上記通信機器の使用実態について客観的に認定す

２５

　　　　　　　　

るに足りる証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用が政務

　　　　　　　

活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０９



　　　　　　　　

ために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 その２分の

　　　　　　　　

１ で あ る ２万８４８５円の限度で改正前使途基準に適合している支出

　　　　　　　　

であると認 めるのが相当 であり、 ５万６９７０円との差額である２万

　　　　　　　　

８ ４８５円については政務活動費を充当することは許されない。
５

　　　　　　

ｃ． 小 括

　　　　　　　　

上 記 ａ 及 び ｂ の と お り、 Ｊ １ ４ 一 ３ ２９のうち、 政務活動費を充当

　　　　　　　

することができ ない違法な支 出は、 合計４ 万６９９８円 （市川議員１

　　　　　　　

万 ８ ２１３円、 松岡議員２万８４８５円） である。

　　　　　

防） Ｊ１ ４ 一 ３ ３０

Ｉｏ

　　　　　　　　

証拠 （甲８の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出の内訳は、 平

　　　　　　

成 ２ ７年４月 ３０日付けで会派自民党が作成した支払証明書に記載され

　　　　　　

ている内訳、 すなわち、 松岡議員 １万６２３５円 （９０９３円、 ３５９

　　　　

‐

　　

５ 円、 ３ ５４７円の計３か月分）、 渡辺議員１７万８６２２円 （１万５０

　　　　　　

′０ ０円×１，０ か月、 １万４‐３４ ５円、 １万４ ２７７円の計１，２か月分）、
５

　　　　　　　

石川 議員 １８万円 （１ 万５０００円×１２か月）、木目田議員７万５００

　　　　　　　

０ 円 （１万５０００円×５か月） であると認められる。

　　　　　　

ａ 松岡議員 に係 る支出

　　　　　　　　

＼上記㈲ｂと同様の理由で、 松 岡議員 については、 計上額である１万

　　　　　　　

６ ２３５円を政務活動費に該当し得る通信費と認めるのが相当であり、

　　　　　　

また、 その約 ２分の１である８１１８円 （１万６２３５円×１／２） の

　　　　　　　

・限度で改正前使途基準に適合している支出であると認められ、 １万６

　　　　　　　

２ ３５円との差額である８１１７円については政務活動費を充当する

　　　　　　

こ と は 許 さ れ な い。

　　　　　

ｂ 渡辺議員 に係 る支出

　　　　　　　

上記のとおり、 支払証明書に一部具体的な金額が記載されているこ

　　　　　　　

とから、 支払証明書作成時に何らかの裏付けがあったことが推認され

２１０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，



，ｉｉｒａ
　　　　　　　
　　
　　

る。 一方、 その支出の内容を認めるに足りる証拠がないことに加え、

平成２７年度から平成２９年度までの渡辺議員の通信費は、別表Ｊ９

－１－１から別表Ｊ９－３までのとおりであり、 平成２７年度の携帯

電話代は、 同年５月分が１万６４ ２９円であるほかは、 ６７５０円か

　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

ら１万０８０４円の間で推移していることからすれば、 平成２６年の

各自１万４０００円を超えていたとは考え難く、 平成２７年度の１か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

月の平均額約９８４８円

　

｛（１１万１４２８円十６７５０円） ÷１２｝

を基準に、 １２か月分である１１万８１７６円の限度で政務活動費に

該当し得る通信費と認めるのが相当である。

　

また、 渡辺議員の上記通信機器の使用実態について客観的に認定す

　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
るに足りる証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用が政務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　

、

活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動の

ために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 その２分の

１である５万９０８８円 （１１万８１７６円×１／２）の限度で改正前

　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
使途基準に適合している支出であると認めるのが相当であり、 １７万

８６２２円との差額である１１万９５３４円については政務活動費を

　　　　　　　　　

　

充当す・ることは許されない。

　

石川議員に係る支出

　

証拠 （甲９の４、 甲１０の４、 甲１１の４） 及び弁論の全趣旨によ

れば

　

石川議員の通信費は平成２７年度及び平成２８年度分は計上さ

れておらず、 平成２９年度分は別表ＪＩＩのとおりであり、 １１か月

合計２万６５１３円 （１か月平均約２４１０円） であることからすれ・

ば、 平成２６年度の通信費が１万５０００円を超えていたとは考え難

い。 そこで、 平成２９年度の通信費の１か月平均約２４１０円を基準．

に、 １２か月分である２万８９２０円の限度で政務活動費に該当し得

る通信費と認めるのが相当である。

１０

　

　　　　　　

　　

　　　　

１５

，２５

２１１



　

また、 石川議員の上記通信機器の使用実態について客観的に認定す

るに足りる証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用が政務

活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動の

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

ために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 その２分の

１である１万４４６・０円（２万８９・２０円×１／２）の限度で改正前使

途基準に適合している支出であると認めるのが相当であり、 １８万円

との差額である１６万５５４０円については政務活動費に充当するこ

とは許されない。

　

木目田議員に係る支出

　

上記のとおり、 支出証明書には７万５０００円 （１万５０００円×

５か月） が計上されていることが認められるが、 その支出の内容を認

　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

めるに足りる証拠がないことに加え、 平成２７年度から平成２９年度

までに計上した通信費は別表Ｊ７のとおりであり、 平成２７年度に計

上した費用 （別表Ｊ７－１－１及 び別表Ｊ ７－１－２）’の総額は１６

　　　　　　　　

１

　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′′

万１７１０円、 １か月平均は約１万３４７６円であること、 平成２７

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

年７月の携帯電話利用代が１万９９８０円と高額になっている以外は

１ 万５０００円を超える月は見当たらないことからすれば、 平成２６

年に１万５０００円を超える月が５か月あったとは認め難い。そこで、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
平成２７年度の通信費平均１．万３４７６円を基準に、 ５か月分である

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

６ 万７３８０円の限度で政務活動費に該当し得る通信費と認めるのが

相当である。

　

また、 木目田議員の上記通信機器の使用実態について客観的に認定

するに足りる証拠ないし事情が見当たらず、 当該通信機器の使用が政

務活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動

　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　

三

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

のために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 その２分

の１である３万３６９０円 （６万７３８０円×１／２）の限度で改正前

　　　　

ｄ

１０

　　　　　　　　　　　　　　　

′

１５

、

　　　　　　　　

２０

２５

　　　　　　　　　　　　　　　

，

２１２



　　　　　　

， 使途基準に適合している支出であると認めるのが相当であり、 ７万５

　　　　　　　　

０ ００円との差額である４万１３１０円については政務活動費に充当

　　　　　　　

することは許されない。

　　　　　　

ｅ

　

小 括

５

　　　　　　　　　

上 記 ａ か ら ｄ ま で の と お り、 Ｊ １ ４ 一 ３ ３０のうち、 政務活動費に

　　　　　　　

充当することが許されない違法な支出は、 合計３３万４５０１円 （松

　　　　　　　

岡議員８１１７円、 渡辺議員１１万９５３４円、 石川議員１６万５５

　　　　　　　

４ ０円、 木目田議員４万１３１０円） である。

　　　　

鞘

　

Ｊ １ ４ 一 ３ ３１

Ｉｏ

　　　　　　　　

証拠 （甲８の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出の内訳は、 平

　　　　　　

成 ２ ７年４月３０日付けで会派自民党が作成した支払証明書に記載され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　

ている内訳、 すなわち、 木目田議員 ９万３９１９円 （１万３０８８円、

　　　　　　

１ 万 ３ ０９６円、 １ 万３３２８円、 １万３１６４円、 １万３０２９円、

　　　　　　

１ 万 ４ ８９８‐円、 １ 万３３１６円） であると認められる。

　　

．

　　

′
１、

　　

・

，５

　　　　　　　　

上記のとおり、 支払証明書に具体的な金額が記載されていること、 上

　　　　　　　

記防）ｄのとおり、 平成 ２７年度の通信費平均１万３４７６円であり、 上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／

　　　　　　

記計上金額もおおむねその範囲内であることから、 計上額である合計９

　　　　　　

万 ３９１９円を、 政務活動費に該当し得る通信費と認めるのが相当であ

　　　　　　　

り、上記功）ｄと同様の理由で、その約２分 の１である４万６９６０円〔９

２０

　　　　　　　

万 ３ ９１９円ＸＩ／２） の限度で改正前使途基準に適合していると認め、

　　　　　　　

９ 万 ３ ９１９円との差額である４万６９５９円については政務活動費に

　　　　　　

充当することは許され ない。

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　

｛９） 事務費に係る支出

　　　　

ア

　

会派控室で使用する各種備品に係る支出

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

２５

　　　　　　　

上記３｛９）アのとおり、 会派控室で使用 する各種備品については、 通 常、

　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

会派の事務運営に必要な経費であり、 政務活動との間に合理的関連性があ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１３



１０

：・

　

‘

　　　　

ｔ

　　　

ー

　

－

　　

１．

　　　　　　

唐

　

－

　　　

－・

　　

Ｉ

‘

　　　　　

，

　　

Ｉ

　　　　

′

　

１５

２５

ると解するのが相当である。

げ） Ｊ１４一３３２から３４４ま で、 Ｊ１５一 ４２７から４３９まで

　　

証拠 （甲８の５、 甲７９の１及び２） 及び弁論の全趣旨によれば、 上

　

記各支出は、 会派控室備付けの複合機のトナーカートリッジ、 コピー用

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

紙、 フラットファイル等のために支出されたものであることが認められ

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

るから、改正前使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

”） Ｊ１６一４５４

′

　

証拠 （甲１０の５、 甲８２）及び弁論の全趣旨によれば、上記支出は、！

　

会派控室備付けの紙折り機のために支出されたものであることが認めら

れ る。

　

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

．原告らは、 上記紙折り機は政党活動又は選挙活動の目的で購入された

　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　

，

　　　　

＼

　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

・

　

ものと主張するが、 紙折り機は市政報告書等を送付するために利用でき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

るものであり、 会派控室に備え付けられていたことからしても、 改正後

　

使途基準に適合していない支出であるとは認められないｄ

け） Ｊ１６一４５５

　　

証拠（甲１０の５、甲８１）及び弁論の全趣旨によれば、上記支出は、

　

会派自民党がアンプを備品として購入する際に支出したものであること

　

が認められる。

　

原告らは、・上記支出は政治活動又は選挙活動目的でされたものである

　

と主張するが、 会派における会議において、 発言者の声が十分に聞き取

れない状況において充実した議論をすることはできないところゞ アンプ

の利用により充実した議論をすることが可能になり、 ひいては議会の審

　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

議能力強化、 議員の政務活動の基盤充実に資するものといえるから、 ア

　

ンプの購入が直ちに政治活動のための利用に結び付くものではない。 原

告らは、 甲２０８により、 会派自民党がアンプを使用していたとする小

　　　　

・ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

山市民センターの３００ボの多目的ホールには音響を管理する部屋等が

２１４



あり、 約８０請の会議室は比較的小さな部屋でありマイクを使う必要が

ない旨指摘するが、 部屋の広さだけではなく、 発言者の声の大小、 参加

者の聴力の程度などによってはマイクを使う必要が当然に生じること、

そのほか、 会派自民党又はその所属議員が、 選挙活動その他議員として

の政務活動以外の活動にこれを用いたことを認めるに足りる証拠はない

　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
ことからすると、 原告らの上記主張立証を踏まえても、 アンプの購入に

係る支出につき、 改正後使途基準に適合していない支出であるとは認め

　　　　

ｒ

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

られない。

熊沢議員のケレスに対する各支出 （Ｊ１５－４２ ５、 ４ ２６、 Ｊ １ ７ －

′′

　

′

イ

ｌｏ

　　　

‐

　

６ ５ ０）

　　

，

げ） 証拠 （甲９－５、 １１－５） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

はいずれも熊沢議員がケレスから封筒を購入した際に支出したものとさ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

，
れており、 Ｊ１５－４ ２５の支出に関する銀行の振込票は平成２７年８

月１８日付け、 Ｊ １５一４２６の支出に関する領収書は同年１２月 ２２

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

ｒ

　

．・ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

日付け、 Ｊ１７一６５０の支出に関する領収書は平成２９年１２月 ４日

付けであることがそれぞれ認められる。

　

証拠 （甲、８０、 １ ４ ５、 丙Ｃ１２） によれば、 ケレスは、 商業デザイ

ン等の企画、 印刷業等を目的として昭和６１年５月１日に設立された株

式会社であり、 令和２年４月１日に町田市森野６丁目５８番地３から、

　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　　

神奈川県茅ケ崎市に本店を移転し、 令和４年３月には同県大和市に本店

を移転したものであり、 同年１１月に印刷された資料において、 町田市

森野６丁目５８－３に所在する株式会社ケレスデザインに関する記載が

　　　　　　　　　　　

」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．●

　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　

’

あることが認められる。 そして、 原告小林美知が作成した報告書 （甲１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
４５） によれば、 上記の町田市森野の現地には一軒家が、 神奈川県大和

市の現地には１１階建ての居住用マンションが存在することが認められ

る。

１５

２０

・２５

２１５



　　

インターネット等でデザイン封筒の印刷等の受注を受ける形態の業種

　

においては、 本店所在地に店舗や工場を構えていないことが通常あり得

　

ることからすれば、 原告らの主張立証を踏まえても、 熊沢議員がケレス

＼に対し封筒の印刷等を依頼したことを覆すには足りない。

”） 原告らは、 熊沢議員が、 平成２７年度にケレスから６万１９９２円及

　

び１ ３万９３２０円分の封筒を購入しており、．平成２９年度も１２万８

　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

・ ５ ２０円分の封筒を購入していることからすれば、 極めて大量の封筒を

購入したものであり、 選挙活動に使用したものである旨の主張をする。

　

この点、 会派自民党は、 封筒の購入のみならず封筒の印刷代も含まれ

　

る旨主張しており、 丙Ｃ１３によれば、 長形３号の封筒部分印刷料金に

つ き、 ５ ０００部印刷した場合に約５万９０００円（税込み）、１方部印

刷した場合に約１１万円 （税込み） とするとの例があることが認められ

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

本件につき、 上記げ）のとおり認定した事実を前提とすると、 熊沢議員

は、、平成２７年８月に５０００部、 同年１２月に１万部超、 平成２９年

　

１２月に１万部程度の封筒を購入したことが認められ、 約２年４か月の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

間に１万５０００部超を使用し、 更に１万部程度購入する，ことは、 市政

報告書を送付する際に用いたものと見れば不自然とはいえず、 封筒購入

時期と市政報告書の配布時期にずれがあることは、 市政報告書の送付に

用いるために購入したとの主張と矛盾するものではない。 原告は、 Ｊ１

　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　

●

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

７ － ６ ５０は、 市議会議員選挙の直前である平成２９年１２月４日にし

た１万枚の封筒購入に係る支出であることから、 熊沢議員の選挙活動の

ために用いられたものである旨主張するが、 実際に熊沢議員の選挙活動

のために用いられたものであると認めるに足りる的確な証拠はない。 そ

のほか、 会派自民党又はその所属議員が、 選挙活動その他議員としての

政務活動以外の活動に上記封筒を用いたことを認めるに足りる証拠はな

１０

‘

　　　　　

‘

　　　　

１５

２０

２５

２１６

　　

′



い。

（ウ） 以上によれば、 熊沢議員のケレスに対する支出 （Ｊ１５－４２ ５‘

　

４

　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

．

　

２ ６、 Ｊ １ ７ 一 ６ ５０） は、 本件各使途基準に適合しない支出であると

　

は認められない。

５

　　　　

ＱＯサ 会派自民党の違法支出額についてのまとめ

　　　　　

会派自民党が政務活動費として交付を受けた金額のうち、 町田市に不当利

　　　　

得として返還するべき義務を負う金額は、 別紙１－２ 「会派自民党総括表」

　　　　　

の⑥ 「返還請求額」 の 「合計」 欄記載のとおりであり、 各項目ごとの違法支

　　　　

出額は、 各項目の 「違法支出額」 欄記載のとおりである。

Ｉｏ

　　　

５

　

争点２－４ （会派保守連合に係る支出の本件各使途基準適合性等） について

　　　　　　

（ｒ） 鉄道賃等に係る支出

　　　　　　　

ア

　

白川 議員 の支 出 （Ｈ１４一 ７ ５ ～ ８３）

　　　　　　　　　

証拠 （甲１６の１） 及 び弁論の全趣 旨によれ ば、 白川 議員は、 Ｈ１４－

　　　　　　　　

７ ５から８３までを鉄道賃として支出したこと、改正前運用指針（乙３３）

　　

１５

　　　　　　

に従っ て Ｓ ｕ ｉ

　

ｃ ａカ ー ドの履 歴 印 字 で 打ち 出 した 紙 を添付 したこ とが

　　　　　　　

認 め ら れ る。

　　　　　　　　

げ） Ｈ １ ４ － ７５

　　　　　　　　　　

会 派 保 守 連 合 は、 Ｈ １ ４ － ７５の支出のうち、 平成２６年４月１３日

　　　　　　　　

・か ら １ ４ 日にかけて支出した、 町田駅から新宿駅、 久喜駅から新宿駅、

新宿駅から町田駅までの各鉄道賃１７９２円 分 （甲１６の１・５４頁）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

十

について、白川議員は選挙の応援と政務活動の目的を兼ねていたと主張

する。

　

上記支出の目的に選挙の応援が含まれることは、政務活動との間に合

理的関連性・を欠くことをうかがわせる事実に該当するところ、被告及び

２０

２５

　　　　　　　

会派保守連合の主張する、 選挙の応援と兼ねていた政務活動の内容が具

　　　　　　

体的に主張立証されているとはいえず、会派保守連合の上記主張を踏ま

　　　　　　　　　　　　

２１７



えても政務活動との間に合理的関連性を欠くことが覆されると認める

ことはできないから、 上記支出のうち１７９２円については、 改正前使

途基準に適合していない支出であると認めるのが相当である。その余の

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
支出については、原告らの主張立証を踏まえても、政務活動との間の合

理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、外形的な事実の主張立証

がされたとは認め難く、上記支出が改正前使途基準に適合していない支

出であるとは認められない。

Ｈ１４一８１

ａ

　

会派保守連合は、 Ｈ１４一８１の支出のうち、 ①平成２６年１２月

　

１ ０日に支出した、 町田駅から新宿駅、 新宿駅から目黒駅、 目黒駅か

　　　　　　　　　　　　　　　　

〕●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

ら新宿駅、新宿駅から町田駅までの各鉄道賃合計１０７０円 （甲１６

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

－ １ ・ ６０頁）、 ②同月１３日から同月 １４日にかけて支出した、 町

　

田駅から長津田駅、長津田駅から桜新町駅、桜新町駅から学芸大学駅、

　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

渋谷駅から新宿駅、新宿駅から町田駅までの各鉄道賃合計１１２０円

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

ｒ

　

′

　

（同頁）、 ③同月１４日に支出した、 町田駅から新宿駅、－西武新宿駅

　　　　　　

・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

から田無駅、西武柳沢駅から西武新宿駅、新宿駅から町田駅までの各

・鉄道賃合計１２７４円 （同頁） の合計３４６４円について、 白川議員

は選挙の応援と政務活動の目的を兼ねていたと主張する。‐

　

上記げ）と同様、 被告及び会派保守連合の主張を踏まえても政務活動

との間に合理的関連性を欠くことが覆されると認めることはできない

から、 上記支出 （３４ ６４円） は、 改正前使途基準に適合していない

支出であると認めるのが相当である。

ｂ

　

会派保守連合は、 Ｈ１４一８１の支出のうち、 平成２６年１２月 ９

日から１０日にかけて支出した、町田駅から長津田駅、長津田駅から

自由が丘駅、都立大学駅から渋谷駅、渋谷駅から新宿駅、新宿駅から

町田駅までの各鉄道賃合計１０９９円分 （甲１６の１・６０頁） につ

　　　　

（み

１０

　

　　　　　

　

　　　　

１５

２５

２１８

　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　

，



　　

いて、白川議員が衆議院議員選挙に立候補をしていた国会議員の支援

　　

者からの相談を受けた際に支出した鉄道賃であると主張する。

　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

．

　　　

会派保守連合は、相談を受けた対象・内容についてある程度具体的

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　

ｒ

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
′

　　

な主張をするものの、相談を受けた対象が１人であることを前提とす

　　

ると上記移動経路は不自然であり、また、相談者が選挙の応援をする

　　

のに合わせて移動していた可能性も否定できない。 そうすると、 全額

　　

につき政務活動費を充当するのは相当とはいえず、その約２分の１で

　　

あ る ５ ５０円の限度で政務活動費を充当し、、１０９９円との差額であ

　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

る ５４９円については政務活動費を充当することが許されないと認

　　

めるのが相当である。

　

ｃ

　

以上のとおり、 Ｈ１４一８１のうち４０１３円 （３４６４円十５４

　　

９円） については、 改正前使途基準に適合していない支出であると認

　　　　　　　　　

．

　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

めるのが相当であり、 その余については、 原告らの主張立証を踏まえ ′

　　

ても、 政務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般

　　

的、 外形的な事実の主張立証がされたと，はいえず、 上記支出が改正前

　

使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

け） Ｈ１４一８２

　　

会派保守連合は、 Ｈ１４・８２のうち、 平成２７年１月１・亭日に支出

　

した、 町田駅から栢山駅、 栢山駅から町田駅までの各鉄道賃合計９‐８８

　

円分 （甲１６の１・６１頁） につき、 選挙の応援のために支出したもの

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　

′

　

ではないと主張するところ、 原告らの主張立証を踏まえても、 上記支出

　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　

につき、 政務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般

　

的、外形的な事実の主張立証がされたとはいえないから、上記支出が改

　

正前使途基準に適合していない支出であるとは認められず、このことは

　

Ｈ １ ４ 一 ８２のその余の支出についても同様である。

は） Ｈ１ ４一７６から８０まで、 ８３

　　　　　

５

１５

２０

２５

２１９



　　

上記各支出については、 原告らの主張立証を踏まえても、 政務活動と

　

の間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、外形的な事実の

　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

，

　　　　　　　

、

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

主張立証がされたとはいえず、改正前使途基準に適合していない支出で
′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

あるとは認められない。

，新井議員の支出 （Ｈ１４一８４、 ８ ５、 Ｈ １ ５ 一 １ ９ ０ ～ １ ９ ６、 Ｈ １

６ 一 ３ ３ ３，～ ３ ３５）

げ） Ｈ１４－８４、 ８ ５

　　

証拠 （甲１６の１、 乙３３、 丙Ａ６） 及び弁論の全趣旨によれば、 新

　

井議員は、平成２６年６月４日、ニューヨークの国連本部で開催された、

　　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

日本青年会議所が主催する 「２０１４年グローバルパートナーシップサ

　

ミット」（同年７月 ２２日～２５日） への参加のため、ニューヨークへの

　

航空券代として１７万０６２０円を、 同年７月 ２２日、 ニューヨーク で

　

の宿泊代として１１万９７０３円を支出したこと（Ｈ１４－８‐４、８５）、

，上記サミットは国連ミレニアム開発目標の達成について議論する会合で

　

あったこと、 新井議員は、 上記視察後、 改正前運用指針に則り 「調査研

　　

，

　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

．

　　　　　　　　　

，

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　

究活動視察報告書」（丙Ａ６）を提出していることが認められ、同報告書

　

の内容を見ても、 上記海外視察が議会の審議能力を強化するとの目的に

反しているとはいえず、 そのほか、 原告らの主張立証を踏まえても、 政

務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的

　

な事実の主張立証がされたとはいえず、 上記支出が改正前使途基準に適

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

合していない支出であるとは認められない。

　

原告らは、 上記サミットへの参加は、 青年会議所の会員としての活動

の一環と，して行ったものであり、 町田市議会議員として会派保守連合の

活動として行ったものとはいえない旨主張するが、 上記のとおりの視察

の内容に鑑みれば、 新井議員が会派保守連合に所属する町田市議会議員

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

として上記活動をしていることは否定できず、 原告らの上記主張を採用

５

　

・

　　　

イ

‘

　　　　　

‘′

　　　　

１５

２０

２５

２２０



　

することはできない。

”） Ｈ１５一１ ９０から１９４まで

　　

証拠 （甲１７の１、 乙３３、，丙Ａ５） 及び弁論の全趣旨によれば、 新

　

井議員は、 平成２７年１０月 ６日及び７日に実施された日，本青年会議所

　

主催の視察研究会（以下「本件視察研究会」という。）のための交通費及

　

び宿泊費として上記各支出をしたこと、 新井議員は、 管外視察後に改正

　

前運用指針に則って「調査研究活動視察報告書」（丙Ａ５）を提出したこ

　

とが認められ、 同報告書の内容を見ても、 上記視察が議会の審議能力を

　

強化するとの目的に反しているとはいえず、 そのほか、 原告らの主張立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

証を踏まえても、 政務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかがわ

　

せる一般的、 外形的な事実の主張立証がされたとはいえず、 上記支出が

　

改正前使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

け） Ｈ１５－１９ ５、 １ ９６

　

，証拠 （甲１７の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 新井議員は、 青森県

　

八戸市の視察及び日本青年会議所の全国大会への参加費、 交通費及び宿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

泊費として上記各支出をしたこと、 地域ブランドの確立を通じた 「まち

　　　　　　　　　　

、

　　　　

●

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

おこし」、「ひとおこし」、「各地域の連携」 等についての記念公演があっ

　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　

●

　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

たことが認められることからすると、 上記視察は議会の審議能力を強化

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
するとの目的に反しているとはいえず、 そのほか、 原告らの主張立証を

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／
踏まえても、 政務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる

一般的、 外形的な事実の主張立証がされたとはいえず、 上記支出が改正

前使途基準に適合していない支出であるとは認められない。二

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　

－

　　

′

　

原告 らは、 Ｈ１５一１９５のうちの５０００円分は懇親会費用であり

政務活動費を充当することは許されない旨主張するが、 当該参加費の領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
収証 （甲１７の１・４１頁） には 「￥１５，０００－但し登録料として」

　

と記載されており、５０００円分が懇親会費用であることは明確でなく、

１０

書 く′
１．

１，

　　　　

と

　　　　

１５

２０

２５

２２１

　



　　　

そ の ほ か ５ ０・００円分が懇親会費用であることを認めるに足りる証拠は

　

’

　　　

見当たらないから、 原告らの主張を採用することはできない。

　　

回

　

Ｈ １ ６ 一 ３ ３３から３３５まで

　　　　

証拠 （甲１８の１、 乙３４、 丙Ａ７） 及び弁論の全趣旨によれば、 新

　　　

井議員は、 広島青年会議所特別会員の会への参加費、 宿泊代及び交通費

　　　

として上記各支出をしたこと、 同会においては、 岸田文雄外務大臣 （当

　　　

，時） による 「外相から見た日本の未来」 という講演があったこと、 新井

　　　

議員 は

　

管外視察後、 改正後運用指針に則って 「調査研究活動視察報告

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　

書」（丙Ａ７）′を提出したことが認められ、 同報告書の内容を見ても、 上

　　　

記視察が議会の審議能力を強化するとの目的に反しているとはいえず、

　　　

そのほか、 原告らの主張立証を踏まえても、 政務活動との間の合理的関

　　　

連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張立証がされ

　　　

たとはいえず、 上記各支出が改正後使途基準に適合していない支出であ

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

るとは認められない。

　　　　

原 告 ら は、 Ｈ １ ６ 一 ３ ３４には懇親会費用が含まれるから政務活動費

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

，

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　

を充当することは許されない旨主張するが、 当該参加費の領収証 （甲１

　　　

８の１・７，６頁） には 「￥１ ５， ０００」「但し （中略） 登録料として」

　　　

と記載されており、 懇親会費用が含まれることが明確になっておらず、

　　　

そのほか懇親会費用が含まれることを認めるに足りる証拠は見当たらな

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

いから、 同主張を採用することはできない。

（２） 有料道路通行料に係る支出 （Ｈ１４一７３、 ７４）

　　

証拠 （甲１６の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出は、 いずれも

　　

「現地調査」，を目的として大西議員が支出した有料道路通行料であると認め ・

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

ら れ る
。

　　　

－

　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

原告らは、料金所等から推測される行き先等を根拠に私的目的である旨主

　

張するが、原告らの主張立証を踏まえても、上記各支出につき、政務活動と

′， ５

「

　　　　　

‘

　　　　

１５

２５

２２２



　

の間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、外形的な事実の主張

　

立証がさ÷れ，たとはいえないから、上記各支出が改正前使途基準に適合してい

　

ない支出であるとは認められない。

（３） タクシー代に係る支出 （Ｈ１４ － ５ ～ ６ ２、 Ｈ １ ５ － １ ４ ７ ～ １ ８ ９、 Ｈ

　

１ ６ － １ ～ ６０）

　　

証拠（甲１６の１、甲１７の１、甲１８の１）及び弁論の全趣旨によれば、

　

上記各支出については、「現地調査」、「会議」、「打合せ」 等を目的とした支

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

出として計上されていることが認められる。

　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

ア

　

Ｈ

　

‐１ ４一２６

　　

証拠 （甲１６の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｈ１４．－２６は、 新井

　

議員が平成２６年７月 ２６日に小田急交通南多摩株式会社のタクシーを利

　

用 した際の支出とされているものであると認められる。

　　　　　　

．

　　　　　　　　

●

　　　　　　

．

　　

‐

　　

他方、 証拠 （甲１６の１、 丙Ａ６） によれば、 新井議員は平成２６年７

　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

月 ２３日から２５日午後２時まで、 渡米してニューヨークにおいて視察を

　

し、 ニューヨーク のホテルを、 同月 ２２日到着予定、 ２６日出発予定で予

　　　　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　

約 していたこと－ 新井議員が作成した調査活動視察報告書 （丙Ａ６） にお

　

いては視察実施期日が同月２３日から２５日までと記載されているが、 新

　

井議員が同年８月２５日に町田市議会議長に提出した上記報告書の視察実

　

施期日は、 同年７月 ２２日から２８日までに訂正されていることがそれぞ

　

れ認 められる。

　　

‐

　　　　

，

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

新井議員の上記日程を踏まえると、 仮に新井議員が平成２６年７月 ２６

　

日午前にニューヨークのホテルを出発して帰国したとしても＼

　

時差を考慮

　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

すると同日中に小田急交通南多摩株式会社のタクシーを利用することは難

　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ー

　

しいといわ ざるを得ないから、 Ｈ１４一２６一は、 新井議員が利用したタク

　

シー代とは認め難い。 このことは政務活動との間に合理的関連性を欠くこ

　

とをうかがわせる事実に該当するところ、 政務活動との間に合理的関連性

／′

　

▼、Ｌ

ＩＯ

　

　　　　　

　

　　　　

１５

２５

２２３



を欠くことが覆されると認めるに足りる事情は見当たらないから、 上記支

出は、 改正前使途基準に適合していない支出であると認められる。

　

Ｈ １ ４一 ４

　

７

　

証拠 （甲１６の１、 甲２０９） 及び弁論の全趣旨によれば、 新井議員は

町田市文化協会新年賀詞交歓会のために上記支出をしたこと

　

町田市文化

協会は２６団体で構成されており、 市内の各分野の文化関係の団体が参加

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

するものであることが認められ、 このことからすれば、 上記交歓会が酒食

を伴っていたこと （甲２０９） を踏まえても、 上記交歓会に議員として出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

席することと政務活動との間の合理的な関連性が否定されることにはなら

　

　

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

ない。 したがって、 上記支出が改正前使途基準に適合していない支出であ

るとは認められない。

・ イ

１０

ウ

　

Ｈ１５－１７９

　

原告らは、 上記支出は、 新井議員が、 平成２７年．１、１月 １３日午後７時

からのペスカ ドーラ町田のリーグ戦の観戦のために支出したものである旨
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　

　

主張する。

　

証拠 （甲１７の１、 甲４１） によれば、 平成２７年１１月１３日午後７

時から町田市立総合体育館でペスカドーラ町田のリーグ戦が実施されたこ

と、 会派保守連合は、 新井議員の①同日のタクシー代 （Ｈ１５一１７９。

　　　　　　　　

て

　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

領収書に時間の記載なし。 甲１７の１・８０頁）‐及び②町田市立総合体育

館第２駐車場の、 同日午後６時１０分から同日午後８時５５分までの馬主車

場代 （Ｈ１５一１３５） に政務活動費を充当したことがそれぞれ認められ

　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

る。

会派保守連合は、 上記①についてはホームタウンチーム視察のためにタ

クシー移動をした際の経費であり、 ②についてはペスカ ドーラ町田の試合

に関する現地調査のための経費である旨、 いずれについても町田市の 「み

るスポーツの充実」 政策実現に向けて行われた現地調査である旨、 上記試

２０

２２４

　　

、



１０

．．： も～

　　　　　

１５

２０

２５

　

合の当日は試合開始前の状況を視察し、 試合終了後まで視察を継続してい

　　

・

　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
．

　

た旨主張しているところ、 ①は町田市総合体育館とは別の場所で実施され

　

た現地調査に要した経費である可能性は否定できないものの、 その具体的

　

な行先を示す的確な証拠はなく、 また、 新井議員が同日午後７時には駐車

　

場を利用しているにもかかわらず別の時間ではタクシーを利用した合理的

　

な理由も明らかではないことは、 政務活動との間に合理的関連性を欠くこ

　

とをうかがわせる事実に該当する。 これに対し、 会派保守連合がこれを覆

すに足りる立証をしたと認めるには足りないから、 Ｈ１５－１７９は、 改

　

正前使途基準に適合していない支出であると認めるのが相当である。

コ［

　　

Ｈ １ ５ 一 １ ８

　

８、 １ ８

　

９

　

， 証拠 （甲１７の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｈ１５一１８８、 １ ８

　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

９は、 本件視察研究会における移動のために支出されたものであることが

　

認められ、 上記（１）イ船のとおり、 本件視察研究会のための交通費は改正前

　

使途基準に適合していない支出であるとは認められないから、 タクシー代

　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

， についても同様に改正前使途基準に適合していない支出であるとは認めら

　

れない。

オ

　

Ｈ１６ 「４１から４３ま で、 ５５

　　

証拠 （甲１８の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 文化協会加盟団体の活

　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　

．

　　　　　　

．

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

動や町田商工会議所の会議等の参加のために上記各支出がされたことが認

　

められる。 そして、 議員が議員として上記のような活動や会議に参加する

　

ことは、 市政に関する政務活動の一環に含まれると認めるのが相当である

　　　

、

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

から、 原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出につき、 政務活動との

．間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　

．

　

立証がされたとはいえず、 改正後使途基準に適合していない支出であると

　

は認められない。

力

　

その他 の支出 （Ｈ１４－５～２ ５、 ２ ７ ～ ４ ６、 ４ ８ ～ ６ ２、 Ｈ １ ５ －

２２５



　　　

１ ４

　

７（）１ ７８、 １ ８

　

０ ｝^１ ８

　

７、 Ｈ １ ６ － １（）４ ０、 ４ ４（）５４、 ５

　

６

　

～ ６
ｒ
ｏ）

　　　

原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出につき、 政務活動との間の

　　

合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張立証

　　

がされたとはいえず、 本件各使途基準に適合していない支出であるとは認

　　

められない。

（４）、 燃料費に係る支出

　

ア

　

大西議員に係る支出 （Ｈ１４一２４ ５ ～ ２ ５ ６、 ３ ０ ７ ～ ３ ３ ４、 Ｈ Ｉ

　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

５ － １ ９ ７ ｝^２ ３１、 ２４０ ）^２ ５５、 Ｈ １ ６ － １ ９７ ）^２ ２０、 ２２９
、

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　

ｔ

　

～ ２ ６７）

　

｛ア） Ｈ１４一３１８

　　　

証拠 （甲１６の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出は平成２６年

　　

６月 ３日午後２時５８分に給油した際のものであること、同日は、午後１

　　

時から午後４時５９分まで本会議があったことが認められる。そうすると、

　　

大西議員以外の第三者が上記支出をしたことが推認され、これにより政務

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　

活動との間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、外形的な事

　　　　　　　　　　

、 ●

　　　　　　　　　

：

　　

実の主張立証がされたといえる。これに対し、被告又は会派保守連合はこ

　　

れを覆すに足りる立証をしないから、上記支出は改正前使途基準に適合し

　　

ていないものと認めるのが相当である。

　

”） Ｈ１６一２４９

　　　

証拠 （甲１８の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｈ１６一２４９の納

　　

品書 （領収書） には、「作業料

　

１． ０ＯＬ （個）

　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ ０ ８０円」，との記、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０

　　

載があることが認められ、 燃料費に係る支出とは認められない。 したが

　　

って、 上記支出に政務活動費を充当することは許されない。

　

（ウ） 同日給油に係る支出

　　　

証拠 （甲１６の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 ①Ｈ１４－２４７及

イ．－

１０

１５

２０

２２６



び２４８、 ②Ｈ１５一１９７及び１９８、 ③Ｈ１５一２００から２０２

ま で、 ④Ｈ１５一２０３及び２０４、 ⑤Ｈ１５一２０５及び２０６、 ⑥

Ｈ １ ５ 一 ２ ０７から２０９までは、同一日に給油されたものであること、

会派保守連合が上記各支出を計上するに当たりその支出者とした大西議

　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

員は自己名義の車両３台 （軽自動車２台、 普通車１台） を保有していた

ことが認められる。

ａ

　　

Ｈ １ ４ －
．２ ４

　

７、 ２４８

（ａ） 証拠 （甲１６の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｈ１４一２４ ７

　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

は平成２６年８月２１日午後８時１６分に 「中央石油販売㈱山崎団

　

地ＳＳ」 で給油した際の支出であり、 Ｈ１４一２４８は同日午後８時

　

３０分に同所で給油した際の支出であることが認められるところ、

　

上記各支出に係る給油が同じ場所で行われており時間が近接してい

　

ることからすれば、 いずれかについては大西議員以外の者が給油し

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

たものと認めるのが相当であり、 本件全証拠によっても、 上記各給

　

油がいずれも・大西議員名義のものであったこと及び政務活動のため

　

に同日に連続して給油することが必要かつ合理的であったことを認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

めるに足りる証拠はない。 他方、 いずれの支出が大西議員がしたも

　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

のであるかを認めるに足りる証拠はないところ、 少なくとも低い方

　

の支出額分については大西議員が支出したものであると認めるのが

　

相当 であるから、 Ｈ１４一２４８について大西議員が支出したもの

　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

であり、 Ｈ１４ 一２４７については大西議員以外の者が支出したも

　

のと認 めるのが相当 である。 したがって、 Ｈ１４一２４７に政務活
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　

「

　

動費を充当することは許されない。

（ｂ） 他方、 Ｈ１４一２４８についても、 大西議員の使用車両が政務活

　

動のためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠はなく、 議員

　

の活動が広範なものに及ぶことからすれば、 政務活動のためだけで

５

１０

１５

２５

２２７



　　　　　　　　　　

はなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のため

　　　　　　

′

　　　　

にも用 い られて いた蓋然性が高い。 そ して、 上記支出のうち政務活

　　　　　　　　　　

動費を充当することが許される額は、 被告又は会派保守連合が大西

　　　　　　　　　　

議員の車両の具体的な使用実態を主張立証しないことに鑑み、 その

　　

５

　　　　　　　　　

２分 の１と認 めるのが 相 当であり、 残 り ２分の１の額について は、

　　　　　　　　　　

改正前使途基準に適合していないものであるから政務活動費を充当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
，

　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　

， す る こ と は 許 さ れ な い。

　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　

二

　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　

ｂ

　

，
Ｈ １ ５，一 １ ９

　

７、 １ ９８

　　　　　　　　　　

（ａ） 証拠 （甲１７の１） 及 び弁論の全趣 旨によれば、 Ｈ１５一１９８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

・

　　

Ｉｏ

　　　　　　　　　

は 平 成 ２ ７年４月２１日午前１０時１０分に 「有限会社石阪石油

　

薬師ＳＳ」 で２２． ３９リットルを給油した際の支出であり、 ＨＩ

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

５ － １ ９７は同日午後３時３６分に．「ナヴイ㈱エコノ金井ＳＳ」 で

　　

１４． ０１リットルを給油した際の支出であることが認められると

　

ころ、 約 ２２リットルを給油した約５時間後に約１４リットルの給

　

油をすることは、
＼その走行状況によっては一台の車両に係る給油と

　　

して不自然ではなく、 そのほか、 いずれか又は双方が第三者による

　

給油であることをうかがわせる一般的、 外形的事実を認めるに足り

　

る的確な証拠はない。

（ｂ） 他方、 被告又は会派保守連合が大西議員の車両の具体的な使用実

　

態を主張立証しないことに鑑み、 その２分の１と認めるのが相当で

　

あり、 残り２分の１の額については改正前使途基準に適合していな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

いものであるから、 政務活動費を充当することは許されない。

ｃ

　

Ｈ １ ５ 一 ２００から２０２まで

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ー

（ａ） 証拠 （甲１７の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｈ１５－２０１

　

は平成２７年５月 ２８日午後１時４７分に 「有限会社石阪石油

　

薬

　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

師ＳＳ」 で１９． ４４リットルを給油した際の支出、 Ｈ１５一２０

１５

２０

２５

２２８



　　　　

０は同日午後 １１時０７分に 「㈱ダイヤ昭石 セルフ上鶴間」 で３

　　　　

０． ０ ８リットルを給油した際の支出、 Ｈ１５－２０２は同日午後

　　　　

１１時１２分に同所で２２． １３リットルを給油した際の支出であ

　　　　

ることが認められるところ、 Ｈ１５一２００及び・２０２は、 支出に

　　　　

係る給油が同じ場所で行われており、時間が近接していることからす

　　　　

れば、 いずれかについては大西議員以外の者が給油したものと認め

　　　　

るのが相当であり、 本件全証拠によっても、 上記各給油がいずれも

　　　　　　　　　　　　

，●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　

大西議員名義のものであったこと及び政務活動のために同日に連続

　　　　

して給油することが必要かつ合理的であったことを認めるに足りる

　　　　

証拠はない。 他方、 いずれの支出が大西議員がしたものであるかを

　　　　

認，めるに足りる証拠はないところ、 少なくとも低い方の支出額分に

　　　　

ついては大西議員が支出したものと認めるのが相当であるから、 Ｈ

　　　　

１ ５ － ２ ０２について大西議員が支出したものであり、 Ｈ１５－２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　

００については大西議員以外の者が支出したものと認めるのが相当

　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　

－

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

で あ る。 した が っ て、 Ｈ １ ５ ー ２ ００に政務活動費を充当すること

　　　　

は許されない。

　　　　　

Ｈ １ ５ 一 ２ ０１ については、 １台の車両について、 約１９リ ッ ト

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　

ルを給油した約９時間後に再度給油をすることは、 走行状況によっ

　　　　

ては不自然ではなく、 そのほか、 上記支出が第三者による給油であ

　　　　

ることをうかがわせる一般的、 外形的事実を認めるに足りる的確な

　　　　

証拠はない。 したがって、 Ｈ１５一２０１に政務活動費に該当．し得

，

　

、

　　　

る。

　　　

．

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

（ｂ） 他方、 Ｈ１５一 ２０１及び２０２についても、 大西議員の使用車

　　　

両が政務活動のためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠は

　　　

なく、 議員の活動が広範なものに及ぶことからすれば、 政務活動の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「

　　　

ためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的

１０

１５

２０

２５

，

　　　

．

　

２２９



活動のためにも用いられていた蓋然性が高い。 そして、 上記支出の

うち政務活動費を充当することが許される額は、 被告又は会派保守

　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

．

連合が大西議員の車両の具体的な使用実態を主張立証しないことに

鑑み、 その２分の１と認めるのが相当であり、 残り２分の１の額は

改正前使途基準に適合していないものであるから、 政務活動費を充

当することは許されない。

ｄ

　

Ｌ

　

Ｈ １ ５一２０３、 ２ ０４

　　

（ａ） 証拠 （甲１７の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｈ１５一２０４

　　　

は平成２７年６月 ３日８時５４分に「有限会社石阪石油

　

薬師ＳＳ」

　　

で ２ ３． ９５リットルを給油した際の支出であり、 Ｈ１５一２０３

　　

． は 同 日９時３３分に 「中央石油㈱セルフ金井」 で１２． ３９リ ッ ト

　　

ルを給油した際の支出であることが認められるところ、 給油して約

　　

‐４０分後に同一車両に給油することは通常考え難く、 本件全証拠に

　　　

よっても、 大西議員の政務活動のために上記のような給油を要した

　　　

ことを認 めるに足りる証拠はない。 したがって、 上記各支出のいず

　　

・れかについては大西議員以外の者が給油したものと認めるのが相当，′

　　　

であるが、 いずれの支出が大西議員がしたも±のであるかを認めるに

　　

足りる証拠はないところ、 少なくとも低い方の支出額分については

　　

大西議員が支出したものと認めるのが相当であるから、 Ｈ１５一２

　　

０ ３について大西議員が支出したものであり、 Ｈ１５一２０４ につ

　　

いては大西議員以外の者が支出したものと認めるのが相当である。

　　

した が っ て、 Ｈ １ ５ 一 ２ ０４に政務活動費を充当することは許され

　　

な い。

　　　　　　　　　　　

ｌ

　

ｔ

　

｛ｂ） 他方、 Ｈ１ ５一２０３についても、 大西議員の使用車両が政務活，

　　

動のためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠はなく、 議員

　　

の活動が広範なものに及ぶことからすれば、 政務活動のためだけで

１０

１５

２０

２３０



はなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のため

にも用いられていた蓋然性が高い。 そして、 上記支出のうち政務活

動費を充当することが許される額は、 被告又は会派保守連合が大西

議員の車両の具体的な使用実態を主張立証しないことに鑑み、 その

２分の１と認めるのが相当であり、 残り２分の１の額は改正前使途

　　　　　　　　　　　　　　

，

　

．
・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　

ず

基準に適合していないものであるから、 政務活動費を充当すること‐

　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
は許されない。

　　　

５

Ｈ１５一２０５ ２０６

　　　　　　　　　　　　　

（ａ） 証拠 （甲１７の１） 及 び弁論の全趣 旨によれ ば、 Ｈ１５一２０５

　　　　

，ｏ

　　　　　　　　　

は 平 成 ２
ず
７ 年 ６月 ２７日午後０時１３分に 「中央石油販売㈱

　

山崎

　　　　　　　　　　　　　

団 地 Ｓ Ｓ」、で１５．ず３１リットルを給油した際の支出であり、 Ｈ１

　　　　　　　　　　　　　

５ 一 ２ ０６は同日午後４時５１分に「有限会社石阪石油

　

薬師ＳＳ」

　　　　　　　　　　　　

で ２‐５． ００リットルを給油した際の支出であることが認められる

　　　　　　　　　　　　

ところ、 約 １５リ ッ トルを給油 した約４時間３０分後に２５リット

　　　　

１５

　　　　　　　　　

ルの給油をすること は、 その走行状況によって は一台の車両に係 る

　　　　　　　　　　　　　

給油と して不自然ではなく、 そのほか、 いずれか又 は双方が第三者

　　　　　　　　　　　　　

による給油 であることをうかが わせる一般的、 外形的事実を認める

　　　　　　　　　　　　

・に 足 り る 的 確 な 証 拠 は な い。

　　　　　　　　　　　　

（ｂ） 他方、 大西議員の使用車両が政務活動のためのみに使用されてい

　　　　

２ｏ

　　　　　　　　　

たと認 める に足りる証拠はなく、 議員 の活動が広範 なものに及 ぶこ

　　　　　　　　　　　　

と からすれ ば、 政務活動のた めだけではなく、 後 援会活動、 政党活

　　　　　　　　　　　　

動その他 の政治活動、 私的活動 のためにも用 いられていた蓋然性が

　　　　　　　　　　　　

高い。 そ して、 上記各支 出のうち政務活動費を充当することが許さ

　　　　　　　　　　　　　

れる額は、 被告又は会派保守連合が大西議員の車両の具体的な使用

　　　　

２５

　　　　　　　　　

実態を主 張立証 しないこと に鑑 み、 その２分の１と認めるのが相当

　　　　　　　　　　　　

であり、 残り ２分の１の額は、 改正前使 途基準に適合 していないも

　　　　　　　　　　　　

２３１



のであるから、 政務活動費を充当することは許されない。

Ｈ １ ５ 一 ２ ０７から，２０９まで

（ａ） 証拠 （甲１７の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 Ｈ１５－２０９

　

は平成２７年８月 ３日午後６時１５分に 「有限会社石阪石油

　

薬師

　

Ｓ Ｓ」 で２１． ０２リントルを給油した際の支出、 Ｈ１５一２０ ７

　

は同日午後７時１５分に「中央石油販売㈱

　

山崎団地ＳＳ」で２１．

　

５８リットルを給油した際の支出、 Ｈ１５一２０８は同日午後７時

・２１分に同所で２２． ３１リットルを給油した際の支出であること

が認められるところ、 Ｈ１５一２０７及び２０８は 支出に係る給

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

油が同．じ場所で行われており時間が近接していることからすれば、

いずれかについては大西議員以外の者が給油したものと認めるのが

相当であり、 本件全証拠によっても、 上記各給油がいずれも大西議

員名義のものであったこと及び政務活動のために同日に連続して給

油することが必要かつ合理的であったことを認めるに足りる証拠は

ない

　

他方、，いずれの支出が大西議員がしたものであるかを認める

に足りる証拠はないところ、 少なくとも低い方の支出額分について

は大西議員が支出したものと認めるのが相当であるから、 Ｈ１５－

　

２ ０８について大西議員が支出したものであり、
．Ｈ１５一２０７に

ついては大西議員以外の者が支出したものと認めるのが相当である。

したがって、 Ｈ１５一２０７に政務活動費を充当することは許され

えまし・。

　

Ｈ １ ５ 一 ２ ０９について は、 約 ２０リットルを給油した１時間後
　

　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

に、 同一車両に２－１ない し２２リットルを給油することは通常考え

難く、 本件全証拠によっても、 大西議員の政務活動のために上記の

ような給油を要したことを認めるに足りる証拠はない。したがって、

上記支出に政務活動費を充当することは許されない。

１５

２０

２５

２３２



　　

（ｂ） 他方、 Ｈ１５一 ２０８についても、 大西議員の使用車両が政務活

　　　

動のためのみに使用されていたと認めるに足りる証拠はなく、 議員

　　　

の活動が広範なものに及ぶことからすれば、 政務活動のためだけで

　　　

はなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のため

　　　

にも用いられていた蓋然性が高い。 そして、 上記支出のうち政務活

　　　

動費を充当することが許される額は、 被告又は会派保守連合が大西

　　　

議員の車両の具体的な使用実態を主張立証しないことに鑑み、 その

　　　

２分の１と認めるのが相当であり、 残り２分の１の額については、

　　　

改正前使途基準に適合していないものであるから、 政務活動費に充

　　　

当することは許されない。

　

回

　

上記前ないし（ウ）以外の支出

　　

大西議員の上記給油状況に加え、 大西議員は上記のとおり自己名義の

　

車両３台 （軽自動車２台、 普通車１台） を保有していたところ、 大西議

　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

員の使用車両が政務活動のためのみに使用されていたと認めるに足りる

　

証拠はないこ１とからすれば、 上記各車両は、 政務活動のためだけではな

　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

く、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のためにも用い

　

られていた蓋然性が高い。 そして、 上記各支出のうち政務活動費を充当

　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

することが許される額は、 被告又は会派保守連合が大西議員の車両の具

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　

、

　

体的な使用実態を主張立証しないことに鑑み、 その２分の１と認めるの

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

が相当であり、 残り２分の１の額は改正前使途基準に適合していないも

　

のであるから、 政務活動費を充当することは許されない。 ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ：

　　　　　　

．

　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

・●・

　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

イ

　

新井議員に係る支出 （Ｈ１４一２５ ７、 ２ ５ ８、ｒ２ ６ ９ ～ ２ ８ ４、 Ｈ １

　

５ 一 ２

　

３ ２～２ ３，７、 ２

　

７

　

３～ ２９５、 Ｈ １ ６ ・ ２ ６

　

８ ～ ２ ８

　

５、 Ｈ １ ７

－４～１９）

　

原告らは、 上記各支出のうち、 近接した日にされた給油に係る支出は第

三者によるものであると主張するが、 原告らの主張立証を踏まえても、 上

１０

も

　　　　　

‘

　　　　

１５

２３３



記各支出につき、 新井議員以外の者が給油したとは認められない。

　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

一方、 新井議員の使用車両が政務活動のためのみに使用されていたと認

　

めるに足りる証拠はなく、 議員の活動が広範なものに及ぶことからすれば、

政務活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、

私的活動のためにも用いられていた蓋然性が高い。 そして、 上記各支出の

　

うち政務活動費を充当することが許される額は、 被告又は会派保守連合が

新井議員の車両の具体的な使用実態を主張立証しないことに鑑み、 その２

分の１と認めるのが相当であり、 残り２分の ”こついては、 本件各使途基

準に適合していないものであるから、 政務活動費を充当することは許され

なし、。

ウ

　

白川議員に係る支出 （Ｈ１４一２５ ９ ～ ２ ６ ８、 ３ ３ ５ ～ ３ ５ １、 Ｈ １

　

５ － ２３ ８・ ２３９、 ２９ ６ ～ ３ ２０、 Ｈ １
ｒ
６ － ２ ２ １ ～ ２ ２．８、 ２，８ ６

～ ３ １ ２、 Ｈ １ ７ 一 ３ ４ ～ ４８）

　

証拠 （甲１６の１、 甲１７の１、 甲１８の１、 甲１９の１） 及び弁論の

全趣旨によれば、白川議員が、上記各支出の各「支出日」欄の各支出日に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

同 「支出内容」 欄記載の給油のために同 「支出金額」 欄記載の費用を支出

したことがそれぞれ認められる。

　

原告らは、・上記各支出のうち、 近接した日にされた給油に係る支出は第

三者によるものであると主張をするが、 原告らの主張立証を踏まえても、

　　　

，

　　　　

‐

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

上記各支出につき、 白川議員以外の者が給油したとは認められない。

　

白川議員の上記給油状況に加え、白川議員は、車両２台（軽自動車１台、

普通車１台）を保有し、２台とも政務活動と私用に兼用しているところ（弁

　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　

．

論の全趣旨）、白川議員の使用車両が政務活動のためのみに使用されていた

，と認めるに足りる証拠はないことからすれば、 上記各車両は、 政務活動の

ためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動の

ためにも用いられていた蓋然性が高い。 そして、 上記各支出のうち政務活

ｌｏ

１５

２０

２５

２３４



　

動費を充当することが許される額は、 被告又は会派保守連合が白川議員の

車両の具体的な使用実態を主張立証しないことに鑑み、 その２分の１と認

　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

めるのが相当であり、 残り２分の１の額は本件各使途基準に適合していな

いものであるから、 政務活動費を充当することは許されない。

エ

　

吉田議員に係る支出 （Ｈ１４一２８ ５ ～ ３ ０ ６、 Ｈ １ ５ 一 ２ ５ ６ ～ ２ ７

　

２、 Ｈ １ ６ － ３ １ ３ ～ ３ ３ ２、 Ｈ １ ７ 一 ２ ０ ～ ３３）

　　

吉田議員は小型貨物自動車１台を政務活動に用いており、 当該自動車は

　

私的利用のために用いられていなかったと主張するところ、 上記各支出の

　

給油頻度及び給油量に鑑みても上記主張が排斥できるとは直ちにはいい

　

難い。 原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出につき、 政務活動との

　

間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

、 立証がされたとはいえないから、上記各支出については、その全額につき、

　

本件各使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

駐車場代等に係る支出

　

上記３（５）の説示と同様、 本件各使途基準における、「駐車場代等」 に該当す

るためには、 会派が行う政務活動との間に合理的関連性があり、 必要性が認

められる必要がある。

ア

　

３０分未満の駐車に係る支出 （Ｈ１４一１５６、 ２０ ６、 ２ １ ２、 ２ １

　

５、 Ｈ １５ 一 １ ２ ）^１ ５、 ５

　

３、 ５

　

７、 ８４、 ８

　

５、 １ ０４、 １ ０

　

７ ｝^．１

０ ９、 １ ２ １、 １ ２ ３、 １ ３ ６、 １ ３ ９、 Ｈ １ ６ － ８ ５～８７、 １１０＼

　　

１ １ １、 １ １ ８ ）^１ ２

　

０、 １ ２６、 ，１，３

　

２、 １ ５ ２、 １ ５ ３、 １・５ ６、 １

７ ２、 １ ７ ３、 １ ７９）

　

証拠 （甲１６の１、 甲１７の１、 甲１８の１） 及び弁論の全趣旨によれ

ば、 上記各支出は、 ３０分未満の駐車に係る駐車場代金であることが認め

られる。

　

会派保守連合は、 資料受領のみの場合や相手方の都合等によって短時間

１０

　　　　　

（５）

１５

２０

２５

２３５



三一

　　

１５

２０

２５

　

の駐車になった旨主張しているところ、 そのような形での政務活動がされ

　

る可能性は一般的に否定できず、 ５分の駐車 （Ｈ１５－１５） という例に

　

ついても、 資料受領のみであれば不可能ではない。

　　

そのほか、 原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出の対象となる行

　

為がその客観的な目的や性質に照らして政務活動との間に合理的関連性

　

を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証さ，れたとはいえ

　

ないから、 上記各支出が本件各使途基準に適合していない支出であるとは
′

　　　　　　

．
ー

　

認められない。

イ

　

スポーツ施設の利用に係る支出 （Ｈ１４一１４８、 １ ４ ９、 ２ ３ ８ ～ ２

　

４４、 Ｈ Ｉ．５ － １ ３ １ ～ １ ３４」 Ｈ１６ － １ ６

　

８、 １ ６

　

９、 １ ８

　

０ ～１８

　

８、 ′１ ９２）

げ） Ｈ１６一１８２から１８７まで

　　

証拠 （甲１８の１、 甲４２の１・２） 及び弁論の全趣旨によれば、 白

　

川議員が、 町田市立総合体育館の駐車場に係る、 ①平成２８年９月 ９日

　

午後５時５９分から午後８時４５分まで、 ②同月１６日午後６時１１分

　

から午後７時４３分まで、 ③同月 ３０日午後６時２４分から午後８時４

　　　　　

，
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　

９分まで、④同年１０月１４日午後６時３５分から午後７時３９ 分ま で、

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

⑤同月 ２８日午後６時２２分から午後８時５１分まで、 ⑥同年１１月４

，

　

日午後６時１９分から午後７時５２分までの各代金を経費として会派保

　

守連合に提出したこと、 白川議員は上記各日程につき社交ダンスの初心

　

者講習会に参加していたことが認められる。

　　

白川議員のブログ（甲４２の１）において、「今年も昨年に引き続き社

　

交ダンスの初心者講習会に参加しました！計１０回の講習会は参加出来

　

たり出来なかったりで覚えるのに苦労しましたが、 昨年よりは着実に成

　

長したように思います。」と記載されていることからすると、白川議員の

　

同講習会への参加が政務活動との間の合理的関連性を欠くことをうかが

２３６



１０

　　

わせる一般的、 外形的な事実の主張立証がされたと認められ、 被告又は

　　

会派保守連合においてこれを覆すに足りる立証を行ったとは認められな

　　

し、
。

　　　

したがって、 上記各支出については、 改正後使途基準に適合していな

　

い支出であると認められる。

”） その他の支出 （Ｈ１４一１４８、 １ ４ ９、 ２ ３ ８ ～ ２ ４ ４、 Ｈ １ ５ －

　　

１ ３ １ ）^１ ３４、 Ｈ １ ６ 一 １ ６８、 １ ６

　

９、 １ ８０、 １ ８ １、 １ ８ ８、

　

１ ９ ２）

　　　　　　　　　　　

，
．

　　　　　　　

．

　　

，

　　　　　

′

　　

原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出につき、 政務活動との間

　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　

．
●

　

●

　　　　　　　　　　　

●

　　　　

ー

　

の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の主張

　

立証がされたとは認め難いから、 本件各使途基準に適合していない支出

　　

であるとは認められない。

ウ

　

Ｈ １ ４ 一 ９ ２

　

証拠 （甲１６の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 白川議員が、 平成２６

年６月４日午後９時４５分から同月５日午前１時・３０分まで、 西友町田店

駐輪場を利用したことが認められる。

　

会派保守連合一覧表 （駐車場代等） の、 Ｈ１・４－９２の 「会派保守連合

の主張」 欄記載のとおり、 会派保守連合は、 上記支出につき、
．新宿区議会，

，議員との情報交換のために電車移動をする際の経費である旨主張してい

るところ、 相手方の希望する時間や電車における移動時間等を考慮すれば、

上記のような深夜に及ぶ利用となることもあり得、 そのような活動が政務

活動に該当しないとは直ちにはいい難い。

　

原告らの主張立証を踏まえても、 経費の支出の対象となる行為がその客

観的な目的や性質に照らして政務活動との間に合理的関連性を欠くこと

をうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証されたとはいえないから、

上記支出が改正前使途基準に適合していない支出であるとは認められな

２３７



　

し、

　　　　　　　　　　　　　　　　

．‐

コ［

　　

Ｈ １ ４一 ９

　

５

　　

証拠 （甲１６の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 白川議員が、 平成２７

　

年２月１５日午後７時３０分から同月１７日午前０時３０分まで、 西友町

　　　　　

．

　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　

，

　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

‐

　

田店駐輪場を利用したことが認められる。

　　

会派保守連合一覧表 （駐車場代等） の、 Ｈ１４一９５の 「会派保守連合

　

の主張」 欄記載のとおり、 会派保守連合は、 上記支出につき、 体調を崩し

　

たため自転車を駐輪したままにし、 翌日もバスで移動して市民と市政につ

　

いての意見交換を行った旨主張するところ、 同主張を前提にすると、 上記

　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

支出が政務活動に該当しないとは直ちにはいい難い。

　

原告らの主張立証を踏まえても、 経費の支出の対象となる行為がその客

　　　　　　　

．

　　

・

　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

観的な目的や性質に照らして政務活動との間に合理的関連性を欠くこと

　

をうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証されたとはいえないから、

上記支出が改正前使途基準に適合していない支出であるとは認められな

，
し、

。

　　　　　　　

，
１

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　

℃

オ

　

Ｈ １ ４ 一 ９ ９、 １ ０ ０

　

証拠 （甲１６の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 新井議員が、 タイムズ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
，

　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

１

　　

・

　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

下連雀第２５駐車場における、 ①平成２６年４月２７日午後３時５１分か

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

ら同月 ２８日午後９時１９分までの駐車場代 （Ｈ１４一９９）、 ②同日午

　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　

．

　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

後６時２３分から午後１１時５７分までの駐車場代 （Ｈ１４一１００） を

会派保守連合に対して経費として提出したことがそれぞれ認められる。

　　

′

　

会派保守連合は、 令和３年９月１６日付け第１準備書面において、 上記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

各支出につき、 東京都三鷹市 （以下 「三鷹市」 という。） の関係者から話

を聞くために会食し、 宿泊したために要した駐車場代である旨主張してい

たが、 当裁判所が、 令和４年４月１４日の第７回弁論準備手続期日におい

て上記①と②とで重なっている部分があることについて説明を求めたと

１５

２０

２５

、

　

２３８



ころ （第７回弁論準備手続調書９頁４参照）、 同年６月１６日付け第２準

備書面において、 ②については新井議員が白川議員に合流するように声を

かけたために要した経費であると主張を変更したものである。

　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

しかしながら、 会派保守連合の主張を前提とすると、 平成２６年４月 ２

８日、 白川議員は新井議員に声を掛けられて午後６時２３分に上記駐車場

に駐車し、 電車等を用いて三鷹市に向かったのに対し、 新井議員は同日午

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
，

　　　　　　

．

　　　　　　

１

後９時１９分には上記駐車場から発車させ、 白川議員は約２時間３０分後
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　

　

である同日午後１１時５７分に上記駐車場から発車したということにな

り、 不自然である。 また、 上記経緯を前提にすると、 白川議員が支払った

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●．

　　　　　　　　　　　　　

・

駐車場代につき、 新井議員が別の機会に領収書を受け取って自らの経費と

して提出したことになるが、 あえてそのような方法を採る合理的理由も見

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

′

当たらない。

　

被告及び会派保守連合の主張は、 新井議員が平成２６年４月 ２７日に三

鷹市に赴き一泊したという点では一貫しているから、 上記① （Ｈ１４一９

９） については改正前使途基準に適合していない支出であるとは認められ

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

・

　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

ない。 他方、 上記② （Ｈ１４一１００） については白川議員の支出である

とは認め難く、 新井議員の支出であるとも認められず、 他に会派保守連合

所属の議員が支出した経費であると認めるに足りる証拠もないことから、

改正前使途基準に適合・していない支出であると認められる。

１５

　　　　　　

改正前使途基準を

　

２。

　　　　　

力

　

▼Ｈ １ ４ 一 １ ０ ９

　

証拠 （甲１６の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 新井議員が、 日野駅前

パーキングにおける、 平成２６年７月 ２８日午後８時５３分から同日午後

１１時１４分までの駐車場代を、 会派保守連合に対して経費として提出し

たことがそれぞれ認められる。

　

原告らは、 新井議員が平成２６年７月 ２２日から２８日まで海外視察を

していたため上記支出は新井議員によるものではない旨主張するが、 新井

２５

２３９



　

議員の作成した 「調査研究活動視察報告書」（丙Ａ６），には、 海外視察は

　

同月 ２３日から２５日までである旨の記載があり、 帰国に要する時間を考

　

えても、 海外視察の事実と新井議員が上記支出をしたことが矛盾するとま

　

ではいえない。

　　

その他の原告らの主張立証を踏まえても、 経費の支出の対象となる行為

　

がその客観的な目的や性質に照らして政務活動との間に合理的関連性を

　

欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証されたとはいえな

　

いから、 上記支出が改正前使途基準に適合していない支出であるとは認め

　

られない

キ・

　

Ｈ １ ４ 一 １ ５ ０

　

′

　

証拠 （甲１６の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 新井議員が、 町田市民

　

病院における、 平成２，６年７月 ２６日午後１時０８分から同日午後１時５、

．０分までの駐車場代を、 会派保守連合に対して経費として提出したことが

　

それぞれ認められる。

　　

上記力及び上記（１）イ前で説示したとおり、 新井議員は、 平成２６年７月，

　

２ ２日から、 少なくとも同月２５日まではニューヨークに滞在していたの

　

であるから、 帰国に要する時間及び時差等を踏まえると、 新井議員が同月

　

２．６日午後１時頃に町田市民病院の駐車場を利用することは考え難い。

　　

したがって、 上記支出は新井議員によるものとは認められず、 他に会派

保守連合所属の議員が支出した経費であると認めるに足りる証拠もない

　

ことから、 改正前使途基準に適合していない支出であると認められる。

ク

　

Ｈ１４ 一 １ ５ ２、 １ ５３

　

証拠 （甲１６の１） によれば、 上記各支出に係る領収証の記載は必ずし

も鮮明ではないが、 会派保守連合一覧表 （駐車場代等） の、 Ｈ１４一１５

　

２、 １ ５３の 「会派保守連合の主張」 欄記載のとおり、 支出内容につき具

体的な主張がある。 これに対し、 原告らの主張を踏まえても、 経費の支出

．

　　　　　　　　

５

　 　　　　　
　

言 ノた，
〔

　

・

　

　

　　　　

　

　　　

　

１，５

２０

２５

２４０



ー二言１

　

ノ
，
、ゴー

　　　　

　

の，対象となる行為がその客観的な目的や性質に照らして政務活動との間

　

に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証

　

されたとはいえないから、 上記各支出が改正前使途基準に適合していない
支出であるとは認められない。

ケ． Ｈ１４一１６ ２

　

原告らは、‐平成２７年２月１５日に、 ホテル

　

ザ・エルシイで萩生田氏

の祝賀会があったこと （甲６４） を根拠に、 大西議員が同祝賀会に参加し
たことを前提に上記支出が政務活動費に該当しない旨主張するが、 大西議
員が同祝賀会に参加したことを認めるに足りる的確な証拠はなく、 また、
仮に同祝賀会に参加していたとしても、 政務活動には該当しないと認める
に足りる証拠もない。 したがって、 原告らの主張立証を踏まえても、 客観

的な目的や性質るこ照らして政務活動との間に合理的関連性を欠くととを
うかがわせる一般的、 外形的事実は認められないから、 上記支出は、 改正
前使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

　

Ｈ １ ５－２、 １４ ４

　　　　

・

　

証拠 （甲１７の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 会派保守連合は、 大西
議員が経費として提出した、 ①マイパーキング江の島についての、 平成２

８年２月１５日午後０時３３分から午後１時４１分までの駐車場代 （Ｈ１
５－２） と、 ②駐車場名不明の、 同日午後１時０９分から午後２時２３分
までの駐車場代 （Ｈ１５一１４４） を政務活動費として計上したことが認
められる。

１５

　　　　　　　　

、

　

コ

　　　

キー・

　　　　　

　　　

　

上記各支出に係る駐車の駐車時間が午後１時０９分から午後１時４１分
まで重なっていることからすれば、 大西議員が同時に駐車していたとは考
え難い。 他方、 大西議員がいずれについても支出していないと認めるに足

りる的確な証拠はないところ、 上記各支出はいずれも４００円と同額であ
ることから、 駐車場名が判明しているＨ１５－２を大西議員が支出したも

２５

２４１



　　　　　　　

のと認めるのが相当である。 また、 これについて政務活動との間に合理的

　　　　　　　

関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証されたと

　　　

′

　　　　

はいえないから、 上記支出が改正前使途基準に適合していない支出である

　　　　　

とは認められ ない。

　

５

　　　　　　　

Ｈ １ ５ 一 １ ４４については大西議員の支出とは認められず、 他に政務活

　　　　　

’動との間に合理的関連性があることを認めるに足りる証拠もないことか

　　　　　　　

ら、 改正前使途基準に適合していない支出であると認められる。

　　　　

サ

　

Ｈ １ ５ － １，２８

　　　　　　

・

　

証拠 （甲１７の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 大西議員が、 タイムズ
ｍ

　　　　

町田市役所の、 平成２７年６月２２日午前９時３ｏ分から午前，ｏ時
．
５６

　　　　　　

分までの駐車場代を、 会派保守連合に対して経費として提出したことが認

　　　　　

め ら れ る。

　　　　　　　

会派保守連合は、 上記支出は大西議員が議員用駐車券を忘れたために要

　　　　　　

したものであると主張するところ、 それを否定するに足りる的確な証拠は
１５

　　　　　

′ない。 仮に議員用駐車券を用いていれば無料であったとしても、 そのこと

　　　

・

　　　

によって上記支出と政務活動との間に合理的関連性を欠くことになると

　　　　　　

はいえない。 そのほか、 上記支出と政務活動との間に合理的関連性を欠く

　　　　　

ことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証されたとはいえないも

　　　　　　

したがって、 上記支出が改正前使途基準に適合していない支出であるとは
２０

　　　　　　

認 め ら れ な い。

１ン

　

日 １ ５ 一 １ ３５

　

Ｈ １ ５ 一 １ ７９ （上記（３）ウ） で説示したとおり、 平成２７年１１月１３
日午後７時から町田市立総合体育館でペスカドーラ町田の試合が行われ、
新井議員は、 その観戦のために同体育館第２駐車場の駐車場代を支出した
と認められ、 私的利用目的であることが推認される。 被告又は会派保守連
合は、 上記試合終了後はペスカ ドーラ町田のゼネラルマネージャーとも懇

２５

２４２



　　　　　　　

談を行って大型ビジョンの設置に関する要望を受けた旨主張するが、 Ｈ１

　　　　　　　

５ 一 １ ３ ５の駐車時間が同日午後６時１０分から同日午後８時５５分ま

　　　　　　　

で であり （甲１ ７の１）、 ペスカ‐ドーラ 町田の試合 が午後 ７時開始 で あっ

　　　　　　　

たこと、 試合終了後、 いっ、 どこでどのように上記要望を受けたかや要望

　

５

　　　　　　

を受けた経緯等の具体的事情が明らかではないことからすれば、 上記推認

　　　　　　　

を覆すに足りる的確な立証があるとはいえないから、 上記支出は改正前使

　　　　　　

途基準に適合していない支出であると認められる。

　　　　　　

ス

　

．Ｈ １ ６ 一 １ １ ３、 １ ４３、 １ ６ １、 １ ６

　

５、 １ ６６

　　　　　　　

証 拠 （甲 ６５） 及び弁論の全趣旨によれば、 白川議員は同窓会組織の会
Ｉｏ

　　　　　　

合に参加するために上記各支出をし、 同窓会の会長と懇親を深めるなどし

　　　　　　

たことが認められ、 幅広い世代や経験を有する人々と接触し、 様々な意見

　　　　　　

を聞くことが政務活動と合理的関連性を有することは否定し難く、 上記各

　　　　　　

支出が改正後使途基準に適合していない支出であるとは認められない。

　　　　

セ

　

Ｈ １ ６ 一 １ ７６から１７８まで

Ｉ５

　　　　　　　

証拠 （甲１８の１） 及び弁論の全趣旨によれば、 大西議員は、「ＴＰ玉川

　　　　　　

学園駐車場」 についての、 ①平成 ２８年５月 ２４、日午後２時１５分から午

　　　　　

後 ４ 時 ２２分まで （Ｈ１６一１７６）、 ②同日午後３時３５分から午後４

　　　　　

時１１分ま で （Ｈ１６一１ ７７）、 ③同日午後３時４７分から午後４時０

　　　　　　

８ 分 ま で （Ｈ １ ６ 一 １ ７８） の各駐車場代金を、 会派保守連合に対して経，
２ｏ

　　　　　　

費として提出したことが認められる。 会派保守連合は、 会派保守連合一覧

　　　　　

表 （駐車場代等） のＨ１６一１ ７６から１７８までの各 「会派保守連合の

　　　　　

主張」 欄記載のとおり、 大西議員が他の２人の議員に声をかけた結果生じ

　　　　　

た経費であると主張するが、 上記のとおり、 各入庫時刻及び出庫時刻はそ

　　　　　

れぞれ異なっているところ、 会派保守連合の上記主張を前提とすると、 大

　　　　

′

　

西議員が別の機会に他の２人の議員から領収書を受け取って自らの経費

　　　　　

として提出したことになるが、 当該議員の経費としてではなくあえて大西

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２４３



　

議員の経費とすることとした合理的理由は見当たらず、 そもそも、 大西議

　

員以外の２つの駐車場代が、 会派保守連合所属の他の議員の利用によるも

　

の，であると認めるに足りる的確な証拠もない。

　

以上によれば、 上記各支出のうち、 ２つについては大西議員又は会派保
守連合所属の他の議員による支出ではないと認められるが、 証拠上、 いず
れの駐車代について大西議員が支出したかの認定をすることは困難であ
る。 そこで、 最も少ない支出額であるＨ１６一１７８を大西議員が支出し
たものと認め、 Ｈ１６一１７ ６、 １ ７７については大西議員が支出したも
のとは認めず、 政務活動費を充当することは許されないと解するのが相当
である。

　

その他の原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出につき、 政務活動
との間の合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的な事実の
主張立証がされたとは認め難いから、 上記各支出は、 改正後使途基準に適
合していない支出であるとは認められない。

Ｈ１６ 一 １ ７ １

１０

　

　

　　

　　

　　

　

　

‘

　　

．

　　　

ｔ

　　　

ｔ

１５

　　　　　　

ソ

　　

原告らは、 平成２８年９月１４日の駐車場代が、 同月１０日及び１１日

　

に開催されたイベントの打合せのために利用されることはあり得ない旨主

　

張するが、 イベント実施後の問題点や来年に向けての打合せを行う，ことは

　

あり得る。 その他の原告らの主張立証を踏まえても、 上記支出が改正後使

　

途基準に適合していない支出であるとは認められない。
タ

　

その他の支出 （Ｈ１４一８６ ～ ９ １、 ９ ３、 ９ ４、 ９ ６ ～ ９ ８、 １ ０ １

　

）^１ ０８、 １ １ ０ ）^１ １ ３、 １１５ ）^１ ２８、 １ ３ ０へ １４ ５、 １ ４

　

７、

　

１ ５ １、 １５４、 １ ５

　

５、 １ ５

　

７ ）^１ ６ １、 １ ６

　

３ Ｙ^１ ６

　

５、 １ ６

　

７ ）^１

　

７，４、 １ ７６ ）^２ ０５、 ２ ０

　

７ ）^２ １ １、 ２１３、 ２ １４、 ２１６ ）^２ ３

　

７、 Ｈ １ ５ － １、 ３ ｝^１ ０、 １ ６ ）^５ ２、 ５４ ）^５ ６、 ５８ ）^８

　

３、 ８６

　

↓^１ ０ １、 １ ０５、 １ ０６、 １ １ ０ ｝^１ ２．０、 １ ２ ２、 １ ２ ４｛）１ ２

　

７、

　　　　

２０

２５

２４４



　　

１ ２

　

９、 １ ３

　

０、 １′３

　

７、 １ ３

　

８、 １４ ０ ）^１ ４２、 １ ４

　

５、 １ ４

　

６、 Ｈ

　　

１ ６一６ １‐ ）^８ ４、 ８

　

８ ）^１ ０

　

９、 １１ ２、 １１４ ）^１ １ ７、 １２ １ ）^１

　　　

２ ５、 １ ２

　

７ ）^１ ３ １、 １ ３３ ）^１ ４ ２、 １ ４ ４ ）^１ ５ １、 １ ５４、 １ ５

　　　

５、
．１ ５ ７ ）^１ ６

　

０、 １ ６ ２ ）^１ ６４、 １ ６

　

７、 １ ７ ０、 １ ７４、 １ ７５、

　

１ ８ ９ ～ １ ９ １、 １ ９ ３ ～ １ ９ ６）

　

、

　　

原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出につき、 政務活動との間の

　

合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的‘

　

外形的な事実の主張立証

　

がされたとは認め難く、 上記各支出が本件各使途基準に適合していない支

　

出であるとは認められない。

） 研修費に係る支出

　

本件各使途基準においては、「研修・研究・会議費」 について、「会派が研

修会等を開催するために必要な経費、 他団体が開催する研修会、 講習会等へ
の参加に要する経費及び会派が行う調査研究のための調査委託に必要な経
費」 とされている。

′、
′′ーー

Ｉｏ

　　　

（６）

　 　

　

　　　
　

ｔ： ．ト，

ア

　

Ｈ １ ５ 一 ３ ２ １、 ３ ２２ （セミナーの施設利用料等）
１５

例

　

証拠 （甲１７の２） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出は、「保
守連合吉田つとむ事務所」 が主催した第３１回市民向けのセミナー 「戦
時中に作られた珍しい映像作品を見る」、 第３２回市民向けのセミナー

　

「平成２８年度市議会開催について、 他」 の施設使用料に係るものであ
ること、 いずれのセミナーについても、「セミナー開催のご案内」 と題す

る書面において、「吉田つとむの主催行事＆参加行事〈主催行事＆参加行
事のお誘い，。 どうぞ、 お気軽にご参加ください＞」、「主催：町田市議会議

員

　

吉田つとむ事務所」 との記載があることが認められることからすれ
ば、 上記各セミナーを開催した主体は吉田議員個人と解するのが自然で
ある・ようにも思える。

２０

２５

”） 他方、 前説示のとおり、 一般に、 会派は、，議会の内部において議員に

２４５

　　　　　　　　　　　

，

　　

，



′より組織される団体であり、 その内部的な意思決定手続等に関する特別

　

の取決めがさ，れていない限り、会派の代表者が会派においてした行為は、
会派自らがした行為と評価されるものであるから、 本件各使途基準のい

　

う 「会派が研修会等を開催するために必要な経費」 には、 会派がその名
において自ら行うもののほか、 会派の所属議員等にこれを委ね、 又は所
属議員による研修会等の開催を会派のためのものとして承認する方法に
よって行うものも含まれると解すべきである。

　

証拠（甲５。枝番号を含む。）及び弁論の全趣旨によれば、会派保守連
合においては、 内部的な意思決定手続に関する特別の取決めはなく、 平
成２６年度から平成２９年度まで会派保守連合の会派代表者であった新
井議員が・、 平成２７年度の収支報告書にＨ１５一３２１及び３２２の支 、
出を計上していることからすると、 新井議員が会派保守連合の代表者と
して上記各支出を会派のためのものとして承認したと認められる。

　

また、 甲１７の２によれば、 上記各セミナーについての案内文書にお
いて、「主催：吉田つとむ事務所

　

後援会の活動に関しては、基本的には
別のスタイルで実施します」、「町田市議会議員 保守連合

　

吉田つとむ
事務所」、第３２回市民向けのセミナーの案内文書に「報告者

　

市議会議・

員

　

吉田つとむ（保守連合）」と記載されていることが認められることか
らすると、 会派として市民からの意見の聴取や市民に対する議会の報告
を行っていた側面があったともいえる。

５

１０

１５

２０

（勃

　

したがって、 上記各支出は、「会派が研修会等を開催するために必要

　

な経費」 と認めるのが相当であり、 改正前使途基準に適合していない支
出であるとは認められない。

イ

　

Ｈ １ ５ 一 ３ ２ ３、 Ｈ １ ６ 一 ３ ３６ （「ぞっこん町田’ ９８」 サポーターズ

クラブの会費）２５

証拠 （甲１７の２、 甲７５） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出は

　　　　　　　　　　　　　　

２４６



　

よさこいチーム 「ぞっこん町田’ ９８」 のサポーターズクラブの年会費に

　

係るものであること、 同チームは町田市を盛り上げるために町田市、 町田

　

商工会議所及び町田青年会議所を中心に踊りを中心とした新しい祭りを

　

検討する組織の立ち上げに伴い召集されたものであり、 町田市内の祭りや

　

イベントにおいての地域活性化活動、 各地で町田市のＰＲ活動等をしてい

　

ること、 サポーターズクラブメンバーは、 会費として年間１ロ１万円以上

　

を支払うものとされているものの、 上記メンバーには同チームが開催する
研修会や講習会等への参加資格があると認めるに足りる証拠はなく、 また、
会派保守連合又は新井議員が同チームに対して調査研究のための調査を
委託したという事情もないことからすれば、 上記各支出は 「会派が研修会
等を開催するために必要な経費、 他団体が開催する研修会、 講習会等への
参加に要する経費及び会派が行う調査研究のための調査委託に必要な経
費」 に該当するとは認められず、 改正前使途基準に適合していない支出で
あると認められる。

　　　　　　

，

　　　　　

、

　　

ｉ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

Ｈ １ ６ 一 ３ ３７ （都民ファーストの会主催の勉強会）

　

証拠 （甲１８の２） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出は、 小池百合
子政経塾・希望の塾の入塾料・受講料５万円と振込手数料３２４円の合計
額であること、 新井議員の受講した勉強会は、 東京都知事や豊島区長が地
方自治の実態等につき講演をする内容が含まれることが認められる。 そう
すると、 上記支出は 「他団体が開催する研修会、 講習会等への参加に要す
る経費」 に該当するから、 改正後使途基準に適合していない支出であると
ば認められない。

１０

１５

　　　　　

ウ

　

原告らは、 上記研修への参加自体が政治活動としての意味を持つとして
研修費には該当・しない旨主張するが、 上記勉強会は、 上記説示のとおり、
地方自治の実態等に関する講演が含まれるものであり、 上記勉強会を受講
することと、 議員としての活動との間には合理的関連性が認められるから、

２４７



　

原告らの上記主張を採用することはできない。
エ

　

Ｈ １ ７ － １ か ら ３

　　　　　　　

証拠 （甲１９の２） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出は、 平成２

　　　　　　

９年６月１日に、「町田市議会議員 （議長）

　

吉田つとむ （保守連合）」 が
５

　　　　　　

開 催 した 第 ３３回セミナーのために支出された講師の宿泊代、 講師謝金・

　　　　　　

交通費、 施設使用料であり、 「地場小売業・商店街の繁盛店づくり－お金

　　　　　　

を掛けずに売れない売り場を売れる売り場に－」 をテーマとして、 商業コ

　　　　　　

ンサルタントであり佐賀県において有限会社を経営する武雄信夫氏を講

　　　　　

－

　

師としたものであること、 案内文書に記載されている主催者は 「町田市議
Ｉｏ

　　　　　　

会

　

保守連合会派

　

吉田つとむ事務所」 とされていること、 上記ア”）と同

　　　　　　

様、 新井議員 が平成２９年度の支出報告書に上記支出を計上する形で承認

　　　　　　

していることが認められる。 そうすると、 上記各支出は、「会派が研修会

　　　　　

等を開催するために必要な経費」 に該当すると認めるのが相当であり、 改

　　　　

－

　

正後使途基準に適合していない支出であるとは認められない。
，５

　　　

（７） 資料購入費に係る支出 （Ｈ１４一３５ ２ ～ ３ ５ ５、 Ｈ １ ５ 一 ３ ２４ ～ ３ ２
８、 Ｈ １ ６ 一 ３ ３ ８ ～ ３ ４ ３、 Ｈ １ ７ 一 ７ ５ ～ ７７）

　　　　　　

証拠 （甲１６ の２、 甲１７の３、 甲１８の３及 び甲１９の３） 及 び弁論の

　　　　　

全趣旨によれば、 上記各支出は、 いずれも、 平成２６年度から平成２９，年度

　　　　　

．までに、 会派保守連合に所属する議員が一般新聞の購読のために支出した費
２ｏ

　　　　　

，用 であることが認 められる。

　　　　　　

上記３（６）ア例のとおり、 一般新聞の購読は、 市政に関連する政務活動とし

　　　　　

て必要性及び合理性が認められるというべきであり、 同時に複数の新聞を購

　　　　　

読している場合についても、 同じく必要性及び合理性が認められる。

　　　　　

原告らは、 大西議員、 新井議員及び吉田議員の一般新聞の購読の契約住所
２５

　　　　　

が後援会事務所所在地として政治団体登録されていたことを必要性及び合理

　　　　

．性を否定する根拠として挙げるが、 大西議員及び吉田議員については自宅と

　　　　　　　　　　　　　　　

２４８



後援会事務所を兼ねているところ（弁論の全趣旨）、自宅が後援会事務所を兼
ねていることにより市政に関連する政務活動としての必要性及び合理性が失
われるものではなく、 原告らの上記主張を採用することはできない。 また、
新井議員については、 自宅と後援会事務所とが異なっていたと，しても、 後援
会事務所で一般新聞の購読をすることが政治活動に該当するとは直ちにはい
えず、 政務活動としての必要性及び合理性が失われるということはできない

．から、 原告らの上記主張を採用することはできない。

　

したがって、 上記各支出は、 本件各使途基準に適合していない支出である
とは認められない。

，。

　　　

｛８） 広報費に係る支出

ア

　

意見広告に係る支出 （Ｈ１４一３５ ６、 Ｈ １ ５ 一 ３ ２ ９、 Ｈ １ ６ 一 ３４

５、 Ｈ １ ７ 一 ５５）

げ） 上記３（７）ウ前と同様く 意見広告に係る支出については、 当該会派と し

　

ての意見を広報する一環としての意見広告の範囲を超えていなければ、

　

本件各使途基準に適合していない支出であるとは認．められない。
”） 証拠 （甲１６の３、 甲１７の４、 甲‐１８の４、 甲１９の４） 及び弁論

　

の全趣旨によれば、 上記各支出は、 会派保守連合が平成２６年度から平

　

成２９年度まで、武相新聞に対し意見広告代を支出したものであること、

　

平成２６年度の意見広告の内容は、「税（判読不可能）に向け、野津田公

　

園内に入浴施設とスポーツ施設を備えた 「クアハウス」 設置を主張！

　

！

　

平成２６年第３回定例会において、『朝日新聞に対、し「慰安婦報道」に関

　

する誤報についての謝罪と国連の人権に関わる機関等への訂正を求める

　

決議』を主導し可決！

　

！・ 町田市議会保守連合」、平成２７年度の意見広

　

告の内容は、「税収増になる、野津田公園内に入浴施設を備えた民間設置

　

の 「クアハウス」 の住民請願が採択された

　

「保守連合」 は政党に所属

　

しない保守系無所属の市議会議員が参画する会派です。 市民の多様な意

１５

　　　　　　

２０

２５

２４９

　　　　　　　　　

，



　

見を聴き、保守の立場で提案を行います。

　

町田市議会保守連合」、平成

　

２８年度の意見広告の内容は、「市職員等の給与を計８，６３０万円引き上げ

　

る条例案に反対！様々な予算を削る中での公務員給与の引き上げは許さ

　

ない！

　

町田市議会保守連合」、 平成２９年度の意見広告の内容は、「税

　

金を一円も使わずにクアハウス （温泉利用の健康増進施設） まもなく実

　

現！職員給与の引き上げに町田市議会で唯一、Ｊ会派全員が反対！

　

町田

　

市議会保守連合」 であることが認められ、 その内容が会派保守連合とし

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　

ての意見を広報する一環としての意見広告の範囲を超えているとはいえ

　

≠ し、
。

　　

以上からすれば、 上記各支出は、 本件各使途基準に適合していない支

　

出であるとは認められない。

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●
，

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　

報告書等の印刷代等に係る支出

　

上記３（７）エと同様、 報告書等の印刷代等については、 その記載内容等を

踏まえて本件各使途基準の定める広報費に該当するか否かを検討し、 選挙

に向けての得票活動に係る記載がある場合には、 その記載内容に応じ、 そ

の一部又は全部につき本件各使途基準に適合していない支出であると認
めるのが相当である。

・

　

１０

イ

」；ミニ
　

　　　　　

　

　　　　

１５

げ） Ｈ１６一３４４

　

証拠 （甲１８の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 新井議員が、 平成２

８年１１月 ２４日に、 同年の活動報告を記載したはがきを郵送するため

に上記支出をしたこと、 同はがきには新井議員の会派保守連合の代表と

しての活動内容の記載があることがそれぞれ認められる。

　

原告らの主張立証を踏まえても

　

上記支出と、 政務活動との間に合理

的関連性を欠くことをうかがわせる 般的、 外形的事実が主張立証され

たとはいえないから、 上記支出が改正後使途基準に適合していない支出

であるとは認められない。

２０

２５

２５０



”） Ｈ１７」４ ９、 ５ ０

　　

証拠 （甲１９の４、 丙Ｂ２～１０） によれば、 吉田議員が、 平成２９

　

年１１月 ２９日に市議会報告 （平成２９年１１月号秋号） の印刷代とし

　

て ２ ２万７２３２円 （うち４３２円手数料） 及び１７万８６３２円 （う

　

ち４３２円手数料） を支出したこと、 吉田議員は定期的に市議会報告を

　

発行していたこと、 市議会報告 （平成２９年１１月号秋号） には吉田議

　

員の活動内容が記載されているが、 選挙のための得票活動を疑わせる記

　

載はなく、 原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出と、 政務活動と

　

の間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主

　

張立証されたとはいえない。

　　

したがって、 上記各支出が改正後使途基準に適合していない支出であ

　

るとは認められない。

　　

・

け） Ｈ１７一５ ２、 ５ ３、 ６ ７、 ６ ８、 ７ ０、 ７ １

　　

証拠 （甲１９の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出に係るチ

　

ラシの請求書は平成２９年１２月から平成３０年１月付けであること、
同チラシには新井議員のプロフィールに加え、「約１６年間で約２５億円
のコスト削減・財源捻出という確かな実績！」、「新井よしなおのやりた

いこと

　

それはこれから町田市が直面する課題を『解決』すること」、「そ
の仕事はまだ道半ばです。 持続して発展する町田市を創る仕事を、 引き
続き「新井よしなお」にさせてください。」 との記載があること、 平成３

０年２月に町田市議会議員選挙の実施が予定されていたことが認められ

ることからすれば、 上記各支出は

　

町田市議会議員選挙に向けた得票活
動に係るものであると認められ、 そうすると、 上記各支出と、 政務活動
との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が

１０

１５

２０

　

２５

　　　　　　　

主張立証されたといえる。 これに対し、 被告又は会派保守連合において

これを覆す適切な立証は行われていない。

２５１



　　　　　　　

． したがって、 その記載内容に鑑み、 上記各支出の全額につき改正後使

　　　　　　　　

途基準に適合し′ていない支出であると認めるのが相当である。

　　　　　

回

　

Ｈ １ ７ 一 ５ ４、 ５ ７、 ５ ８

　　　　　　　　

証拠 （甲１９の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出に係るチ

５

　　　　　　　

Ｌラ シの請求書は平成 ２９年１２月から平成３０年１月付けであること、

　　　　　　　

同チラシには、１枚目冒頭に大きく、「皆さんが納められた税金２５億円

　　　　　　　

以上のムダ使い削減や財源づくりをした市議会議員をご存じですか？他

　　　　　　　

の議員と実績をぜひ比べてみてください」 との記載があり、 新井議員の

　　　　　　　

写真に吹き出しの形で、「平成１４年から４期１６年の間に、行財政改革、

Ｉｏ

　　　　　　

や町田市民病院改革 （中略） 様々な分野について議会で取り上げ、 多く

　　　　　　　

の実績 をあげてきま した。」 との記載があること、 平成 ３０年２月町田市

　　　　　　

議会議員選挙の実施が予定されていたことが認められることからすれば、

　　　　　　

上記各支出は、 町田市議会議員選挙に向けた得票活動に係るものである

　　　　　　

、と認められ、 上記各支出と、 政務活動との間に合理的関連性を欠くこと

，５

　　　　　　　

をうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立証されたとい，える。 これに

　　　　　　

対し、 被告又は会派保守連合においてこれを覆す適切な立証は行われて

　　　　　　　

し・≠まし、
。

　　　　　　　

したがって、 その記載内容に鑑み、 上記各支出の全額につき改正後使

　　　　　　

途基準に適合していない支出であると認めるのが相当である。
２０

　　　　　　

㈲

　

日 １ ７ 一 ５ ６

　

証拠 （甲１９の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記支出に係るチラ

シの請求書は平成３０年１月１１日付けであること、 上記支出に係るチ

ラシには、新井議員の玉川学園地域に関する活動内容の記載があり、「４
期・１６年の間、玉川学園地域の発展のために尽力してきました。」、「生ま

れ育ったまち、 玉川学園」、「任期中に様々なお話をいただき、 行動して

きました。」 との記載があり、「新井よしなおさんを応援しています。」 と

２５

２５２



の都議会議員の写真付きのコメ ントが記載されていること、 平成３０年

／

　

２月町田市議会議員選挙の実施が予定されていたことが認められること

からすれば、 上記各支出は、 町田市議会議員選挙に向けた得票活動に係

るものであると認められ、 上記各支出と、 政務活動との間に合理的関連
性を欠くことをうかがわせる一般的、，外形的事実が主張立証されたとと

いえる。 これに対し、 被告又は会派保守連合においてこれを覆す適切な
立証は行われていない。

　　　　　　　

Ｌしたがって、 その記載内容に鑑み、 上記各支出の全額につき改正後使

　　　　　　

途基準に適合していない支出であると認めるのが相当である。
，。

　　　　　

防） Ｈ １ ７ 一 ５ ９、 ６ ０、 ６ ６

　

証拠 （甲１９の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出に係るチ

ラシの請求書は平成３０年１月付けであること、 同チラシは、 新井議員

の活動内容の記載があり、「２５億円以上のムダ削減実績や他の活動の詳
細は別の活動報告に掲載しております。 ご連絡をいただければお届けに
あがります。下記事務所までお気軽にご連絡ください。」との記載がある
こと、「新井よしなおさんを応援しています。」、との都議会議員の写真付

きの，コメントが記載されていること、 平成３０年２月町田市議会議員選
挙の実施が予定されていたこ・とが認められることからすれば、 上記各支

出は、 町田市議会議員選挙に向けた得票活動に係るものであると認めら

れ、 上記各支出と、 政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかが
わせる一般的、 外形的事実が主張立証されたといえる。 これに対し、 被

告又は会派保守連合においてこれを覆す適切な立証は行われていない。

　

したがって、 その記載内容に鑑み、 上記各支出の全額につき改正後使
途基準に適合していない支出であると認めるのが相当である。

Ｈ１７一６ １、 ６

　

９

２０

２５

　　　　　　

鞘

証拠 （甲１９の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出に係るチ

２５３

　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

，



　　　　　　　

ラ シの請求書は平成 ３０年１月付けであること、 同チラシには、 冒頭の

　　　　　　　　

「新井よしなお」 の文字の下に「応援しています。」 との都議会議員の写

　　　　　　　

真付きのコメントが記載されていること、「今回は新井よしなおがこれま

　　　　　　　

で取り組んできた内容をお伝えいたします。 前回選挙公約の進捗報告、
５

　　　　　　　

２ ５億の削減詳細は別の活動報告に載せています。」との記載があること、

　　　　　　

′

　

平 成 ３０年２月に町田市議会議員選挙の実施が予定されていたことが認

　　　　　　　

められることからすれば、 上記各支出は、 町田市議会議員選挙に向けた

　　　　　　　

得票活動に係るものであると認められ、 上記各支出と、 政務活動との間

　　　　　　　

に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が主張立

　

，ｏ

　　　　　　　

証されたといえる。 これに対し、 被告又は会派保守連合においてこれを

　　　　　　

覆す適切な立証は行われていない。

　　　　　　　　

したがって、 その記載内容に鑑み、 上記各支出の全額につき改正後使

　　　　　　

途基準に適合していない支出であると認めるのが相当である。

　　　　　　

抄） Ｈ １ ７ 一 ５ １、 ６２から６５ま で、 ７２

１５ 旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ゃ

　　

コ

　

証拠 （甲１９の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 上記各支出は、 上記
げ）ない，し鮒のチラシ等の郵送代等であると認められるところ、 上記げ）な
いし㈲の各支出はいずれも改正後使途基準に適合していない支出である
から、 そのための郵送代等についてもその全額につき、 改正後使途基準
に適合していない支出であると認めるのが相当である。
大西議員に係る支出 （Ｈ１７一７３、 ７４）

２０

　　

′

　　　

ウ

証拠 （甲１９の４） 及び弁論の全趣旨によれば、 大西議員は、 チラシの
ポスティング等の代金として、 平成３０年２月 ４日に２１万５２５０円、
同年３月５日に２３万５１０５円を支出したこと、 当該チラシ（平成２９
年１２月１０日号） には、 選挙活動に向けての得票活動に係る記載は見当
たらないことからすれば、原告らの主張立証を踏まえても、上記各支出と、
政務活動との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的

２５

２５４



事実が主張立証されたとはいえない。

　

したがって、 上記各支出は改正後使途基準に適合していない支出である
とは認められない。

（９） 通信運搬費に係る支出

５‐

　　　　

ア

　

はがき代等に係る支 出 （Ｈ１４一３５ ７ ～ ３５９）

　　　　　　

－ 証拠 （甲１６の４、 丙ＡＩＯ） 及び弁論の全趣旨によれば、 会派保守連

　　　　　　

合が、 会派保守連合一覧表 （通信運搬費） 欄の、 Ｈ１４一３５７から３５

　　　　　　

９までの各 「支出日」 欄の各支出日の、 同 「支出内容」 欄の支出内容に係

　　　　　　

る同 「支出金額」 欄記載の費用を通信運搬費として計上したこと、 新井議
１０

　

．

　　　　

員 は 平 成 ２７年１月 ７日に郵便局において５０円はがき４６０枚 （２万３

　　　　　　

０ ００円）を５２円はがき４′５０枚（２万３４００円）と交換し、その際、

　　　　　　

交，換 手 数 料 ２３００円と交換差金 （５０円はがき４６０枚と５２円はがき

　　　　　　

４ ５０枚の差額４００円） の合計２７００円を支払ったこと、 平成２７年

　　　　　　

１月 頃に、 新井議員 が 平成２６年の活動報告を記載したはがきを送付した
１５

　　　　　　

こ と が 認 め ら れ る。

　　　　　　

げ） 上記認定事実によれば、 新井議員は、 平成２７年１月 ７日、 保有して

　　　　　　

い た ５ ０円はがき４６０枚 （２万３０００円） を５２円はがきと交換し

　　　　　　

た も の で あ り、 ５２円はがきの購入のために現金２万３４００円を支出

　　　　　　

したものではないこと から、 Ｈ１４一３５９の支出は実態のないもので

　　　　　　

あり、 政務活動費を充当することは許されない。

　

これ に対 し、 Ｈ１４ 一３５８は、 上記はがき交換の差額のために生じ
た交換手数料と交換差金であるところ、郵便料の改定に伴いはがきを交
換することは社会的に合理性があるから、改正前使途基準に適合してい
ない支出であるとは認め られない。

‐

２５

　　　　　

（わ 原告らは、．上記各支出により購入したはがきを郵送した事実が確認で
きない旨主張するが、 新井議員が活動報告を記載したはがきを送付した

　　　　　　　　　　　　　　

２５５



　　

時期と上記各支出日が近接していることからすれば、 Ｈ１４一３５７で

　　

購入 したはがき及 びＨ１４一３５８で交換したはがきはいずれも新井議

　　

員の活動報告のために用いられたと認めるのが相当である。

　　　

そのほか、 原告らの主張立証を踏まえても、 上記各支出と、 政務活動

　　

との間に合理的関連性を欠くことをうかがわせる一般的、 外形的事実が

　　

主張立証されたとはいえない。

　　　

した が っ て、 Ｈ １ ４ 一 ３ ５ ７、 ３ ５８の各支出は、 改正前使途基準に

　

適合していない支出であるとは認められない。
・

イ

　

新井議員の通信費に係る支出 （Ｈ１４‐ｒ３６ ０、 Ｈ １ ５ 一 ３ ３ ０、 Ｈ １

　

６ 一 ３ ４・７、 Ｈ １ ７ 一 ７８）
．

前

　

平成２７年度及び平成２８年度の通信費に係る支出 （Ｈ１５一３３ ０、

　

Ｈ １ ６ 一 ３４７）

　

ａ

　

証拠 （甲１７の５、 甲１８の５） によれば、 新井議員が平成２７年

　　

度及び平成２８年度に実際に支出した通信費の金額は、 別表ＨＩ－ １

　　

及び別表ＨＩ－２の各 「議員の実際の支出金額」 欄のとおりであるこ

　　

とが認められる。

　　　

．原告らは、 固定電話番号の所在地は新井議員の後援会事務所所在地

　　

と同一であるとして固定電話の利用料金等に政務活動費を充当するこ

　　

とは許されない旨の主張をするが、 丙ＡＩＩ；こおいて同番号は事務所

　　

問合せ先の番号とされていること、 そのほか同番号が政務活動の目的

　　

で使用されていなかったと認めるに足りる的確な証拠はないこと、 －

　

般的に議員の活動が広範に及ぶことを考慮すると、 原告らの上記主張

　

を採用することはできない。

　

ｂ

　

一方、 新井議員の通信機器の使用実態について客観的に認定する

　　

に足りる証拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務

　　

活動のためだけではなく、後援会活動、政党活動その他の政治活動、

１０

１５

２０

－

　　　　　　　　　

２５

２５６



　　　　　　　　　

私的活動のために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、

　　　　　　　　　

新井議員が通信費として支出した金額の２分の１ （別表Ｈ１、－１及

　　　　　　　　　

び 別 表 Ｈ Ｉ－２の各 「裁判所の認定する適法支出額」 記載の金額）

　　　　　　　　　

の限度で本件各使途基準に適合している支出であると認めるのが相‐

　

５

　　　　　　　　　

当であり、 会派保守連合が政務活動費を違法に充当した額は、 別表

　　　　　　　　　

Ｈ Ｉ －１及び別表ＨＩ－２の各 「裁判所の認定する違法支出額」 欄

　　　　　　　　

記載のとおりと認 めるのが相当である。 ‐

　　　　　　

”）－

　

平 成 ２９年度の通信費に係る支出 （Ｈ１７一７８）

　　　　　　　　

証拠 （甲１９の５） によれば＼

　

新井議員が平成２９年度の実際に支出
，ｏ

　　　　　　　

した通信費等の金額は、 別表ＨＩ－３の 「議員の実際の支出金額」 欄の

　　　　　　　

と お り で あ る こ と、 ａｕ電話料金の明細は明らかではなく、 同料金の案

　　　　　　

・ 内 文 書 に は 「ａｕ合計台数２台」 と記載されていることが認められる。

　　　　　　　　　

上記認定事実及 び別表ＨＩ－３の「議員の実際の支出金額」欄の「ａ

　　　　　　　

ｕ 電話料金」 欄 の金 額がいずれ も２万６ ０００円を超えており高額で
，５

　　　　　　　

あることを併せ考えると、 新井議員の電話料金以外の金額が含まれて

　　　　　　　

いると認めるのが相当である。 新井議員の電話料金の金額を認めるに

　　　　　　　

－足りる証拠 はない が、 裁判所が平成 ２７年度において適法と認める携

　　　　　　　

帯電話利用 分 （ＫＤＤＩ利用分） 合計６万６１６７円 （１３万２３３

　　　　　　　　

４ 円 × １／２） と 平 成 ２８年度において適法と認める携帯電話利用分合
２ｏ

　　　　　　　　

計 ７ 万 ６ ６１４円 （１５万３２２７円×１／２） の平均値である７万１

　　　　　　　

３ ９０円の限度で改正後使途基準に適合している支出と認めることと

　　　　　　　

し、 それを前提に認定する適法支出額は別表ＨＩ－３の 「裁判所の認

　　　　　

．

　

定する適法支 出額」 欄記載のとおり、 ８ 万５６４６円と認めるのが相

　　　　　　　

当であり、‐会派保守連合が政務活動費を違法に充当した額は、 別表Ｈ

２５

　　　　　　　

１－３の 「裁判所の認定する違法支出額」 欄記載のとおりと認めるの

　　　　　　

が 相 当 で あ る。

２５７

　　　　　　　

′



（坊

　

平成２６年度の通信費に係る支出 （Ｈ１４一３６０） について

　　　

証拠（甲１６の４）及び弁論の全趣旨によれば、 会派保守連合が平成２

　　

７年４月 ３０日付けで作成した平成２６年度の通信費の支払証明書には、

　　　

「新井議員

　

１５，０００円×１２ヶ月 ＝１８０，０００円」 との記載があるのみで

　　

あること、 大西議員、 吉田議員及び白川議員についても同様の記載があ

　　

ることが認められ、 新井議員が通信費として実際に支出した金額やその

　　

内訳を認めるに足りる証拠はない。 また、 新井議員の上記通信機器の使

　　

用実態について客観的に認定するに足りる証拠ないし事情が見当たらず、

　　

議員の広範な活動に鑑みれば、 当該通信機器の使用が政務活動のためだ

　　

けではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的活動のため

　　

に使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 その２分の１であ

　　

る９万円の限度で改正前使途基準に適合している支出であると認めるの

　

が相当である。

　　　

したがって、 上記支出のうち、 会派保守連合が政務活動費を違法に充

　

当した額は、 会派保守連合の計上した支出金額１８万円から上記９万円

　

を控除した金額である９万円と認めるのが相当である。
ウ

　

大西議員の通信費に係る支出 （Ｈ１４一３６ １、 Ｈ １ ５ 一 ３ ３ ２、 Ｈ １

６ 一 ３ ４６）

げ） 平成２６年度の通信費 （Ｈ１４一３６１）‐

　　

上記イ（功と同様、 平成２６年度に大西議員が通信費として実際に支出

　

した金額やその内訳を認めるに足りる証拠はなく、 大西議員の上記通信

　

機器の使用実態について客観的に認定するに足りる証拠ないし事情が見

　

当たらず、 議員の広範な活動に鑑みれば、 当該通信機器の使用が政務活

　

動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的

　

活動のために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 その２

　

分の１である９万円の限度で改正前使途基準に適合している支出である

／′′、ーー

　

＼

１０

ｔ

　　　　　　

ｌ

　　　　

１５

２０

２５

２５８



と認めるのが相当である。

　　　　　　　　　

したがって、 上記支出のうち、 会派保守連合が政務活動費を違法に充

　　　　　　　　

当した額は、 会派保守連合の計上した支出金額１８万円から上記９万円

　　　　　　　　

を控除 した金額である９万円、と認 めるのが相 当である。

　

、５

　　　　　　

”） 平 成 ２７年度の通信費 （Ｈ１５一３３２） 及び平成２８年度の通信費

　　　　　　

（Ｈ １ ６ 一 ３４６）

　　　　　　　　

ａ

　

証拠 （甲１７の５、 甲－１８の５） によれ ば、 大西議員が平成 ２７年

　　　　　　　　　

度 及 び 平 成 ２８年度に実際に支出した通信費の金額は、別表Ｈ ２ － １

　　　　　　　　

及び２－２の各 「議員の実際の支出金額」 欄のとおりであることが認
ｌｏ

　　　　　　　　　

め ら れ る。

　　　　　　　　　

原告らは、 大西議員の個人宅が後援会事務所と兼ねているために固

　　　　　　　　

定電話料金に政務活動費を充当することが許されない旨の主張をする

　　　　　　　　

が、 上記固定電話が政務活動の目的で使用されていなかったと認める

　　　　　　　　

に足りる的確な証拠はないこと、 一般的に議員の活動が広範に及ぶこ

Ｉ５

　　　　　　　　

と を考慮すると＼

　

原告 らの上記主 張を採用することはできない。

　　　　　　　

ｂ

　

一方、 大西議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに

　　　　　　　

． 足りる証拠ないし事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が政務活動

　　　　　　

′

　

のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治活動、 私的

　　　　　　　

活動のために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、 大西

２ｏ

　　　　　　　　

議員が通信費と して支出 した金額の２分の１ （別表Ｈ２ １及び別表

　　　　　　　

Ｈ２－２の各 「裁判所の認定する適法支出額」 記載の金額） の限度で

　　　　　　　

本件各使途基準に適合している支出であると認めるのが相当であり、

　　　　　　　

会派保守連合が政務活動費を違法に充当した額は、 別表Ｈ２－１及び

　　　　　　　

別表Ｈ２－２の各 「裁判所の認定する違法支出額」 欄記載のとおりと

２５

　　　　　　　　

認 め る の が 相 当 で あ る。

吉田議員の通信費に係る支出（Ｈ１４一３６ ２、 Ｈ １ ５ 」 ３ ３ １、 Ｈ
エ

２５９



１ ６ 一 ３ ４ ９、 Ｈ １ ７ 一 ７９）

げ） 平成２６年度の通信費 （Ｈ１４一３６２）

　　

上記イ｛ウ）と同様、 平成２６年度に吉田議員が通信費として実際に支

　

出した金額やその内訳を認めるに足りる証拠はなく、 吉田議員の上記
通信機器の使用実態について客観的に認定するに足りる証拠ないし事
情が見当たらず、 議員の広範参活動に鑑みれば、 当該通信機器の使用
が政務活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治
活動、 私的活動のために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮す
ると、

－その２分の１である９万円の限度で改正前使途基準に適合して
いる支出であると認めるのが相当である。

　

し・たがって＼ 上記支出のうち、 会派保守連合が政務活動費を違法に
充当した額は、 会派保守連合の計上した支出金額１８万円から上記９
万円を控除した金額である９万円と認めるのが相当である。

） 平成２７年度から平成２９年度までの通信費 （Ｈ１５－３ ３ １、 Ｈ

１ ６ 一 ３４ ９、 Ｈ １ ７ 一 ７９）

ａ

　

証拠，（甲１７の５、 甲１８の５、 甲１９の５） によれ ば、 吉田議

　

員が平成２７年度から平成２９年度までに実際に支出した通信費

　

の金額は、別表Ｈ３－１から別表Ｈ３－３までの各 「議員の実際の

　

支出金額」 欄のとおりであることが認められる。

　　

原告らは、 吉田議員の個人宅が後援会事務所と兼ねているため

　

に固定電話料金に政務活動費を充当することが許されない旨の主

　

張をするが、 上記固定電話が政務活動の目的で使用されていなか

　

ったと認めるに足りる的確な証拠はないこと、 一般的に議員の活

　

動が広範に及ぶことを考慮すると、 原告らの上記主張を採用する

　

ことはできない。

１０
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１５

２０

２５

ｂ

　

一方、 吉田議員の通信機器の使用実態について客観的に認定す

　　　　　　　　　　　　　

２６０



　　　　　　　　　

、

　　　

るに足 りる 証拠 ない し事情は見当たらず、 当該通信機器の使用が

　　　　　　　　　　　　

政務活動のた め だけではなく、 後援会活動、 政党 活動その他の政

　　　　　　　　　　　　

治活動、 私 的活動 のた めに使用 されていた蓋然性 が高 いこと等を

　　　　　　　　　　　　　

考慮すると、 吉田議員 が通信費と して支出 した金額の２分の１ （別

　　　

５

　　　　　　　

‐表 Ｈ３－・ か ら別表 Ｈ３－３ま での各 「裁判所の認 定する適 法支

　　　　　　　　　　　　

出額」 記載の金額） の限度で本件各使途基準に適合している支出

　　　　　　　　　　　　

であると認めるのが相当であり、 会派保守連合が政務活動費を違

　　　　　　　　　

′

　　　

法に充当 した額 は、 別表 Ｈ．３Ｊ‐１ から別表Ｈ３－３ま での各 「裁

　　　　　　　　　　　　

判所の認定する違法支出額」 欄記載のとおりと認めるのが相当で
‐
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白川 議員 の通信 費に係 る支出 （Ｈ１４一３６ ３、 Ｈ １ ５ 一 ３ ３ ３、 Ｈ

　

，

　　　　　　　

１ ６ 一 ３ ４ ８）

　　

‐

例

　

平成２６年度の通信費 （Ｈ１４－３６３）
１，

　

１・

　　

彰

　　

か

　　　　　

１．

　

　

　

　

　　

　　

　

　

　

上記イ（ウ）と同様、 平成２６年度に白川議員が通信費として実際に支
出した金額やその内訳を認めるに足りる証拠はなく、 白川議員の上記
通信機器の使用実態について客観的に認定するに足りる証拠ないし事
情が見当たらず、 議員の広範な・活動に鑑みれば、 当該通信機器の使用
が政務活動のためだけではなく、 後援会活動、 政党活動その他の政治
活動、 私的活動のために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮す
ると、 その２分の１である９万円の限度で改正前使途基準に適合して
いる支出であると認めるのが相当である。

　

　　　　　

　
　

　　　　

１５

２０

　　

したがって、 上記支出のうち、 会派保守連合が政務活動費を違法に
充当した額は、 会派保守連合の計上した支出金額１８万円から上記９
万円を控除した金額である，９万円と認めるのが相当である。
平成２７年度及び平成２８年度の通信費 （Ｈ１５一３３ ３、 Ｈ １ ６ －

３４８）

２５′

　　　　　

”）

２６１

　



　　　　

ａ（ａ） 証拠 （甲１７の５、 甲１８の５） によれば、 白川議員が平成２７

　　　　　

年度及 び平成 ２８年度までに実際に支出した通信費の金額は、 別表

　　　　　

Ｈ４－１及び別表Ｈ４－‐２の各 「議員の実際の支出金額」 欄のとお

　　　　　

り であることが認 められる。

　　　　　　

なお、 証拠 （甲１ ７の５） に契れ ば、 平成２７年度の通信費のう

　　　　　

ち、 別表 Ｈ４ 「１の ソフ トバ ンク利用 分料金２の支払分のうち、 平

　　　　

成 ２７年４月から同年８月まで請求分には 「分割支払金」 １４００

　　　　　

円が含まれているところ、 仮にこれが携帯電話機の分割支払金であ

　　　　

れば、 既に説示したとおり、 改正前使途基準においては携帯電話機

　　　　

の分割支払金は政務活動費を充当することは許されず、 そのほか上

　　　　

記 「分割支払金」 が通信費に係る支払であると認めるに足りる証拠

　　　　

はないため、白川議員が実際に支出した通信費の金額からは除外す

　　　　

るのが相当 であるから、 別表Ｈ４－ ”こおいては上記１４００円分

　　　

を控除 した。

　　　

｛ｂ） 原告らは、 固定電話番号の所在地は白川議員の後援会事務所所在

　　　　

地と同一であるとして政務活動費を充当することが許されない旨の ‐

　　　　

主張をするが、 そもそも白川議員は会派保守連合に対して固定電話

　　　　

料金を政務活動費として提出していないこと、 そのほか上記各支出

　　　

に係る通信費が政務活動の目的で使用されていなかったと認めるに

　　　

足りる的確な証拠はないこと、 一般的に議員の活動が広範に及ぶこ

　　　

とを考慮すると、 原告らの上記主張を採用すること はできない。

　　

ｂ

　

一方、白川議員の通信機器の使用実態について客観的に認定するに

　

．

　　

，足りる証拠ないし事情は見当たらず、当該通信機器の使用が政務活動

　　

のためだけではなく、 後援会活
、
動、 政党活動その他の政治活動、 私的

　　

活動のために使用されていた蓋然性が高いこと等を考慮すると、白川

　　

議員が通信費として支出した金額の２分の１（別表Ｈ４－１及び別表
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Ｈ４－２の各「裁判所の認定する適法支出額」記載の金額）の限度で
・本件各使途基準に適合している支出であると認めるのが相当であり、
会派保守連合が政務活動費を違法に充当した額は、別表Ｈ４－１及び
別表Ｈ４ー２の各「裁判所の認定する違法支出額」欄記載のとおりと
認めるのが相当である。

回

　

会派保守連合の違法支出額についてのまとめ

　　

・会派保守連合が政務活動費として交付を受けた金額のうち、 町田市に不当

　　

利得として返還するべき義務を負う金額は、 別紙１－３ 「会派保守連合総括

　

表」 の⑥ 「返還請求額」 の 「合計」 欄記載のとおりであり、 各項目ごとの違

　

法支出額は、 各項目の 「違法支出額」 欄記載のとおりである。
６

　

争点３ （悪意の受益者該当性又は遅延損害金の発生の有無） について
．

　

原告らは、・①本件各使途基準に反する支出について不当利得返還請求権が生
じることを前提に民法７０４条に基づく利息金が発生し、②仮に上記支出を「支
出」 と認める余地がない場合には残余金返還請求権が発生し、 その履行遅滞に
基づく遅延損害金が発生している旨主張する。

１０

　

前説示のとおり、 本件各会派は、 本件各使途基準に反する支出について、 町
田市に対して不当利得返還債務を負うものであるから、 上記①の民法７０４条
に基づく利得金の発生の有無について検討する。

　

民法７０４条の 「悪意の受益者」 とは、 法律上の原因のないこと，を知りなが
ら利得した者をいい、 政務活動費からの各支出については、 議員の政務活動と
の間に合理的関連性が認められない支出 （本件各使途基準に適合しない支出）
であることを認識しながら利得した者をいうものと解すべきで，ある。 一方、 議
員の政務活動との間に合理的関連性，が認められるか否かは、 法的評価に関わる
問題であるから、 当該支出が合理的関連性を有しないことが明らかな場合でな

２０

２５

　　　　

い限り、 合理的関連性が認められないことについて悪意であると認めることは
できないというべきである。

２６３



　　

これを本件についてみると、 議員の政務活動との間に合理的関連性を有しな
い違法な支出であると認められた各支出は、 いずれもその行為が行われた当時
において、 合理的関連性を有しないことが明らかであったとまではいえないか
ら、 本件各会派が、 上記各支出の際に悪意であったと認めることはできない。

　

もっとも、 本件各会派は、 本判決確定の日において、 別紙１－１ 「会派まち
だ市民クラブ総括表」、′別紙１－２「会派自民党総括表」及び別紙１÷３「会派
保守連合総括表」 の⑥ 「返還請求額」 の 「合計」 欄記載の金額について、 議員

　

，
の政務活動との間に合理的関連性を有しない違法な支出であると確定的に認識
することができるから、 本判決確定の日から支払済みまで民法 （平成２９年法
律第４４号による改正後のもの） 所定の年３分の割合による法定利息の返還義
務を負担するものと．いうべきである。

１０

　　

，

　　

第 ４

　

結 論‐

　　　　

，

　　　　

以上によれば、 原告らの請求は、 被告に対し、 ①会派まちだ市民クラブに対

　　　　　　　

し て ４ ８０万１５１４円の不当利得返還請求、 ②会派自民党に対して３５１万
′

　　　　

Ｉ５

　　　　

４ ７２３円の不当利得返還請求、 ③会派保守連合に対して１７５万８７９５円

　　　　　　　

の不当利得返還請求及びこれらに対する本判決確定の日から支払済みまで年３

　　　　　　　

分の割合による利息の支払請求をすることを求める限度において理由があるか

　　　　　　　

ら、 これらを認容し、 その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却す

　　　　　　　

ることと して、 主文 のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第２部

　

　

　

　

　

　　　　

　　
マロ

裁判長裁判官
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裁判官
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